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第１章 はじめに 
 
１.１ 本業務の背景及び目的 

令和６年度末現在で未だ約 780 万人が汚水処理未普及となっており、その解消に向けて

は関係省庁が連携し、適切な役割分担の下、持続可能な汚水処理システムの構築を目指す中

で、都市郊外や地方部で効率的・経済的に汚水処理サービスを提供できる浄化槽への期待は

高まっている。しかし、令和６年度末時点においても約 329 万基の単独処理浄化槽が設置

されており、汚水処理未普及人口の約半数が単独処理浄化槽利用者であることから、未普及

解消に向けては単独転換の加速化が大きな課題になっている。加えて、浄化槽を設置した後

の維持管理についても大きな課題となっており、法定検査については、浄化槽の使用開始後

３～８ヶ月以内に受検する「設置後等の水質検査」（浄化槽法第 7 条）と、毎年１回受検す

る「定期検査」（同法第 11 条（以下、「11 条検査」という。））があるが、特に 11 条検

査については、令和６年度末時点において全国平均の受検率が約 51％（うち、合併処理浄

化槽は約 67％）と低水準の結果となっており、受検の徹底が課題となっている。加えて、

同法第 10 条に基づく保守点検の実施率は約 75%、清掃の実施率も約 66%となっており、

設置された浄化槽が適切に維持管理されていない事例が全国各地で見られている。 
また、令和６年２月には、総務省行政評価局より、浄化槽行政に関する調査に基づき勧告

（以下、「総務省勧告」という。）が出された。総務省勧告においては、特定既存単独処理

浄化槽の判定の考え方の見直し・定量的基準の設定、清掃業者や保守点検業者からの情報収

集の仕組みを有効に機能させるための措置、浄化槽台帳の整備・活用方法の提示、デジタル

化の検討等について勧告がなされたところであり、それを踏まえ、同年２月には浄化槽法施

行状況点検検討会が設置され、特定既存単独処理浄化槽に対する措置や維持管理向上のた

めの浄化槽台帳の整備や維持管理情報の電子化について議論がなされた。同検討会の報告

書が同年 11 月に公表されたところであり、その中で、浄化槽の維持管理については、都道

府県等が指導に必要な保守点検・清掃情報を収集できるよう、電子情報による報告の義務化

について検討すること等、今後の取組の基本的な方向性が示されたところである。併せて、

同報告書に示された基本的な方向性を受け、環境省において浄化槽管理者への維持管理に

関する指導・助言マニュアル（以下、「維持管理マニュアル」という。）の作成や「浄化槽

の維持管理情報収集・活用に関するデジタル化事例集」、さらには環境省関係浄化槽法施行

規則（以下、「施行規則」という。）の改正を行い、対応を図ってきたところである。 
このような状況を鑑み、本業務は、浄化槽の維持管理に関する効率化・高度化等に資する

施策の具体的検討及び対応を行うことを目的とした。 
 

１.２ 本業務の内容 

１.２.１ プラットフォーム構築に向けた要件定義書の作成 

全国の保守点検・清掃業者から各地方公共団体に対してオンライン提供・報告される維持
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管理情報を統一的に受領することができ、また各地方公共団体が当該情報にアクセス可能

な WEB プラットフォーム（以下「プラットフォーム」という。）の新規構築について、プ

ラットフォーム利用者として想定される行政担当者や保守点検・清掃業者計 5 団体を対象

にヒアリング調査を実施してプラットフォームに対する意見・要望の収集を行い、適宜、要

件定義書に反映させた。

１.２.２ 環境省版浄化槽台帳システムの改修に向けた要件定義書の作成 

令和７年３月に施行規則が改正され、11 条検査の結果報告書の記載項目として「特定既

存単独処理浄化槽に該当するおそれの有無」が追加されたことや、維持管理マニュアルによ

り環境省版浄化槽台帳システムに搭載されていない項目が示されていることを踏まえ、既

存の環境省版浄化槽台帳システムを改修して上記項目に対応できるよう、環境省版浄化槽

台帳システムの改修に向けた要件定義書を作成した。

また、当該システムの利便性向上を目途として、当該システムを導入している地方公共団

体に対しヒアリング調査を実施し、得られた意見を適宜、要件定義書に反映させた。

１.２.３ 浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析 

浄化槽の維持管理に関する費用等の実態を把握するため、全国の保守点検業者、清掃業

者、公共浄化槽等整備推進事業実施市町村に対しアンケート調査を実施し、調査データの集

計、解析、過年度調査結果との比較を行った。

１.２.４ 浄化槽の維持管理向上等に関する全国会議の開催 

本業務で行った、環境省版浄化槽台帳システムの改修に向けた検討案と浄化槽の維持管

理費用等の実態調査・分析結果等に関する情報提供、意見交換を行うため、全国の指定検査

機関、都道府県及び保健所設置市担当者等を対象とした全国会議を開催した。

 実施計画の作成

「開催時期、開催場所等」、「会議次第、進行等」、「参加者の決定等」、「議

題」、「会議資料の構成」を含む実施計画（案）を作成し、環境省担当官と打合せの

上、決定した。

 会議資料の作成

実施計画に基づき、会議資料を作成した。資料には本業務で行った「環境省版浄化

槽台帳の改修の検討案について」及び「浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析結

果」の内容を含むものとし、環境省担当官と打合せの上、決定した。

 開催

実施計画に基づき、全国 65 の指定検査機関及び浄化槽行政担当者を対象とした会

議を 1 回開催した。会議は実地開催及び WEB 会議との併用で行った。 
 取りまとめ
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議事録を作成するとともに、会議における意見等を踏まえ、報告書に反映させた。

１.３ 打合せ 

調査の進行方針、各調査の進捗状況の確認のため、環境省担当官との打合せを計 4 回実

施した。また、必要に応じて調査別に打合せを実施した。

１.４ 業務体制 

（１）発注者

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室

（担当）竹谷 理志  浄化槽推進室長

 永浦 康史  室長補佐

  中山 修一朗 指導普及係長

天目石 和彦 環境専門調査員

（２）受注者

公益財団法人日本環境整備教育センター

東京都墨田区菊川 2 丁目 23 番 3 号 電話番号；03-3635-4880 
（責任者）調査・研究グループ グループリーダー  櫛田陽明

（担当者）調査・研究グループ 調査研究第 1 チームリーダー 武田文彦

調査役 古市昌浩

調査研究第 1 チーム 主任 山下雅大

調査研究第 1 チーム 研究員 宮城怜奈

事業企画グループ  グループサブリーダー

併任企画･調整担当チームリーダー

併任調査研究グループ   濱中俊輔

【WEB プラットフォーム、及び浄化槽台帳システム要件定義書作成業務再委任先】 

MR コンサルティング株式会社 
東京都中央区日本橋本町 3-3-6 ワカ末ビル７F 電話: 03-6231-0588 
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１.５ 業務期間

業務期間：令和 7 年 8 月 20 日から令和 8 年 3 月 27 日 
令和7年 令和8年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１．プラットフォーム構築に向けた要件定義書の作成
（１）プラットフォームの要件整理

１）要件整理
２）ヒアリング調査（⇒システム利用者）

（２）要件定義書の作成
１）打合せ（請負者⇔再委任先）
２）要件定義書の作成（再委任先）

（３）実施計画（案）の作成
１）実施計画（案）の作成

２．環境省版浄化槽台帳システムの改修に向けた要件定義書の作成
（１）システム改修の要件整理

１）要件整理
２）ヒアリング調査（⇒システム利用者）

（２）要件定義書の作成
１）打合せ（請負者⇔再委任先）
２）要件定義書の作成（再委任先）

（３）実施計画（案）の作成
１）実施計画（案）の作成

３．浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析
（１）アンケート調査

１）調査票の作成
２）調査票の発出
３）調査票の回収
４）調査データの集計・分析

４．浄化槽の維持管理向上等に関する全国会議の開催
（１）実施計画の作成

１）実施計画の作成
（２）会議資料の作成

１）会議資料の作成
（３）全国会議の開催

１）事前案内、出席者取りまとめ
２）開催

（４）会議開催結果の取りまとめ
１）議事録の作成

５．打合せ
（１）環境省担当官との打合せ

６．報告書の作成
（１）報告書作成

項目
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第２章 Webプラットフォーム構築に向けた要件定義書の作成 

 

２．１ 目的 

 地方公共団体が浄化槽管理者等に対して維持管理に関する指導を行うには、保守点検・

清掃業者から保守点検・清掃の実施に係る情報（以下、「維持管理情報」という。）を収集

し、それらを活用することが重要である。報告・収集される維持管理情報が必要な事項を

備えることについての確実性や地方公共団体における作業性を考慮すると、デジタル技術

を活用した報告・収集手法が求められる。 
 これらのことから、全国の保守点検・清掃業者が地方公共団体に対し維持管理情報を統

一的に報告することができ、また地方公共団体が当該情報にアクセス可能な Web プラット

フォームの新規構築を目的として、必要とされる条件を明らかにするための調査検討を行

ったのち、これを踏まえて要件定義書を作成した。 
 
２．２ 要件定義書作成のための調査検討 

 

２．２．１ Web プラットフォームの要件整理 

 Web プラットフォームの構築において必要とされる条件を下記のとおり整理した。 
①想定される利用者数 
②想定される情報量 
③使用する報告様式 
④Web プラットフォームの機能・仕様 

 
① 想定される利用者数 

Web プラットフォームの利用者は、維持管理情報を報告（プラットフォームにアップロ

ード）する「保守点検・清掃業者」と維持管理情報を収集（プラットフォームからダウン

ロード）する「地方公共団体数」に分類される。それぞれの想定される最大利用者数を以

下のとおり試算し、その合計は 20,181 団体であった。 
 
維持管理情報を報告（プラットフォームにアップロード）する利用者 
 保守点検業者：約 12,100 団体 （保守点検業総登録件数：12,129 件） 
 清掃業者  ：約 6,300 団体  （浄化槽法第 35 条許可業者：6,306 社） 

維持管理情報を収集（プラットフォームからダウンロード）する利用者 
 都道府県：40 都道府県 （全市町村に対し法第 49 条第 1 項に係る権限移譲済み 

の 7 県を除いた都道府県） 
 市区町村：1,741 市区町村 （令和 7 年 9 月時点の日本の市区町村数） 

※令和 6 年度浄化槽の指導普及に関する調査結果より引用 
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② 想定される情報量 
Web プラットフォームにより報告・収集される維持管理情報の件数は、国内に設置さ

れている浄化槽の人槽（規模）別の基数と、年間の保守点検・清掃回数から算出した。

この結果を表 2.2-1 に示す。これより、最大の年間維持管理情報は、約 3480 万件と想

定された。 
 

表２.２-１ 想定される情報量 

人槽（規模） 
基数 

（万基）注 1) 

保守点検 年間の清掃回数 

保守点検回数 

（回/年）注 2) 

報告件数 

（万件/年） 

清掃回数 

（回/年）注 2) 

報告件数 

（万件/年） 

5～20 人槽 約 690  3 2070 1 690  

21～100 人槽 約 50   4  200 1 50 

101 人槽以上 約 9 26  234 26 234 

小計 
約 750 

－ 2504  － 974 

合計 3480 万件/年 

注 1)  令和 6 年度浄化槽の指導普及に関する調査より引用 
注 2) 浄化槽管理者への維持管理に関する指導・助言マニュアルより引用 

 5～20 人槽は 5・7・10 人槽における大臣認定型の合併処理浄化槽、21～100 人槽は 
21・30・50 人槽における大臣認定型の合併処理浄化槽、101 人槽以上は 100・
300・500 の合併処理浄化槽の保守点検、清掃回数の最頻値とした。 

 
③ 使用する報告様式 

Web プラットフォームにおいて使用する報告様式は、環境省により公表されている

浄化槽管理者への維持管理に関する指導・助言マニュアルに示す保守点検業者用報告

様式（図 2.2-1）と清掃業者用報告様式（図 2.2-2）とし、報告様式のファイル形式は

Excel ファイル（xlsx 形式）とした。 
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図２．２-１ 保守点検業者用報告様式 

 

 
図２．２-２ 清掃業者用報告様式 

 
 
 
 
 

報告日※1 2025/6/1

保守点検業者名 ●株式会社

保守点検業者住

所※2

●県●市●1丁

目2番3号

保守点検業者電

話番号
00-0000-0000

◎ ◎ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■

項目

自治体独自の

浄化槽番号

（管理番号）

保守点検業者

独自の浄化槽

番号

処理の対象 方式名 処理対象人

員

浄化槽管理者

氏名（法人名）

施設名称 設置場所（住居表示）

※2

浄化槽管理者住所

※2

保守点検年月

日※1

躯体の漏水の

有無

躯体・内部設

備の著しい破

損の有無

槽周辺の環境

（臭気の有無）

記載方法 記入 記入 以下より選択 別表より選択 記入 記入 記入 記入 記入 記入 以下より選択 以下より選択 以下より選択

No

1：単独

2：合併

3：その他

別表※3参照 1：無し

2：有り

1：無し

2：有り

1：無し

2：有り

例1 AAA-AAAA1 1
単独処理浄化槽新構造

分離ばっ気
5 浄化太郎 浄化太郎 ●県●市●1丁目1番1号 ●県●市●1丁目1番1号 2025/2/1 1 1 1

例2 AAA-AAAA1 1
単独処理浄化槽新構造

分離ばっ気
5 浄化太郎 浄化太郎 ●県●市●1丁目1番1号 ●県●市●1丁目1番1号 2025/5/1 2 2 1

例3 AAA-AAAA2 2
合併処理浄化槽新構造

嫌気ろ床接触ばっ気
5 ㈱●● ㈱●●営業所

●県●郡●町大字●2番

2号

●県●郡●町大字●2番

2号
2025/2/1 1 1 1

例4 AAA-AAAA3 2
合併処理浄化槽大臣認

定型その他
30 浄化太郎

浄化太郎ア

パート

●県●郡●町大字●字

●3番3号
●県●市●1丁目1番1号 2025/2/1 1 1 1

例5 00-0000-1000 2025/2/1 1 1 1

【備考】

◎：浄化槽番号もしくは保守点検業者独自の番号を「浄化槽コード」として記入する

■：毎回報告する項目

□：浄化槽番号と保守点検業者独自の番号が共有されている場合は報告不要な項目

※1：年号は西暦とすること

※2：住所は住民票（住基ネット）の記載に合わせること

　例：「〇丁目〇番〇号（〇はすべて算用数字（アラビア数字））」

別表※3

様式（保守点検）

単独処理浄化槽旧構造腐敗型 合併処理浄化槽新構造接触ばっ気

単独処理浄化槽旧構造ばっ気型 合併処理浄化槽新構造散水ろ床

単独処理浄化槽旧構造その他 合併処理浄化槽新構造長時間ばっ気

単独処理浄化槽新構造分離接触ばっ気 合併処理浄化槽新構造標準活性汚泥

単独処理浄化槽新構造分離ばっ気 合併処理浄化槽新構造接触ばっ気・砂ろ過

単独処理浄化槽新構造散水ろ床 合併処理浄化槽新構造凝集分離

単独処理浄化槽新構造その他 合併処理浄化槽新構造接触ばっ気・活性炭

合併処理浄化槽旧構造散水ろ床 合併処理浄化槽新構造凝集分離・活性炭

合併処理浄化槽旧構造活性汚泥 合併処理浄化槽新構造硝化液循環

合併処理浄化槽旧構造その他 合併処理浄化槽新構造3次処理脱窒・脱燐

合併処理浄化槽新構造分離接触ばっ気 合併処理浄化槽大臣認定型窒素除去型高度処理

合併処理浄化槽新構造嫌気ろ床接触ばっ気 合併処理浄化槽大臣認定型窒素・燐除去型高度処理

合併処理浄化槽新構造脱窒ろ床接触ばっ気 合併処理浄化槽大臣認定型BOD除去型高度処理

合併処理浄化槽新構造回転板接触 合併処理浄化槽大臣認定型その他

報告日※1 2025/6/1

清掃業者名 ●株式会社

清掃業者住所※2
●県●市●1丁

目2番3号

清掃業者電話番

号
00-0000-0000

◎ ◎ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■

項目

自治体独自の

浄化槽番号

（管理番号）

清掃業者独自

の浄化槽番号

処理の対象 方式名 処理対象人

員

浄化槽管理者

氏名（法人名）

施設名称 設置場所（住居表示）

※2

浄化槽管理者住所

※2

清掃年月日※1 躯体の漏水の

有無

躯体・内部設

備の著しい破

損の有無

槽周辺の環境

（臭気の有無）

記載方法 記入 記入 以下より選択 別表より選択 記入 記入 記入 記入 記入 記入 以下より選択 以下より選択 以下より選択

No

1：単独

2：合併

3：その他

別表※3参照 1：無し

2：有り

1：無し

2：有り

1：無し

2：有り

例1 AAA-AAAA1 1
単独処理浄化槽新構造

分離ばっ気
5 浄化太郎 浄化太郎 ●県●市●1丁目1番1号 ●県●市●1丁目1番1号 2025/2/1 1 1 1

例2 AAA-AAAA1 1
単独処理浄化槽新構造

分離ばっ気
5 浄化太郎 浄化太郎 ●県●市●1丁目1番1号 ●県●市●1丁目1番1号 2025/5/1 2 2 1

例3 AAA-AAAA2 2
合併処理浄化槽新構造

嫌気ろ床接触ばっ気
5 ㈱●● ㈱●●営業所

●県●郡●町大字●2番

2号

●県●郡●町大字●2番

2号
2025/2/1 1 1 1

例4 AAA-AAAA3 2
合併処理浄化槽大臣認

定型その他
30 浄化太郎

浄化太郎ア

パート

●県●郡●町大字●字

●3番3号
●県●市●1丁目1番1号 2025/2/1 1 1 1

例5 00-0000-1000 2025/2/1 1 1 1

【備考】

◎：浄化槽番号もしくは清掃業者独自の番号を「浄化槽コード」として記入する

■：毎回報告する項目

□：浄化槽番号と清掃業者独自の番号が共有されている場合は報告不要な項目

※1：年号は西暦とすること

※2：住所は住民票（住基ネット）の記載に合わせること

　例：「〇丁目〇番〇号（〇はすべて算用数字（アラビア数字））」

別表※3

様式（清掃）

単独処理浄化槽旧構造腐敗型 合併処理浄化槽新構造接触ばっ気

単独処理浄化槽旧構造ばっ気型 合併処理浄化槽新構造散水ろ床

単独処理浄化槽旧構造その他 合併処理浄化槽新構造長時間ばっ気

単独処理浄化槽新構造分離接触ばっ気 合併処理浄化槽新構造標準活性汚泥

単独処理浄化槽新構造分離ばっ気 合併処理浄化槽新構造接触ばっ気・砂ろ過

単独処理浄化槽新構造散水ろ床 合併処理浄化槽新構造凝集分離

単独処理浄化槽新構造その他 合併処理浄化槽新構造接触ばっ気・活性炭

合併処理浄化槽旧構造散水ろ床 合併処理浄化槽新構造凝集分離・活性炭

合併処理浄化槽旧構造活性汚泥 合併処理浄化槽新構造硝化液循環

合併処理浄化槽旧構造その他 合併処理浄化槽新構造3次処理脱窒・脱燐

合併処理浄化槽新構造分離接触ばっ気 合併処理浄化槽大臣認定型窒素除去型高度処理

合併処理浄化槽新構造嫌気ろ床接触ばっ気 合併処理浄化槽大臣認定型窒素・燐除去型高度処理

合併処理浄化槽新構造脱窒ろ床接触ばっ気 合併処理浄化槽大臣認定型BOD除去型高度処理

合併処理浄化槽新構造回転板接触 合併処理浄化槽大臣認定型その他
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④ Web プラットフォームの機能・仕様 
①～③のほかに Web プラットフォームに求められる機能・仕様などについて、以下に

示す。 
 メインターゲットとなる利用者は、必ずしも電子化が進んでいない地方公共団体

と保守点検・清掃業者であり、プラットフォームの構成はできるだけ簡潔にす

る。 
 PC 操作に不慣れな利用者に対しても容易に入力等が可能な UI が求められる。 
 JIS X 8341-3:2016 の適用範囲は総務省の「みんなの公共サイト適用ガイドライ

ン（2024 年版）」に基づき、AA 準拠とする。 
 利用者からの費用徴収は想定していない。 
 アップロードされたデータに取り込みできないようなエラーが含まれている場

合、その旨を表示するエラーチェック機能を搭載する。 
⇒ デジタル庁のアドレス・ベース・レジストリ（ABR）と連携することでアッ

プロードされた住所の表記揺れを修正・正規化することが可能であり、存在

しない住所や、入力・変換ミスなどの修正不可能な住所がデータに記入され

ていた場合、エラーメッセージを出力する機能が想定される。アドレス・ベ

ース・レジストリは頻繁に更新されると考えられるため、自動でダウンロー

ドする仕組みとする。 
 
 
２．２．２ ヒアリング調査による課題抽出 

（１）ヒアリング調査の対象及び内容 

Web プラットフォームの詳細な仕様の決定に際し、維持管理情報の報告・収集業務にお

ける課題や要望を抽出するため、地方公共団体及び保守点検・清掃業者を対象にオンライ

ンあるいは電話によるヒアリング調査を実施した。調査対象は、既に維持管理情報の電子

データを保守点検業者から収集する仕組みを利用している地方公共団体［A 県］、維持管理

情報の電子データを地方公共団体に報告している保守点検・清掃業者［B 社］及び［C
社］、現段階では保守点検・清掃業者から維持管理情報の電子データを収集していない地

方公共団体［D 県］及び［E 町］の計 5 団体とした。 
ヒアリング調査は 2025 年 10 月に団体ごとに実施した。調査票は対象者に応じて(a)、

(b)または(c)を使用した。ヒアリング対象と調査票の対応を表 2.2-2 に示す。 
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表２.２-２ ヒアリング対象と調査票の対応 

団体名 分類 維持管理情報の報告収集に関する概要 調査票 
A 県 地方公共団体 保守点検業者から保守点検情報を電子データによ

り収集し、浄化槽台帳に反映している 
(a) 

B 社 保守点検業者

（専業） 
複数の地方公共団体（市町村）に保守点検情報を

電子データで報告している 
(b) 

C 社 保守点検・清掃

業者（兼業） 
複数の地方公共団体（県・市町村）に保守点検、

清掃情報を電子データで報告している 
(b) 

D 県 地方公共団体 指定検査機関より報告された検査結果から維持管

理情報の電子データを浄化槽台帳に反映している 
(c) 

E 町 地方公共団体 指定検査機関より報告された検査結果から維持管

理情報の電子データを浄化槽台帳に反映している 
(c) 

 
各調査票の内容を以下に示す。また、調査時に使用した参考資料として、図 2.2-1（保

守点検業者用報告様式）及び図 2.2-2（清掃業者用報告様式）を【別添 1】として、図 2.2-
3（Web プラットフォームのシステム連携イメージ（案））と図 2.2-4（画面遷移図（案））

を【別添 2】として、図 2.2-5（Web プラットフォームの報告・収集・浄化槽台帳への取

り込みイメージ図（案））を【別添 3】として使用した。 
 

調査票(a) 
現在の保守点検・清掃情報の収集状況についてご回答ください 

(1) 保守点検・清掃情報の収集は、いつから何に基づき実施されていますか。 

(2) 保守点検・清掃情報の収集はどのように実施していますか。 

(3) (2)の回答が「オンラインシステムを使用している」の場合は、使用しているオンライン

システムについて以下ご回答ください。 

・名称、プロバイダ 

・利用料金 

・システムの概要 

(4) 収集先の業者数、報告頻度、報告基数（件数）はどれくらいですか。 

(5) 収集している項目をご教示ください。 

(6) 進捗管理（報告期日の設定や業者へのリマインド）はどのように行われていますか。 

(7) 行政で管理している浄化槽情報と業者の浄化槽情報の紐づけは、どのように行っていま

すか。 

(8) 業者が報告するためのフォーマットを定めていますか。 

(9) システム上、現在使用しているフォーマットを変更することは可能ですか。 

例として、環境省が示すフォーマット（【別添 1】参照）での報告は可能でしょうか。 
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(10) 業者より報告された情報を浄化槽台帳に反映するまでの作業内容をご教示ください。 

(11) 業者より報告された情報に不備があった場合は、どのように修正していますか。 

(12) (9)の内容について作業時間、担当者数をご教示ください。 

(13) 現在の保守点検・清掃情報の収集方法について、課題等があればご教示ください。 

 
 
調査票(b) 
１．現在の保守点検・清掃情報の報告状況についてご回答ください 

(1) 保守点検・清掃情報の報告はどのように実施していますか。 

(2) (1)の回答が「オンラインシステムを使用している」の場合は、使用しているオンライン

システムについて以下ご回答ください。 

・名称、プロバイダ 

・利用料金 

・システムの概要 

(3) 報告先の自治体数、報告頻度、報告基数（件数）はどれくらいですか。 

(4) 報告している項目をご教示ください。 

(5) 行政への報告に関する作業内容をご教示ください。 

(6) (5)の内容について、1 回の報告に要する作業時間、担当者数をご教示ください。 

(7) 行政からは報告のためのフォーマットは指定されていますか。 

(8) 保守点検・清掃情報を自治体に提出する際には、社内システムから報告項目を抽出し提

出していると思われますが、報告項目や使用しているフォーマットを変更することは可

能ですか。 

例として、環境省が示すフォーマット（【別添 1】参照）での報告は可能でしょうか。 

（自治体が認めた場合） 

(9) 現在の保守点検・清掃情報の報告方法について、課題等があればご教示ください。 

２．維持管理情報の報告収集プラットフォームについてご回答ください 

(1) 現在、送信したメールに添付した資料(【別添 2】、【別添 3】参照)のようなプラットフォ

ームを検討しています。このようなシステムが実用化され、導入された場合、保守点

検・清掃情報の収集に関して現在抱えている課題の解消に繋がると考えられますか。課

題の解消に繋がる、あるいは繋がらない場合、それはどのような点でしょうか。 

(2) プラットフォームについて、どのような機能があると望ましいですか。 
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調査票(c) 
保守点検・清掃情報の収集状況、保守点検・清掃情報の報告収集プラットフォームについて

ご回答ください 

(1) 保守点検・清掃情報を収集し、浄化槽台帳に反映するまでの作業内容をご教示くださ

い。 

(2) (1)の内容について作業時間、担当者数をご教示ください。 

(3) 浄化槽台帳に保守点検・清掃情報を反映するうえで、現在抱えている課題がありました

らご教示ください。 

(4) 現在、送信したメールに添付した資料（【別添 1】～【別添 3】）のようなプラットフォ

ームを検討しています。 

このようなシステムが実用化され、導入された場合、現在抱えている課題の解消に繋が

りますか。 

課題の解消に繋がる場合、あるいは繋がらない場合、それはどのような点でしょうか。 

(5) プラットフォームについて、どのような機能があると望ましいですか。 

(6) 検討中のプラットフォームは、各業者にアカウントを付与し活用いただく想定です。 

自治体に ID 発行権限を付与し、ID とパスワードを発行し、業者に配布する方式を考え

ています。 

アカウントの発行や管理等について何か懸念点等ございましたら、ご教示ください。 

(7) 都道府県（または市町村）が収集する保守点検・清掃情報について、該当する市町村

（または都道府県）が閲覧する機会・需要はありますか。 
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図２．２‐３ Webプラットフォームのシステム連携イメージ（案） 
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図２．２－４ 画面遷移図（案） 

 

13

Web報告プラットフォーム画面遷移図（案）

保守点検および酒揉車業者が栽告を提出するための共通Webプラットフォームです．巨治体は冒轄

する浄化樋について車業者から哉告されたデータを、浄化椿台帳システムに取込が可能なcsv形式

でダウンロードができます．

各自治体によって発行された
ア刀ウント情報をもとにログ
イン

・メールアドレス＋
竜話番号などで認証

官1塁者

・認証番号をメールで通知
・有効期陪15分
• 3回間追えると無効

・自治体で固定IPアドレスを保
有している場合、二段階認証を
スキップできる

車稟者

三

更新；令和7年9月18Ei

愕月撞切まで1こ穀吉
・報告ファイルlお克―Exce虐式
・差戻しの場合目治体からの逗絡を受
け℃ 再アップロードを実施

•取込時の入カチェッグ程化
・入力住所の正規化
・再報告の通知

・ヘッダ一部にお知らせ表示
・報告数の進捗表示
・再奨出依頼
・点検3回分と酒揖1回分のダウンロードが可能 （ダ
ウンロード里勺l;t;未定）

・筐軽する車業者のアカウンH乍成 ・編
臣・ 削除 （アカウント情報を事業者へ別途
案内）

事至奢のメーJ刀か しスが必要

・目治体の切給
・事業者等で絞り込み
・報告数の進捗表示
. csvダウンロードは不要

・自治体含むすべてのアカウン
ト作成 ・頃柔 ・削除



 
 

 
図２．２－５ Webプラットフォームの報告・収集・浄化槽台帳への取り込みイメージ図

（案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和7年10月3日

【別添3】

清掃情報

ＷＥＢプラットフォーム

浄化槽台帳に正確な保守点検・清掃情報が更新される

各業者による統一フォーマットでの

保守点検・清掃情報のアップロード

浄化槽台帳

未管理浄化槽に

対する指導への活

苦情や問い合わせに

関する対応の活用

不具合の認められる

浄化槽の改善指導

みなし浄化槽等の

転換への活用

全国の保守点検・清掃業者の利用を想定

・保守点検業者：12,100社

・清掃業者：6,300社

各地方公共団体による

維持管理情報のダウンロード

約3,480万件/年の浄化槽データの

格納を想定

（国内の浄化槽約750万基の

年間保守点検・清掃データ）

全国の地方公共団体の利用を想定

・都道府県：40団体

・市区町村：1,741団体

WEBプラット

フォーム

の構築

既存の浄化槽

台帳システム

に追加

Ａ社

保守点検情報

Ｃ社

報告収集プラットフォームのイメージ図 （現時点での想定であり、今後の検討により変更となる場合があります）

浄化槽台帳

都道府県b

保守点検情報

都道府県c

容易に取り込み

清掃情報

清掃情報

保守点検情報

Ｂ社

清掃情報

保守点検情報

市町村a

＜検討中機能＞

■設置場所住所の表記ゆれを自動で

修正・正規化※1

■設置場所住所の緯度経度情報の追加※２

報告項目（必須項目）を浄化槽

台帳に容易に取り込み・反映

浄化槽台帳
容易に取り込み

＜検討中機能＞

■都道府県は、市区町村が収集する保

守点検・清掃情報を閲覧することが可能

閲覧可能
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（２）ヒアリング調査の結果 
各団体のヒアリング結果を以下に示す。 
 

（２）-１ Ａ県の状況 

維持管理情報のうち、保守点検情報の収集は A 県が実施し、清掃情報は令和 5 年より A
県管下の各市町村が収集し、A 県への集約は行われていない。 

＜維持管理情報の収集の経緯＞ 

 保守点検情報の収集は、平成 16 年から県の浄化槽保守点検業者の登録に関する

条例施行規則に基づき実施している。 

＜収集方法、収集から浄化槽台帳反映までの流れ＞ 

 「電子申請・届出システム」を使用している。保守点検業者は、保守点検情報を

プラットフォーム上で直接入力、もしくは Excel ファイルの報告様式をアップロ

ードする。保守点検情報は、対象浄化槽が設置されている市町村を管轄する県出

先機関に報告され、A 県が集約している。さらに浄化槽台帳の整備を委託してい

る指定検査機関に送付される。 

 委託先での台帳への反映における作業時間及び担当者数は、年 84 日、担当者は 1
名である。 

 報告頻度は年 1 回。4 月から翌年 3 月までのデータを 1 年分として報告するよう

毎年度末に通知を送付し、次年度の 6 月末日までに提出を求めている。 

 紙媒体での報告は、電子化に対応できていないなどのやむを得ない場合に認めて

いる。Excel ファイルと紙媒体の提出割合は、報告基数としておおむね 6 対 4 で

ある。 

 修正・再提出を求めたことは現時点でない。また、システム上での不備連絡や改

修は非対応である。 

＜収集項目＞ 

 設置場所（住所）、管理者氏名、処理方式、処理対象人員、保守点検回数、浄化

槽管理士氏名 

＜報告業者＞ 

 登録のある保守点検業者のうち、収集できている業者数の割合は 5 割強である

が、複数の出先機関に報告をしている業者があるため、業者数は重複して計上さ

れている。 

＜現在の保守点検情報の収集方法における課題・要望など＞ 

 未提出の保守点検業者が存在するため、全実施基数の把握が困難である。 
 個人経営等の保守点検業者のデジタル移行が進まず、紙媒体の電子データへの変

換が台帳管理における負担となっている。 
 データ数（浄化槽基数）が膨大であるため、データ入力が負担となっている。 
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＜Web プラットフォーム導入が現在抱えている課題解消に繋がるか＞ 
 現状、維持管理を実施している全基数の把握ができていない。個人経営等の保守

点検業者のデジタル移行が進まず電子データでの報告が困難であること、未提出

の保守点検業者が存在することから、Web プラットフォームを実用化することで

当該課題の解決に繋がるかどうかは不明である。 
＜Web プラットフォームの機能における要望＞ 

 紙媒体のデータを電子データに自動変換する機能があると便利である。 
 報告様式の変更には、条例施行規則の改正が必要となる。 

＜アカウントの発行における意見＞ 
 年 1 回の利用が想定される為、ID やパスワードを紛失する可能性が高い。報告時

期が重なるため、ID やパスワードの問い合わせが集中し、県への負担が増えるこ

とが懸念される。 

＜都道府県（市町村）が収集する情報について市町村（都道府県）が閲覧する機会・需要

＞ 

 保守点検情報は、県へ直接報告されており、市町村の閲覧の機会や需要は少ない

と考えられる。 

 清掃については、県が報告を求めていない市町村もあることから、閲覧の機会や

需要はある可能性がある。 

 

 

（２）-２ 保守点検専業のＢ社の状況 

＜維持管理情報の報告方法＞ 

 報告先は県内の全市町村である。報告様式のファイル形式や収集項目は各市町村

により指定されている。パスワードを付した zip ファイル形式でメール添付し、

報告している。 

 県内に複数営業所を持つため、一括で Excel ファイルに変換・抽出できる顧客管

理システムを使用している。 

 報告に要する時間は、社内のデータベースから 5 分程度で必要な情報を抽出で

き、全市町村合わせても年間 8 時間未満程度である。担当者は 1 名である。（市

町村コードを振っており、提出先に応じた仕分けに時間を要しない） 

 入れ違いにより報告期日を過ぎたときは、市町村から連絡があり、期日を決めた

後、改めて提出した例があるものの、報告内容についての確認等はこれまでな

い。 

 報告頻度はおおむね年 1 回、1 町のみ半年に 1 回である。主に年度明けの 4~7 月

の間に報告している。 

＜報告項目＞ 
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 浄化槽の処理方式、設置者名、住所、保守点検回数や実施日、清掃手配時の予定

日、11 条検査の実施日、処理方式や処理対象人員ごとの契約基数の総数、型式名

などである。保守点検回数が多いことで日付がすべて含められない場合は、最後

の点検日から遡って所定の回数分を記入するように指定されている。 

 報告項目の追加変更がある場合、システム会社に依頼するため時間がかかるが、

技術的には対応不可能ではない。 

＜現在の保守点検情報の報告方法における課題・要望など＞ 

 報告様式を全市町村で統一してほしい。 

＜Web プラットフォーム導入が現在抱えている課題解消に繋がるか＞ 

 報告様式が市町村で統一されれば、報告のための情報整理に係る作業時間は低減

できると考えられるが、様式が統一されていない場合、負担は変わらないと想定

される。各市町村側の方が、様式への統一に時間がかかる可能性があるものと推

察される。 

 一方、保守点検・清掃情報の収集が電子化されてない市町村にとって、国からの

Web プラットフォームの提供は大きなプラスになると考えられる。 

＜Web プラットフォームの機能における要望＞ 

 報告内容には個人情報が含まれることから情報漏洩対策が必要と考えられる。 

 個人経営の保守点検・清掃業者向けに、スマートフォン等を使用して現地で保守

点検・清掃情報を入力することが可能となる機能があれば電子化に寄与すると考

えられる。 

 

 

（２）-３ 保守点検・清掃兼業のＣ社の状況 

＜保守点検・清掃情報の報告方法＞ 
 保守点検契約実績一覧と清掃実績基数の報告を 6 市町に、各市町より依頼を受け

ている浄化槽台帳整備に係る報告を 4 市町に対し行っている。 
 保守点検・清掃情報は社内で使用している管理システムから報告項目を抽出し、

パスワードを付した Excel ファイルをメールに添付、もしくはファックスを使用

して報告している。各市町から指定された報告様式を使用するが、指定されてい

ない場合は、Ｃ社独自の報告様式を使用し提出する場合もある。また、維持管理

の業登録や許可はあるものの、業務実績のない地方公共団体に対しては、電話や

メールで業務実績を回答する場合もある。 
 報告に要する時間は、保守点検・清掃実績基数の報告（6 市町対象）は、業務の

合間に 1 名で 1 週間程度の作業量である。浄化槽台帳整備に関わる報告（4 市町

対象）は、基数のみの報告は保守点検・清掃実績基数のデータを元に、1 市町に

つき 1～2 時間の作業を 1 名で行っている。基数に加えて保守点検情報における
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実績、契約者・管理者など詳細を報告する場合、1 市町につき 2 名で 1 週間程度

作業している。清掃情報は担当が異なるため、作業量等は把握していない 
＜報告項目＞ 

 保守点検：市町により異なるが、設置住所、設置場所名、管理者住所、管理者

名、保守点検実施日、保守点検業者名、浄化槽の年度内休止・廃止情報である。 
 清掃：清掃実施日、清掃業者名、一市にのみ住所、管理者氏名、引き抜き量を毎

月報告している。 
 報告項目の追加変更は、現在データとしてまとめている項目であれば、技術的に

は対応可能である。それ以外の項目のうち例えば、浄化槽番号について、地方公

共団体が管理する番号を新規に付す場合は各浄化槽情報の抽出、手作業での突合

が発生する。加えて、データは管理システムから直接取得していないため、すぐ

に追加変更に対応するのは難しい。また、保守点検と清掃の情報を管理するシス

テムが異なるため、様式の変更に対応不可能な項目があり、これらのシステムは

外部発注のため対応が難しい。 
＜現在の保守点検・清掃情報の報告方法における課題・要望など＞ 

 個人名や住所、水質の情報など個人のデータを外部に提出することになるため、

セキュリティ面が懸念される。 
 報告様式が市町間で統一されていない。送信先が複数であると作業が煩雑とな

る。 
 地方公共団体から浄化槽台帳についてのヒアリングは報告開始時にのみ行われた

が、それ以降は意見を伝える機会は設けられていない。 
＜Web プラットフォーム導入が現在抱えている課題解消に繋がるか＞ 

 想定されるメリットとして、様式が統一されるのであれば、作業が簡略化し効率

化に繋がると考えられる。 
 想定されるデメリットとして Web プラットフォーム用の報告様式とは別に、従来

の報告様式も併用して提出となる場合、作業量が増加し負担となる。 
＜Web プラットフォームの機能における要望＞ 

 保守点検・清掃業者が過去の実績を検索、閲覧できる機能。 
 保守点検・清掃業者から地方公共団体へ情報を提供する一方通行のシステムでは

なく、地方公共団体から保守点検・清掃業者に以下のような情報提供が可能な、

相互にメリットのあるシステムであってほしい。 
 各浄化槽のメーカー、型番、処理方式がマスタ化されダウンロードでき

る機能。 
 各浄化槽の保守点検方法、維持管理要領書の掲載機能。 
 自地域の浄化槽における新設・休廃止情報等を検索、閲覧できる機能。 
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（２）-４ Ｄ県の状況 

＜維持管理情報の収集から浄化槽台帳反映までの流れ＞ 
 指定検査機関から検査を受けた浄化槽の保守点検・清掃情報の電子データを収集

し、台帳に反映している。 
＜保守点検・清掃情報を収集し浄化槽台帳に反映するうえで、想定される課題＞ 

 保守点検・清掃情報を紙媒体で記録・保管している業者への対応方法。 
 地方公共団体と保守点検・清掃業者の所有する浄化槽番号の紐づけ、浄化槽管理

者が契約業者を変更した場合の紐づけ方法。 
 現行システムは CSV ファイルを介して出力等を行う為、報告に関わる事務負担

がある。 
 システム上の情報と報告者からの情報の相異により、突合時に齟齬が生じること

がある。 
 浄化槽台帳に記載のない浄化槽の保守点検・清掃情報が報告された場合、浄化槽

台帳に登録できないことが想定される。 
＜Web プラットフォーム導入が現在抱えている課題解消に繋がるか＞ 

 情報管理の電子化が進んでいない業者は、Web プラットフォームを導入しても紙

媒体を使用し続けると考えられる。 
 報告される項目と各地方公共団体が定める様式の項目に違いがある場合、業者側

に作業負担を求めると利用してもらえず、地方公共団体側も事務負担が増え対応

しきれない。業者と地方公共団体のバランスが上手くいかないと導入しても利用

されない可能性がある。 
＜Web プラットフォームの機能における要望＞ 

 報告状況が適宜分かる機能。 
 報告のあった期間を限定しダウンロード、アップロード可能な機能。 
 直近 1 年間で清掃が行われていない浄化槽の検索機能。 
 業者が、CSV ファイルを作成することなく、Web プラットフォームに直接入力

する機能。 
 地方公共団体と業者で把握している情報が一致しない報告の抽出機能 
 地方公共団体アカウントにおいて、二段階認証は不要としてほしい。 
 パスワードの定期的な変更は、都度問い合わせ対応が想定されるので、不要とし

てほしい。 
＜アカウントの発行における意見＞ 

 保守点検は都道府県の許可、清掃は市町村の許可であることから、管理主体が異

なるため、統一的な運用が可能かどうか懸念される。 
＜都道府県（市町村）が収集する情報について市町村（都道府県）が閲覧する機会・需要

＞ 
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 閲覧権利の付与は、法の権限を担保した上で判断するべきと考える。また、一律

で閲覧する場合には、法整備は必要と考える。 
 市町村に入る悪臭の苦情は、生活排水由来の場合、単独処理浄化槽か合併処理浄

化槽かで対応が変わる為、需要はあると考える。 
 

（２）-５ Ｅ町の状況 

＜維持管理情報の収集から浄化槽台帳反映までの流れ＞ 
 指定検査機関より法定検査の結果を Excel ファイルで収集し、総合判定が不適正

の浄化槽について、所見、保守点検業者名、清掃業者名、年間契約回数、実施日

を入力している。 
 保守点検・清掃業者からの網羅的な維持管理情報の収集は、これまで行っていな

い。 
 作業時間はその都度対応で 1～2 日、担当者は 1 名（他業務も兼任）である。 

＜保守点検・清掃情報を収集し浄化槽台帳に反映するうえで、想定される課題＞ 
 入力項目・入力基数が増えると、人手不足が懸念される。 

＜Web プラットフォーム導入が現在抱えている課題解消に繋がるか＞ 
 システムが導入されたとしても、人手不足が必ずしも改善されるとは思わない

が、指導を行う際のデータとしては活用可能と思われる。 
 一部の市町村において浄化槽台帳の電子化が遅れており、まずは県内の全市町村

が統一的に電子データでの維持管理情報を収集できる体制を構築しなければ、維

持管理業者へ電子データによる報告の働きかけはできない。 
＜Web プラットフォームの機能における要望＞ 

 浄化槽台帳に一括登録した段階で誤った情報があった場合に、エラー表示がある

とよい。 
＜アカウントの発行における意見＞ 

 保守点検は都道府県の許可、清掃は市町村の許可であることから、管理主体が異

なるため、統一的な運用が可能かどうか懸念される。 
＜都道府県（市町村）が収集する情報について市町村（都道府県）が閲覧する機会・需要

＞ 
 浄化槽台帳の整備は都道府県から市町村へ権限移譲されており、現状、県が各市

町村の浄化槽台帳を閲覧する状況は想定し難い。また、市町村の浄化槽台帳も統

一的に電子化されなければ、県との相互活用も進まないのではないかと考えられ

る。 
 
 
 

20



 
 

２．３ ヒアリング結果の整理と対応 

 ヒアリングで挙がった意見・要望について、Web プラットフォームに搭載する機能と仕

様ごとに分類し、それらに対する対応を汎用性や費用対効果に基づき検討し、表 2.3-1 に

示すとおり決定した。なお、表 2.3-1 において、「事業者」は保守点検・清掃業者を指す。 
 
表２.３-１ Web プラットフォームに搭載する機能・仕様にかかる意見・要望等と対応 

機能・仕様 意見・要望 対応 
ログイン認証・

報告時の自治体

選択（事業者ア

カウントの発

行） 

 保守点検業は都道府県の許可、清

掃業は市町村の許可であることか

ら、管理主体が異なるため、統一

的な運用が可能かどうか懸念され

る。[D 県][E 町]  
 複数の地方公共団体にまたがって

報告する事業者も多く、地方公共

団体はどのようにアカウントを管

理するか。 

 1 事業者が 1 アカウント

での運用とする。 
 事業者は、ログイン後に

報告対象となる地方公共

団体を選択する画面を追

加する。 

ログイン認証

（セキュリティ

の担保） 

 個人情報（氏名、住所、水質情報

など）の漏洩に対するセキュリテ

ィ管理の徹底を要望する。[B 社][C
社] 

 報告者のログイン認証は

二段階認証とする。 

ログイン認証 
（アカウント・

パスワードの管

理） 

 地方公共団体アカウントにおい

て、二段階認証は不要としてほし

い。[D 県] 
 パスワードの定期的な変更は、問

い合わせの対応が想定される。[D
県] 

 地方公共団体アカウント

のログイン認証は、1 回

の認証を想定している。 
 パスワードの定期的な更

新は、現時点で想定して

いない。 
お問い合わせ  報告頻度が少ない場合、事業者が

ID やパスワードを紛失する可能性

が高い。報告時期に、ID やパスワ

ードの問い合わせが集中し、地方

公共団体への負担が増えることが

懸念される。 [A 県] 

 事業者 ID パスワード紛失

におけるリマインダ機能

を搭載する。 
 「管理者」による対応が

想定される。 

自治体アカウン

トの発行単位と

閲覧アカウント 

 保守点検情報は、県へ直接報告さ

れており、市町村の閲覧の機会や

需要は少ないと考えられる。[A 県] 

 必ずしも統一的な要望は

ないものの、清掃情報な

ど市町村が収集し都道府

県の台帳に反映させる項
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（関連する地方

公共団体間での

相互閲覧機能） 

 清掃情報は都道府県と市町村相互

に閲覧の機会や需要はあると考え

られる。[A 県] 
 市町村に入る悪臭の苦情は、生活

排水由来の場合、単独処理浄化槽

か合併処理浄化槽かで対応が変わ

る為、市町村が都道府県の浄化槽

台帳を閲覧する需要はあると考え

られる。[D 県] 
 閲覧権利の付与は、法の権限を担

保した上で判断するべきと考え

る。また、一律で閲覧する場合に

は、法整備は必要と考える。[D 県] 
 浄化槽台帳の整備が市町村へ権限

移譲されている場合、県が各市町

村の浄化槽台帳を閲覧する状況は

想定し難い。[E 町] 

目も存在することと、

個々の閲覧権限を設定す

る場合は細かい権限制御

による工数増加が想定さ

れることから。県は市区

町村、市は管轄区のアカ

ウントの閲覧権限を有す

る仕様で統一とする。 

報告データ 
（使用する報告

様式） 

 保守点検について、報告様式の変

更には、条例施行規則の改正が必

要となる場合もある。【A 県】 
 報告様式が統一化されていない。

または送信先が複数であるため作

業が煩雑となる。報告様式が統一

されるのであれば、作業が簡略化

し効率化に繋がる。[B 社][C 社] 
 管理していない項目を報告項目と

して指定された場合、社内システ

ムで対応できなければ手作業での

報告となる。社内システムを外部

発注している場合、項目変更に対

応できない場合もある。[B 社] [C
社] 

 Web プラットフォーム用の報告

様式とは別に、従来の報告様式も

併用して提出となる場合、作業量

が増加し負担となる。【C 社】 

 報告様式は図 2.2-1，2.2-
2 に示す Excel ファイル

（xlsx 形式）とする。 
 Web プラットフォーム導

入により副次的に報告様

式・送付先の統一化が図

られると考えられる。 
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 報告される項目と各地方公共団体

が定める様式の項目に違いがある

場合、業者側に作業負担を求める

と利用してもらえず、地方公共団

体側も事務負担が増え対応しきれ

ない。業者と地方公共団体のバラ

ンスが上手くいかないと導入して

も活用されない可能性がある。[D
県] 

報告データのア

ップロード 
（エラー表示機

能） 

 浄化槽台帳に一括登録した段階で

誤った情報があった場合に、エラ

ー表示があるとよい。[E 県] 

 事業者が異なる報告様式

をアップロード、必須項

目未入力、入力形式が異

なる場合、ABR の変換で

エラーとなった場合にエ

ラー表示する機能を搭載

する。 
報告・収集済み

データの検査機

能 

 事業者が過去の実績を検索、閲覧

できる機能。[C 社] 
 任意の項目、期間を指定し該当を

抽出できる機能。（例：直近 1 年間

で清掃未実施浄化槽の検索機能）

[D 県] 

 事業者、地方公共団体に

報告様式に含まれる全項

目をマイページ上で検

索、閲覧、CSV 出力でき

る機能を搭載する。 
 保存期間は頻度が年 1 回

の地方公共団体もあるこ

とから、3 年とする。 
その他 
（浄化槽台帳へ

の取り込み負担

の軽減） 

 データ数（浄化槽基数）が膨大で

あるため、データ入力が負担とな

っている。[A 県] 

 CSV ファイルへの変換機

能により、環境省版浄化

槽台帳への取り込み機能

を搭載する。（本機能は、

環境省版浄化槽台帳の機

能となる）。 
その他 
（紙媒体から電

子データへの変

換機能） 

 紙媒体のデータを電子データに自

動変換する機能。[A 県] 
 保守点検・清掃情報を紙媒体で記

録・保管している事業者への対

応。[D 県] 

 当該機能については、将

来的な課題として整理す

る 
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その他 
（進捗管理機

能） 

 事業者からの報告状況が適宜把握

できる機能。[D 県] 
 未提出の事業者が存在すると全維

持管理実施基数の把握が困難であ

ることから、それらを解消する機

能。[A 県] 

 事業者数、浄化槽件数の

マスターデータが必要と

なる。重複する報告を

Web プラットフォーム上

で判断する機能の搭載が

必要となる。これらのこ

とから当該機能について

は将来的な課題として整

理する。 
トップ・お知ら

せ 
（マイページに

情報提供機能） 

 事業者から地方公共団体へ情報を

提供する一方通行のシステムでは

なく、地方公共団体から事業者に

以下のような情報提供が可能なシ

ステムがあるとよい。（下記例） 
 各浄化槽のメーカー、型番、処理

方式がマスタ化されダウンロード

できる機能。 
 浄化槽の保守点検方法、維持管理

要領書の掲載。 
 自地域の浄化槽における新設・休

廃止情報等を検索、閲覧できる機

能。[C 社] 

 事業者へのお知らせ機能

は搭載するものの、具体

的な情報提供の内容につ

いての検討は、将来的な

課題として整理する。 

その他 
（報告手法の多

様化） 

 事業者がファイル形式での報告様

式を作成することなく、タブレッ

トやスマートフォンを用いて Web
プラットフォームに直接入力する

機能。[B 社][D 県] 

 当該機能については、将

来的な課題として整理す

る。 

その他 
（台帳システム

の浄化槽台帳と

の紐付け） 

 浄化槽台帳に記載のない浄化槽の

保守点検・清掃情報が報告された

場合、浄化槽台帳に登録できない

ことが想定される。地方公共団体

と業者で把握している情報が一致

しない報告の抽出機能があるとよ

い。[D 県] 

 当該機能については、将

来的な課題として整理す

る。 
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２．４ 要件定義書 

２．２及び２．３を踏まえ、Web プラットフォーム開発に向けた要件定義書を作成した。

要件定義書を 26 貢から 68 貢に示す。 
 
 
２．５ 今後の課題 

 ヒアリング調査で収集した Web プラットフォームに対する意見、要望（表 2.3-1）のう

ち、要件定義書に含まれない項目は、将来的な対応課題とし、今後の検討事項として整理

した。以下の内容が挙げられる。 
 
＜Web プラットフォームの機能における課題＞ 
 紙媒体の保守点検・清掃情報を電子データに自動変換する機能。 
 事業者からの報告状況が適宜把握できる機能。 
 未提出の事業者が存在すると全維持管理実施基数の把握が困難であることから、それ

らを解消する機能。 
 事者から地方公共団体へ情報を提供する一方通行のシステムではなく、地方公共団体

から事業者に以下のような情報提供が可能なシステム。（下記例） 
・各浄化槽のメーカー、型番、処理方式がマスタ化されダウンロードできる機能 
・浄化槽の保守点検方法、維持管理要領書の掲載。 
・自地域の浄化槽における新設・休廃止情報等を検索、閲覧できる機能。 

 事業者がファイル形式での報告様式を作成することなく、タブレットやスマートフォ

ンを用いて Web プラットフォームに直接入力する機能。 
 浄化槽台帳に記載のない浄化槽の保守点検・清掃情報が報告された場合、浄化槽台帳

に登録できないことが想定される。地方公共団体と業者で把握している情報が一致し

ない報告の抽出機能。 
 
＜Web プラットフォームの活用における課題＞ 
 情報管理の電子化が進んでいない保守点検・清掃業者にとって、Web プラットフォー

ムは必ずしも電子化移行に寄与するものではない。  
 一部の市町村において浄化槽台帳の電子化が遅れており、まずは県内の全市町村が統

一的に電子データでの維持管理情報を収集できる体制を構築しなければ、維持管理業

者へ電子データによる報告の働きかけはできない。また、都道府県と市町村との浄化

槽台帳情報の相互利用も進まない。 
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（保守点検記載例）

IO 

゜
口 In In D 口 In n ． ． ． ． 

自治体独自の 保守点検集者 処理の対象 方式名 処理対拿人 浄化招誓理者 詑設名称 設霞場所（住居表示） 浄化摺管理者住所 保守点検年月 躯体の漏水の 範体内部設 槽周辺の環境

項目
浄（管化理槽番奮号号） 控一自ロの浄化槽 ＂ 

氏名（法人名） ※2 ※2 日※1 育撫
傭禎のの葎賓U薫 囁t （臭気の賓撫）

lむ入 •コ じ下 Uコ幻 し］ユE印 l●コ盲 •コ
'"入

,_, 
” 

． じ下よ~'..ゃ じ下よ9 じ下よl

1..控 別表※3参照 1無し 1無し 9無し
No 

23合：その併他
2有り 2有り 2有り

例1 AAA-AAAAI 11単分独譴処ば理っ気浄化槽新構造 5 浄化太邸 浄化太郎 ●桑●市●1丁目1番1号 •R•市● 1丁目 1 番 ＇号 2025/2/1 I I 1 

例2 AAA-AAAAI 

I 謳 5 

浄化太郎 浄化太郎 ●棗●市●1T目1番9号 ●累●市●1T目1番＇号 2025/5/1 2 ， I 

例3 AAA-AAAA2 2 5 佃•• 礫 ●●営案所
●2号県●邸●町大字●2薔 ●2号県●邸●町大字●2番 2025/2/1 I 1 1 

例4 AAA-^ がり 2 30 澤化太郎
浄化太郎ア I ●● 3県番•3郡号●町大字●字 ●県●市●1丁目 1番1号 2025/2/9 I 1 1 ，＜ 

例5 00-0000-,000 2025/2/1 
' ' ' 

"’膏l

浄化槽コードとして 「自治体独自の浄化槽番号」が

共有されている垢合は省略することが可能

（清掃記載例）

＾ ＾ 
r 『―' ,n r r~ r "―’’ l一

,_ ,_ 
l一

自治体控自の 清掃集者拉自 姐壇の対象 方式名 処踵対象人 浄化槽讐理者 施設名称 設置場所（住唐表示） 浄化槽讐理者住所 潰掃年月日※1躯体の漏水の 躯体内部殷 槽周辺の環墳
項目 浄、．化口槽璽~董ヽ2号ヽ の浄化槽薔号 員 氏名（法人名） ※2 ※2 有慧

鑓湯のの著布u.慧"" 
（臭気の有無）

． • っ 以下． 9 上9 ,- ． ． ., l" ,- • "~妬’ u:幻 以下， Uコ幻
1：嵐独 別表※3参照 ＇：震し 1：慧し 1：無し

No 
29：： 合その併他

2賓',) 9宵り 2亨り

例9 AAA-AAAA1 1皐分独鱈処ば理っ気浄化槽新構造 5 浄化太郎 浄化太郎 ●県●市●1丁目1詈1号 ●県●市●IT目1●1号 2025/2/1 ， ， ， 
例2 AAA-AAAAI 1皐分独纏処ば理っ気浄化槽新構造 5 浄化太郎 浄化太郎 ●県●市●1T目1詈1号 ●県●市●1T目1●1号 2025/5/1 2 2 1 

例3 AAA-AAAA2 2 嫌合併気処ろ床躙撞●触化I槽ズづ斬R槽造 5 紺•• 欄●●営業所 ●2号県●郡●町大字●2● ●2髯県●郡•IIJ大字●2● 2025I21 I I I 

例4 AAA-AAAAJ 2合完匂併9処その瑾他滲化槽大臣認 30 浄化太郎
浄化太郎ア ●●3県壽●3鄭号●町大字●字 ●県●市●1丁目1●1号 2025/2/1 

' ' ' パト

例5 00--0000-,000 202512/9 ， ， ， 
(II壽l

浄化槽コードとして「自治体独自の浄化槽番号」が

共有されている場合は省略することが可能
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第３章 環境省版浄化槽台帳システムの改修に向けた要件定義書の作成 

 
３．１ 目的 

浄化槽の整備状況、使用状況及び維持管理状況を正しく把握し、行政指導などを円滑に行

うためには、電子化された浄化槽台帳システムを整備し、活用することが求められる。これ

を支援するため、環境省では「環境省版浄化槽台帳システム（以下、「環境省版台帳システ

ム」という。）」を作成し、令和３年より地方公共団体に配布している。この環境省版台帳シ

ステムは、LGWAN のみの運用、CSV ファイルによるデータの入出力、及び地方公共団体

独自のカスタマイズを可能とするなどの特長を有する。 
その後、令和７年３月に環境省関係浄化槽法施行規則（以下、「施行規則」という。）が改

正され、11 条検査の結果報告書の記載項目として「特定既存単独処理浄化槽に該当するお

それの有無」が追加された。さらに、令和７年３月に公表された浄化槽管理者への維持管理

に関する指導・助言マニュアル（以下、「維持管理マニュアル」という。）により、環境省版

台帳システムに搭載されていない項目が示されることとなった。これらの変化に対応でき

るよう、また利用者の利便性向上を目途として、既存の環境省版台帳システムの改修に向け

た要件定義書を作成する。 
 
 
３．２ 環境省版台帳システムの改修項目の抽出 

環境省版台帳システムの改修に際して、３．１で述べた改修を要する項目に加えて改修す

べき項目がないか、同システム作成時に将来的な対応とした項目、ならびに同システムの利

用者により改修が望まれている項目などについて調査を行った。これらの結果を以下に示

す。 
 
３．２．１ 社会変化に伴う環境省版台帳システムの改修項目の整理 

 ３．１で述べた令和７年度における施行規則改正及び維持管理マニュアルにおいて、環境

省版台帳システムの改修に関する内容を整理し、表 3.2-1 に示した。 
また、第２章において述べた Web プラットフォームにより収集した維持管理情報を円滑

に環境省版台帳システムに反映するため、当該プラットフォームとの連携機能の追加が求

められ、これも同表に併せて示した。表 3.2-1 に示した項目は、同システム改修において対

応必須の内容と位置付けた。 
 

表 3.2-1 社会変化に伴う改修項目 

番号 内容 
a-1 指定検査機関からの 11 条検査の検査報告書における「特定既存単独処理浄化槽

に該当するおそれの有無」の入力欄の追加 
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a-2 特定既存単独処理浄化槽の判定項目の入力欄の追加 
a-3 維持管理マニュアルに提示している報告様式に含まれる項目の入力欄の追加 
a-4 特定既存単独処理浄化槽の指導等に活用できる現場画像の掲載機能 
a-5 利用者の作業負荷軽減に向けたアドレスマッチング機能 
a-6 維持管理マニュアルに則り、周知啓発や指導等の対象となる浄化槽の管理者に対

する指導等様式の自動出力機能 
a-7 Windows 及び構成ソフトウェアのバージョンアップ対応に関する検討 
a-8 Web プラットフォームとの連携機能 
 
 

３．２．２ 環境省版台帳システム作成時における未対応項目の整理 
令和２年度の環境省版台帳システムの作成時において、将来的な対応とされた項目を整

理し、表 3.2-2 に示した。これらを本年度の改修における搭載機能の候補と位置付け、その

改修の必要性について、３．２．３にて後述するヒアリング調査により確認した。 
 

表 3.2-2 環境省版台帳システム作成時における未対応項目 

番号 内容 
b-1 保守点検記録票の水質項目の入力欄の追加 
b-2 住所入力の効率向上（例：小字までを選択できるプルダウンメニューなど） 
b-3 自動化されたアドレスマッチング機能の実装。（例：地番情報から緯度経度情報を

取得、設置場所を文字入力すると地図上に自動スポット、地図上のスポットから

設置場所（住居表示）を読み込み、台帳に反映など） 
（※表 3.2-1 a-5 と同意である） 

b-4 写真等の画像を保存・管理する機能 
（※表 3.2-1 a-4 と同意である） 

b-5 自動バックアップ機能 
b-6 データの一括入力を行う際のエラーチェック機能（キー項目となる番号の誤りを

チェックする機能） 
b-7 検索結果一覧をコピーし、Excel ファイル等に貼り付けるためのクリップボード

機能 
 
 
３．２．３ ヒアリング調査の内容と結果 

（１）ヒアリング対象者及び調査内容 

表 3.2-1 の改修に加え、表 3.2-2 に示した項目の改修の必要性を評価するとともに、他に

利用者が望む改修項目を明らかにするため、環境省版台帳システムを利用している地方公
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共団体に対しヒアリング調査を実施した。さらに、この調査では改修後の環境省版台帳シス

テムを導入する際の課題についても、ヒアリングを行った。本調査は、D 県及び E 町にお

ける浄化槽台帳の作成・管理に携わる担当者を対象に、2025 年 10 月に団体ごとに実施し

た。調査における質問を以下に示す。 
 

【質問】 
I. 環境省版台帳システムをカスタマイズして使用していますか。過去にカスタマイズを

した場合、その内容についてご教示ください。 
II. 環境省版台帳システムについて、次のとおり改修を予定または検討している項目があ

ります。特に改修を希望される項目、また下記のほかに改修を希望される項目について

ご教示ください。 
＜改修する項目＞      表 3.2-1 の内容 
＜改修を検討している項目＞ 表 3.2-2 の内容 

III. 環境省版台帳システムが最新版に改修された場合、その導入に当たりどのような課題

が想定されるでしょうか。 
 
（２）ヒアリング調査の結果 

 ヒアリング対象における環境省版台帳システムのカスタマイズの実績及び実務における

特徴について、表 3.2-3 に示した。 
 

表 3.2-3 環境省版台帳システムに関するヒアリング調査対象 

 カスタマイズの実績 実務における特徴 

D 県 
特定の項目の検索機能の追加、検索

結果のソート機能の追加、任意項目

の活用 

県内の出先機関が台帳作成・管理業務

を担っており、県が取りまとめている 

E 町 
これまでにカスタマイズはなし 台帳作成・管理業務は職員 1 名で担当

している（他業務と併任） 
 
ヒアリング調査より、環境省版台帳システムに追加搭載を希望する機能として挙がった

項目を表 3.2-4 に示した。なお、ヒアリング結果の詳細は参考資料 1 に示す。 
 

表 3.2-4 環境省版台帳システムに搭載を希望する機能として挙がった項目 

番号 内容 
c-1 「空き家情報」の入力欄があるとよい 
c-2 保守点検・清掃依頼について、管理者と代行者を区別できる入力欄があるとよい  
c-3 使用開始届に契約した保守点検業者名を記載する場合があることから、「使用開始
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の報告」に保守点検業者情報の入力欄があるとよい 
c-4 「使用開始の報告」で入力した「設置場所（住居表示）」が検索項目にあるとよい 
c-5 ・オフライン運用でのアドレスマッチング機能があるとよい 

・地番から自動的に緯度経度を得る機能があるとよい 
（※表 3.2-1 a-5、及び表 3.2-2 b-3 と同意である） 

c-6 環境省による統計調査などに対応した項目、及び回答データを自動抽出する機能

が追加されるとよい 
c-7 検索結果の表示項目を任意に設定できるよう、システム上でカスタマイズできる

機能があるとよい 
c-8 入力した情報が別のタブに関連または重複する情報を入力する際、入力済みの情

報と関連付けて限定的に候補が表示される機能があるとよい（例：欄Ａで都道府

県を選択すると、欄Ｂでは該当する市町村のみが表示されるなど） 
c-9 住所入力の欄に、字名が一覧表示される機能があるとよい 

住所入力の際に、記入欄に頭文字を入れると欄の下に予測候補が出て、選択する

と大字や字を含む町域名が自動で入力される機能があるとよい 
（※表 3.2-2 b-2 と同意である） 

c-10 検索条件の保存機能があるとよい 
c-11 浄化槽番号を自動で採番する機能があるとよい 
c-12 入力した浄化槽情報に誤りがあった場合、項目ごとに入力内容を削除するのでは

なく、浄化槽自体を一括削除できる機能があるとよい 
c-13 自動バックアップ機能があるとよい 

（※表 3.2-2 b-5 と同意である） 
c-14 外字を含むデータの出力時にエラーが発生しない仕様がよい（文字化けとならな

い機能） 
c-15 GIS マップの背景（建物図）の更新機能があるとよい 
c-16 ・画面が見切れた場合のスクロール機能があるとよい 

・浄化槽台帳画面が全体表示できない現象が解消されるとよい 
c-17 「設置届出書」テーブルにおいて、「設置届出書による届出」と「建築確認を伴う

届出」を区別できる機能があるとよい 
c-18 指導記録から検索結果を出力時にエラーが発生するケースがある（地方公共団体

独自で実施したカスタマイズが影響している可能性がある） 
 
 
３．３ 改修項目の検討結果 

 ３．２において抽出された改修する項目及び改修を検討する項目について、その必要性、

汎用性、費用対効果、及びカスタマイズの有無による影響などを評価し、改修するか否かを
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検討して、決定した。各検討事項の分類と対応方法を表 3.3-1 に示す。また、ヒアリングに

より得られた改修後の環境省版台帳システムの導入における課題とその対応について、表

3.3-2 に示す。 
 

表 3.3-1 各検討事項の分類と対応方法 

分類 番号 内容 対応方法 
① 

入 力 項

目・検索

項目の追

加 

a-1 11 条検査の検査報告書にお

ける「特定既存単独処理浄

化槽に該当するおそれの有

無」の入力欄 

法定検査タブに「特定既存単独処理浄

化槽に該当するおそれの有無」、「上記

判定の理由」の入力欄を追加する。 

a-2 特定既存単独処理浄化槽の

判定項目の入力欄 
その他タブに「井戸が近接している」、

「条例による単独処理浄化槽に対する

規制、生活排水の排出に対する規制

等」、「苦情の報告」、「苦情の報告_報告

日」、「保守点検の回数」、「保守点検の

回数_入力日」、「清掃の回数」、「清掃の

回数_入力日」の入力欄を追加する。 
a-3 維持管理マニュアルに提示

している報告様式に含まれ

る項目の入力欄 

保守点検タブに「躯体の漏水の有無（保

守点検）」、「躯体・内部設備の著しい破

損の有無（保守点検）」、「槽周辺の環境

（臭気の有無）（保守点検）」清掃タブ

に「躯体の漏水の有無（清掃）」、「躯体・

内部設備の著しい破損の有無（清掃）」、

「槽周辺の環境（臭気の有無）（清掃）」

の入力欄を追加する。 
b-1 保守点検記録票に水質項目

の入力欄 
保守点検タブに「放流水の透視度（保

守点検）」の入力欄を追加する。 
c-1 「空き家情報」の入力欄 その他タブに「空き家」の入力欄を追

加する。 
c-2 保守点検・清掃依頼につい

て、管理者と代行者を区別

できる機能 

任意項目の増設により対応する。 

c-3 使用開始届に契約した保守

点検業者名の記載欄がある

ことから、「使用開始の報

告」に保守点検業者の情報

使用開始の報告タブに「保守点検業者

名称（使用開始届）」、「保守点検業者住

所（使用開始届）」、「保守点検業者登録

番号（使用開始届）」の入力欄を追加す
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の入力欄 る。 
c-4 「使用開始の報告」で入力

した「設置場所（住居表示）」

の検索機能 

検索項目として追加する。 

② 

現場画像

管理 

a-4, 
b-4 

写真等の画像を保存・管理

する機能 
浄化槽等の画像データを浄化槽番号ご

とに保管できる機能を追加する。 

③ 

アドレス

マッチン

グ 

a-5, 
b-3 

アドレスマッチング機能 アドレス・ベース・レジストリを用い

た緯度経度取得機能を追加する。 
マスターデータの取り込みにより、オ

フラインでの運用に対応する。 
c-5 オフライン運用でのアドレ

スマッチング 
c-5 地番情報から緯度経度情報

の取得機能 
④ 

指導文書

出力 

a-6 維持管理マニュアルに則

り、周知啓発や指導等の対

象となる浄化槽の管理者に

対する指導等様式の自動出

力機能 

指導様式を雛形とした出力機能を搭載

する。 
指導対象浄化槽を絞り込むため、必要

な検索項目を追加する。 

⑤ 

氏名・住

所の転記 

c-8 入力した情報が別のタブに

関連または重複する情報を

入力する際、入力済みの情

報と関連付けて限定的に候

補が表示される機能（例：欄

A で都道府県を選択すると、

欄 B では該当する市町村の

みが表示されるなど） 

【浄化槽台帳登録】の【設置届出書】

【使用開始の報告】の住所や氏名情報

をコピーできる機能を搭載する。 

⑥ 

浄化槽情

報の一括

削除 

c-12 入力した浄化槽情報に誤り

があった場合、項目ごとに

入力内容を削除するのでは

なく、浄化槽自体を一括で

削除できる機能 

改修対象として機能を追加する。 

⑦ 

バックア

ップ機能 

b-5, 
c-13 

自動バックアップ機能 改修対象として機能を追加する。 

⑧ 

データ出

c-14 外字を含むデータの出力時

にエラーが発生しない仕様

改修対象として機能を追加する。 
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力時のエ

ラーチェ

ック 

（文字化けとならない機

能） 

⑨ 

検索結果

一覧のコ

ピー 

b-7 検索結果一覧をコピーし

て、Excel ファイル等に貼り

付けるためのクリップボー

ド機能 

改修対象として機能を追加する。 

⑩ 

表示不具

合の改善 

c-16 ・画面が見切れた場合のス

クロール機能 
・浄化槽台帳画面が全体表

示できない現象の解消  

画面表示について調査を行い、特に見

切れにより支障となる箇所を優先して

改修する。 

⑪ 

バージョ

ンアップ

対応 

a-7 Windows11 及び各構成ソフ

トウェアのバージョンアッ

プに関する検討 

必要に応じて左記のバージョンアップ

に対応させる。 

⑫ 

Web 報告

プラット

フォーム

対応 

a-8 Web プラットフォームを使

用した報告事項を環境省版

台帳システムに容易に取り

込むための機能 

機能を追加する。 

⑬ 

データ一

括入力時

のエラー

チェック

機能 

b-6 データの一括入力を行う際

のエラーチェック機能（キ

ー項目となる番号の誤りを

チェックする機能） 

現行の環境省版浄化槽台帳システム作

成時において、浄化槽番号が地方公共

団体と事業者とで共有化された場合の

基本情報等更新時のエラーチェック機

能として想定していたが、過年度のヒ

アリング調査より浄化槽番号の共有化

は進んでおらず、当該機能の活用機会

も少ないと考えられたことから、将来

的な改修対象とする。 
⑭ 

統計調査

関連 

c-6 環境省による統計調査等に

対応する項目及び回答デー

タの自動抽出機能 

一部の統計調査に対しては回答データ

の自動抽出に対応しており、それ以外

の調査に対する対応は大規模改修とな

ることから、将来的な改修対象とする。 
⑮ 

検索項目

c-7 検索結果の表示項目を任意

に設定できるようシステム

大規模改修となることから、将来的な

改修対象とする。 
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のカスタ

マイズ 
上でカスタマイズできる機

能 
⑯ 

入力・検

索の効率

化 

b-2 住所入力の効率向上 大規模改修となることから将来的な改

修対象とする。 c-9 住所入力の欄に字名が一覧

表示される機能 
住所入力の際、記入欄に頭

文字を入れると欄の下に予

測変換が出て選択すると大

字や字を含む町域名が自動

で入力される機能 
c-10 検索条件の保存機能 

⑰ 

自動採番

機能 

c-11 浄化槽番号を自動で採番す

る機能 
自動採番機能を使用するか否かを選択

する機能の設置は大規模改修につなが

ることとなり、将来的な改修対象とす

る。 
⑱ 

GIS 表示 
c-15 GIS マップの背景（建物図）

の更新機能の追加 
個別に対応可能であることから改修の

対象外とする。 
⑲ 

その他 
c-17 「設置届出書」テーブルに

おいて、「設置届出書による

届出」と「建築確認を伴う届

出」を区別できる機能 

項目名の変更となり、これは他の項目

等に影響を及ぼす可能性があり、大規

模改修となることから、マニュアルへ

の記載などの対応とする。 
⑳ 

その他 

c-18 指導記録から検索結果を出

力する際におけるエラー表

示の対応 

再現できず、カスタマイズの影響と判

断されたため、改修の対象外とする 

 
表 3.3-2 改修後の環境省版台帳システムの導入における課題とその対応 

項目 対応方法 

スタンドアロンでも改修内容が更新される

仕組みであるとよい 
更新手順は、改修後の状況次第であるが、

テーブルの構造が変わることから、入力済

みデータを全て CSV ファイルとして出力

し、環境省版台帳システムの改修プログラ

ムをインストールした後、再度データを取

り込む方法が想定される。 
推奨スペックであっても、カスタマイズによ

り環境省版浄化槽台帳システムの動作が重

くなる 

環境省版台帳システムの整備導入マニュ

アルにおいてはカスタマイズなしでの推

奨環境を表示しており、カスタマイズ後の
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推奨環境は、カスタマイズを担当した業者

に確認するなどの対応が想定される。 
現行のオフライン運用が継続されるとよい オフラインでの運用予定である。 
最新の OS が必要な場合は導入できない可能

性がある 
サポートが終了した OS への適合は困難

と考えられる。 
 
 
３．４ 要件定義書 

３．３の結果を踏まえ、環境省版台帳システムの改修に向けた要件定義書（変更画面仕様

書）を作成した。要件定義書を 78 貢から 103 貢に示す。 
 
 
３．５ 今後の課題 

 ヒアリング調査で収集した環境省版台帳システムに対する要望（表 3.2-4）のうち、今年

度業務で改修の対象としなかった項目は、今後の改修における課題となる。これらを整理し

て以下に示す。 
 
＜環境省版台帳システムにかかる今後の改修における課題＞ 
 データの一括入力を行う際のエラーチェック機能 
 環境省による統計調査等に対応する項目及び回答データの自動抽出機能 
 検索結果の表示項目を任意に設定できるよう変更する機能 
 住所入力の効率向上（例：住所入力の欄に字名が一覧表示される機能、住所入力の際、

記入欄に頭文字を入れると大字や字を含む町域名が自動で入力される機能） 
 検索条件の保存機能 
 浄化槽番号を自動で採番する機能 

 
＜環境省版台帳システムの管理における課題＞ 
 保守点検・清掃情報を紙媒体で記録・保管している事業者からの情報収集及び浄化槽台

帳への反映手法についての検討 
 事業者番号と事業者の紐づけや、浄化槽管理者が契約事業者を変更した場合の紐づけ

手法についての検討 
 報告に関わる事務負担の軽減（CSV ファイル出力など）についての検討 
 浄化槽を住所単位での管理に限界（区画整理事業による地番変更、同一住所に 2 つの

浄化槽が登録、届出上の住所と管理者側の住所認識とのズレなど）があることから、各

浄化槽の緯度経度情報での管理、あるいは届出時点で浄化槽に番号を付し、管理者と共

有するといった運用の見直しについての検討 
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浄fヒ1●E（蓄9●書丑）

白治f苓往臼の事1ヒf●蓄号

99定検士柚""'*fヒ9●番号
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浄化9●製遠番Z

誓長 ［ロロロ］］

I●守点校履只番ミ

I●守点校稟奮名

1柔守、占校年月8

［こ

← 日付 _J 

I●守．占tもn記猜三

ほ守．§才食記衿票香号

I●、点校案者注白のJ*1ヒ9曹香烹

拒i吝の漏水の有燕((呆守点1食） 〇 賓 0.. 
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呵勁9累9●（呉気の青燕）（保守点m o育 〇 冥
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鯰,,,象 ロ ロ 紅 ］ ［ ",⑱ J
 

浄化1●E（営遅誓舟） 匠刃—72930 』 ニ］ 口 l C- ー］保守点検 法定検否

白治f本独白ぼやiヒ1曹誓号・ ピ223~4945I 9 I 
指定検去般覆ぬ隼i91●蓄号 匠 :=582830 ニコ L 濱 9● _J 
浄化槽製這番モ・
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膏9●阻ほ香長
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書9●年月日 ヒ B" _J 
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「m, 、l
浄it槽D（詈瑾番央） | 329223-729309 

f●守点校

白；台依社白の事it1曹番ミ

I L 法定校＂ ＿」
99定棧杢9幾閏ぶ令It9●番巴

巳223-99ヽ599
任3-582830

ニ
コ
J

―
―
 

漬揖

浄It槽製遠番ミ

香畏 ［ロニロニEl
法定検壼蓄9更香号

憤査種9l」 ［＝参こ

匹 B I IC即 _j

穫否結果 口 こ
（不遮正の場合）その西 L_令,' _J 
芦I叉存螂注処1•it樗(e1亥当す誌それの書零、 C)有 0,. 

芦 ［ヌ存単畑999It1●1こ1亥当す誌それの利定の99由 卜 l l~§匝―~

L 履歴m _J~ 登楳 ］ ［ 閉⑮ □ 

退択 1● 値呻呑

001 槽の水平、浮上又は沈下破損又は変形等の状況（水平、浮上又は沈下又は破損又は変形の状況）

002漏水の状況（漏水、溢流の状況）

031 内部孜備の固定状況（ポンプ設備の固定状況）

032内部孜備の固定状況（接触材等の固定及び保持状況）

,/ 033 内部殴備の固定状況（ばっ気装置の固定状況）

034 内祁殴備の固定状況（汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況）

035 内部設備の固定状況（逆洗装置及び洗浄装置の固定状況）

036 内部該備の固定状況（消毒設備の固定状況）

037内部設備の固定状況（越流せきの固定状況）

038内祁殴備の固定状況（隔壁、仕切板及び移流吾（口）の固定状況）

039 内部殴備の固定状況（その他の内部設備の固定状況）

040 設置1こ係るその他の状況（流入管渠及び放流晉渠の設置状況）

051 汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況（消毒槽の汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況）

050 汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況（放流ポ`ノプ槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況）

060水の流れ方に係るその他の状況（汚泥の流出状況）

071 水質に係る項目（残留塩素濃度）

072水質に係る項目（透視度）

ーニl

し匹． 」 ＝ □戸 二］
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〇 浄化槽拳質
X l 

浄ftf●特定 I9．詈后史書 便用閉始R絹告 痺止屈史書 休止再閉 その他 浄ftf●画伶
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編雷があ琴）ぼ 一 回 ；睾it19型式名 ぼ l l日 使一予定年月日 四~回~回
一致 l l回 冷it19メーカ 一致 一 色と使用年 年月日 匡互三］［~恒四」～ 一~但E

隣印四t出日 §互三〕~ ー数 1 9E邑 休止年月日 せ竺ゴ~巨己～~国可
碑 '9者氏名 含む I I 処,,対象n ,迫 | |~1 呻百間年月日 匡互三］~匡五］～~但旦

浄ltl●管,,..j謡 含む I I 吾工予註月日 竺こ こニニニ］ビュ」～しニニニ巨己」廃止年月日 巴ここニニニl巨互］～~邑

浄ltl曹云9●者年 香長 一致 I I せ翡繕乱阻 ぎ四~匡四~匡～~回
E置町 (9年 ） 含む L__ 」 |浄it990状況 一致 ー 阿 91如 柔と対象冠卸 ー数 一 と

達紐厨 ー数 一 巴 更新日,. 匡互ヨ~匡互］～ i==il 日付
更新者 含も I 

全チェッり 控索径累 102f. 

吋象台忙9検索条件l*CSV出力

戸 口□ 石 口
チ999浄化檀ID（浄化畏書号） 9治体撞•の浄化聾書号 （董逗書号） 情定桟益纏関桟●の浄化詈誉号 浄化詈製溢誉号 処遍水BOO E冨者氏名 B置書電話看号 設置者旦所 B冨場所の地名地詈 使用者氏名 ・

|I 匹 359血 戸幻西 匹 4乃9924 1，印 1 刃浄化竺99 I -- -――- -- ” ’’― 

M1庄3四凹7 901エ3511999 OO14年 172 m浄化五郎 浄化四郎

20浄化太郎 傘化口郎

m浄化太郎 浄化三郎

勾 浄化三郎 浄化三郎

m淳化次郎 渾化五郎

m濤化四郎 畔噌太郎

m浄化太郎 渾化五9

m浄化口邦 浄化三郎

20浄化口郎 浄化三郎

m浄化次郎 浄化四郎

m浄化五郎 浄化四郎

20浄化二郎 浄化五9

対象台帳【チI9ク】 対象ぢ将［直煎行l※チ99吠胡61和切ません

ロこー ロ ロ ロ 「

簡鳥 I 注it槽――色守§筏ーm_;•m• 一ーエ•_j_9四監督一

L
 咋穫賣一心の紐•五 「―

一99第9条虹 ロニ

冷●"●匹l
二 ＝＝
］戸

殷m豆 I

J戸

ーーニl
―――l 

_J 
「― □
_J 

〇 空,~ o 空9家凶

0 • 0 ・
酎恥稔盆誼9湛晶比 O • O • 

R がて O •• C) さ• O匹
苔●滋告9距am団 戸 ]| a付 ～［ ］巨

L 
口 匂 □一；コ ーロ］［ 

チェック浄化槽ID （浄化檜番号） 自治体猿自の浄化檜醤号 （笞哩醤号） 指定検査機閲残自の浄化糟醤号 浄化槽製遠番号 処哩水BOD 設置者氏名 殴冨者電話醤号 設置者住所 設置場所の地名地醤 使用者氏名 ＾

7824-759124 169 20浄化三郎 ， 使用者太郎24 7223-592097 10022 3-779609 

881223-662887 101223-511121 

175223-840184 140223-359172 

821223-660805 14922.3-863483 

329223-729304 155223-494519 

口 87223-216546 169223-434838 

391223-830575 172223-483610 

191223-378591 17 223-454391 

893223-848394 173223-624264 

960223-394360 181223-484866 

605223-667031 186223・434968 

「] 87223-6必413 192223-172332 

403223-801480 207223-689727 

8014-36679 

6484-346053 

6241-14306 

3073-582830 

4033-879355 

1012-231544 

671-780233 

8961-439442 

7064-909609 

3511-271540 

914-746414 

4304-632061 

172 20浄化五郎

193 20浄化太郎

163 20浄化太郎

85 20浄化三郎

181 20浄化次郎

149 20浄化四郎

168 20浄化太郎

155 20浄化四郎

54 20浄化四郎

29 20浄化次郎

200 20浄化五郎

197 20浄化二郎

ロ ロロロロー□

浄化四郎

浄化四郎

浄化三郎

浄化三郎

浄化五99

使用名太郎

浄化五99

浄化三郎

浄化三郎

浄化四99

浄化四99

浄化五郎
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澤守紐 l 9●憎 ， 法定捜査 ， エ夏 l ●導亡冨 l 

［云三］I |巨こ～［
紅 l
ー数 ［ 

-• 「

B
こ三
］

7

f●市点桟寧， 0...砂 〇 不乏

巳：三］1 1□□~| 1巨こi
0 • 0 • 

知事・心,.•直U澤9勁曹皿（澤守•m O • O • 
0 • 0・
豆 ［ ＿」

I 

| ,999ポ＂コ, | 「―二二了―l，●導●砥• ] ~ [―＿云――]

チェック浄化楕ID（浄化槽醤号） 自治体独自の浄化槽曇号 （筐理詈号） 指定検査機閲独自の浄化槽醤号 浄化槽製達詈号 処理水BOD 設置春氏名 設置者電話曇号 設置者住所 設置場所の地名地番 伎用者氏名 •
169 20浄化三郎 使用者太郎

浄化四郎

浄化四郎

浄化二郎

浄化三郎

浄化五郎

使用者太郎

浄化五郎

浄化三郎

浄化三郎

浄化四郎

浄化四郎

浄化五郎

247223-592097 10022 3-779609 7824-759124 

881223-662887 101223-511121 8014-36679 

175223-840184 14022 3-359172 6484-346053 

821223-660805 149223-863483 6241-14306 

329223-729304 155223-494519 3073-582830 

87223-216546 169223-434838 4033-879355 

391223-830575 172223-483610 1012-231544 

□ 191223-378591 17223-454391 671-780233 

893223-848394 173223-624264 8961-439442 

□ 960223-394360 181223-484866 7064-909609 

605223-66 7031 186223-434968 3511-271540 

□ 87223-636413 192223-172332 914-746414 

403223-801480 207223-6897 27 4304-632061 

172 20浄化五郎

193 

［ 
20浄化太郎

163 20浄化太郎

85 20浄化三郎

181 
r 

20浄化次郎

149 
＋ 

20浄化四郎

168 
＋ 

20浄化太郎

155 
＋ 

20浄化四郎

54 
＋ 

20浄化四郎

29 
＋ 

20浄化次郎

200 
＋ 

20浄化五郎

197 
＋ 

20浄化二郎

口 □ 三 □ ロ 口―閂心

濱掃年月日

濱9晉R記掃票

漬9裔汚泥；；

回 沼掃碑］依

声 □□四 ～□□国 卜・碑9入力日の範囲
躯f本の漏9Kの有無（濱掃）

含む

Q 問題なし ） 不足

I含む . 1[~ ［~匡万］
〇 有 C)無

竺
躯ぼ内部穀情の菩し磁1日の有 L)有 〇 無

槽周辺c1棗境（呉気R有燕）（濱廿 L)有 〇 無

濱掃記禄票番号 一数

濱掃案者

全チェ況） 検索結果 102件

対象台帳【検索条件l※csv出力

ニ □ 三「こ
がック浄化槽ID（浄化饗量号） 自治体投自の浄化愕量号 （誓渥量号） 摺定検査欄関独自の浄化警書号 浄化警製這詈号 処煙水BOD 設置書氏名に1247223-59函 」100223-779609 上7824•759124 169 L 20'浄化三郎
881223-662887 101223-511121 001'•お年 172 ' 20浄化五郎

17四 38め184 14199..1359179 砲＞如 193 m浄化太郎

821223-660805 149223-円刃99 6241-14306 163 20浄化太郎

329223-,29氾 155223・494519 ，，，3・562830 85 四浄化三郎

'1223-216逃 1 69乙~-434838 畑•879355 m浄化次郎

391223-83057S 172223•48X10 1012-231544 149 zo浄化四郎

191223-378591 17泣3-454399 671-7802~ 968 m湊化太郎

893四•8483出 173エ3-Q4264 8961-439442 155 m浄化四郎

四•223•珀紐 181223-484『「[ 叩-•如 シ 勾浄化口9F

西 3-661031 1知 994シ4968 3511-271四 29 2()浄化次郎

87223-636413 19エ四ー172332 914-746414 200 20浄化五郎

“刃223-0014印 ^•Iムa uJI'‘ 4双•b巫1 997 勾浄化三郎

1 ←＾ ●、一ヘヘ•

対象台帷【チI‘99] 対象台帳［退択行】※チェッ外ま聞係お頂せん

I 帳票出力 II 地回 | I 台帳封煕 II 修正 | 指溢文書

餃置看霜岳書号 設置看住所 設置場所の地名地蓄 使用者氏名 ・
・豆肴太郎―→

浄化口9F

浄化四郎

浄化三郎

浄化二郎

湯化五郎

使用薔太郎

浄化五郎

浄化三郎

浄化三郎

滲化四郎

浄化四郎

浄化五郎

｀ 平 ー ・" - l. ， 

「
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,m I 注印心 l 工事 ~ 99●工輩

.mml 

艘壼日

巳
戸 「 三 匠 ～1 7巨で］
戸l |

心 ［I二：函 現仇剛一99-] • O・ロ 品
[二

9J9プポド心ロ―] 「て二了ー「石云云― 穫零屯•999 」[―こ―-]
チェック浄化檜ID （浄イt...,号） 自治体独自の浄化檜醤号 （笠理醤号） 指定検査機閲独自の浄化檜醤号 浄化檜製遣番号 処理水BOD 設置宅氏名 設置書竃誌晉号 設置着住所 設置蝙所の地名地番 使用書氏名 ・

169 20浄化三郎 ――-- ---- ― 使用者太郎

浄化四郎

浄化四郎

浄化三郎

浄化三郎

浄化五99

使用者太郎

浄化五郎

浄化三郎

浄化三郎

浄化四郎

浄化四99

浄化五郎

247223-592097 10022 3-779609 7824-759124 

881223-662887 101223-511121 8014-36679 

17522 3-840184 140223-359172 6484-346053 

821223-660805 14922 3-863483 6241-14306 

329223-729304 155223-494519 3073-582830 

87223-216546 16922 3-434838 4033-8793'>'> 

391223-830575 172223-483610 1012-231544 

19122 3-378591 17223-4刃391 671-780233 

893223-848394 173223-624264 8961-439442 

□ ,60223-394360 181223-484866 7064-909609 

605223-66 7031 186223-4349邸 3511-271540 

「] 87223-636413 192223-172332 914-746414 

403223-801480 207 223-689727 4304-632061 

可

”柔も帳い置打而l※9ェが；聞f¥如含t1,

「 カ
ご―] 白●＝ 口正

172 20浄化五郎

193 20浄化太郎

163 20浄化太郎

85 20浄化三郎

181 20浄化次郎

149 20浄化四郎

168 20浄化太郎

155 20浄化四郎

54 20浄化四郎

29 20浄化次郎

200 20浄化五郎

197 20浄化三郎

L l 閃口 •I 

ィ臼 ， 漬婦 ， 9缶寇往責 ， 工事 l 99溢駈猛

行政伎

行＂伎

戸 1 1二 ～I 旺王］
-• L ］巳こl
含む 1 | 

戸 I 旺三］～1 |巨己

に：二
含む 1 

ヒ l
芦 口 厄こ］～□ 

ロ 心 口＝ロロエニ］ 三•二 ［ニ
チェック浄化檀ID（浄化槽醤号） 自治体独自の浄化檜醤号 （笞理匿号） 指定検査纏閲独自の浄化槽醤号 浄化槽製這醤号 処理水BOD 設匿者氏名 設冨者電話番号 設置者住所 践匿場所の地名地蜀 使用者氏名 ＾

169 20浄化三郎 使用者太郎

浄化四郎

浄化四郎

浄化三郎

浄化三郎

浄化五郎

使用者太郎

浄化五郎

浄化三郎

浄化三郎

浄化四郎

浄化四郎

浄化五郎

24 7223-592097 100223-779609 7824-759124 

こ］ 881223-662887 101223-511121 8014べ36679

17522 3-840184 140223-359172 6484-346053 

821223-660805 149223-863483 6241-14306 

329223-7 29304 155223-494519 3073-582830 

87223-216546 169223-43，，838 4033-879355 

391223-830575 17222 3-483610 1012-231544 

□ 191223-378591 17223-454391 671-780233 

893223-848394 17322 3-624264 8961-439442 

□ ,60223-394360 18122 3-484866 7064-909609 

605223-667031 186223-434968 3511-271540 

87223-636413 192223-172332 914-746414 

403223-801480 207 223-6897 27 4304-632061 

対柔台帳【湛択行l ~テェが3贋！i系初よせん

口 出力 口 血

172 20浄化五郎

193 20浄化太郎

163 20 浄化太郎

85 20浄化二郎

181 20浄化次郎

149 20浄化四郎

168 20浄化太郎

155 20浄化四郎

54 20浄化四郎

29 20浄化次郎

200 20浄化五郎

197 20浄化三郎

□9這文書--] こ
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R 基本’1昔莉

〇 法定検奎＇ I目報

0 （呆守点検'1昔報

〇 濱掃＇情報

0エ享＇情報

〇 指苺監昔＇ I目報

〇 届出鹿歴'1昔報

I 出力 1 I 開じる I 

|。 1
9他システム浄化槽基本'I昔藉

Ci f也システム法定検茸＇ I酋報

こ） 他システム保守点検’1告報

ぐ 他システム渚掃＇I目報

〇 他システム工車＇I目報

こ イ也システム指苺監醤I告輯

n他システム居出展歴＇ I目報

1 琴 I

I 一括入力 I[ 閉じる 」
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浄ft槽特定 19噌＝ 便用閉9との喜9告 蔭1f日：．中書

画像表示

9像 1

ファイルI万イ｝＇“ |タイトル ［浄ィヒ叩沖身

償賓 f●1ヒ9●の中身に1れ戟99している9夏99図所が初ます。

蘊練1

□三］□三］
函僚6 函債7

1 位置設定 [| 現右地へ移動 I 

浄化9●特定 ,9畳尼士書 使用間姑の99告 廃止咤史書 休止・百闇 その他

画像表示

前へ 19晒面で拡大 ＇ ，欠^

ルm • タイトル ［浄iヒ1●の中身

冷化槽の中身'"'..19している9999薗所が完ります。

濱9● 法定検査 工事 9t潟監

検屠巳蓄号 ， 保守•.検婁薔名

占検賽薔9

| 出力 1 

鯰書履歴 ：令it,..."'

保守占検年月日 保守占検の配緑置

m,"四" 記緑夏

□□□ 画僚3 画像4

三□□三□
函雰5 西l僚6

,, □□口こ］
画慄7 画ほ8

澤影日 [2010/03/2' □三］三画僚9 画像10

保守点検配緑夏蓄号 保守占検棄蓄控目の浄化槽蓄号 駆体の量水の書攀 （保守点巴儡の蒼しい破損の書量 ((1環境 （

藝号935 949保守る検•789“5

=J  
［ 
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渾（ヒ9●ID(9鼻（ヒ1●誓号） 329223-129309 __J 
貨閉即＇●（ U●番畏 ，155993-999519 | 

99定棺査直閲匹如浄9ヒ99書号 3093-583830 | 

浅度(199●データ）

経度(199●テータ）

匹血 I 622 | 

干面紅角座9●(沿 | 5000叩

平血i9匹（W | 5000000 

ぽ讚町得E99 9091/07/23 109900 |I B吋

心経度99四I 〖 ↓ | 

蜘（ベ-999) |13 | 

冷化99製遠番王 85 | 

ロロ ロ

内容

く設置届出吾＞設置場所の地名地番

く設置届出吾＞設置者住所

〇 く使用扁始の報告＞設置送所 （住所表示）

〇 く使用扁始の報告＞浄化檀筈理者住所

〇 ＜その他＞使用者住所

I 変換 I I 閉じる I 
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問易 ，；争化19 , i某守，点，検 ，漬掃 l法定検芳 l工事 ，詣導監臼

栓査積別

校査B

BOD 

校査経果

（不逢正の場合）その原因

一致 一 巨芭l
匡豆三l| I匡国～1 |匡正l
声
一致

一致

回
回

餌 9l存単独処3皇浄It<●1こ該当するおそれの有悪〇 有〇 悪

刊碑理由 含む I | 

全チェ9り検索猛果 1021牛

対柔台帳ぽ翠条件］※csv出力

|り)9ブポートヘJビ―| |~戸云石こ： 日云云る可~ 
テェック浄化槽IDし事化詈量号） •右体堕自の浄化槽董号 （詈理量号） 鱈定検査帽関桟白の浄化檀量号 浄化槽製達量号 処瑾水BOD 設霞看氏名

|I |247223-59血 j100223-779609 17824•759124 9 169 ’ 呵浄化竺郎

881223-知匂 10122Vi11121 .,14•血 172 m浄化五郎

m浄化太郎

m浄化太99

a〕浄化竺郎

X 浄化次郎

m 浄化四郎

329223•729304 VS223-494S19 

"223-296546 169223-4引939

刃9223•8幻99 972223•4認90

珈 3-582830

4033•8793SS 

909 2•239田

181 

149 

設冨者さ話薔号 設冨者住所

893223 8年 17血 C4X 8961 439442 

960223-394即 181223-"'866 7064-909609 

ax匹知031 1R99し434968 391 1 • 271四

対柔台帳［チェウク】 対柔台帳【退9R行］※チ""'間1系ありません

I 帳烹邸 I L i血 I L台帷鉗; |1 修正 1 

m浄化太郎

155 

“ 
29 

心

□ 
：ウー ニ

5
郎

T-r＿＿
二
＿
一
「

雫

呻

碑

頭

頭

紐

丘

紐

頭

瑶

呻

碑

註

f

畔

れ

旺

紐

紐

紐

畔

紐

紐

紐

れ

狂

紐

ii
 

i

ー
ー
ト

所場冨設

口

●様式0（浄化槽の；；；拷管理に関する苺務の周知）

ほ,to（浄化惰の績持管哩に開する蓑務の悶知）

00 00 .. 

00雰00#
00年0月0日 様式3（法忘校査未受校にかかる命令）

襟式4（生活環境の渫全また1ま公采面主にかかる歓告）

ー， 襟式5（生活環境の渫全または公衆衛生［こかかる歓告[a目

：， 襟式6（生活環境のf呂全または公衆衛生にかかる籍告）

00県知事
00 00 
（公日l石略）

（揖当 00部00閥）

浄化槽の適正な維持管涅の実施1こついて

この文書は、神化檜の繕符管理が未文崖の方に送付しています．

浄化槽は、 トイレなどから搭生する生活悽水をきれいな水に処痙して、闇漬や即l1等に放流す
る崖設です．浄化帽の処理機能が低―Fすると、側津や河JII等が汚染されることにより、公衆衛生、
生活環境の悪化を招く ことに加え、日常生活の質や安全性を大きく損なう nr餡性があります．
このため、浄化檜を使用する名は、法令に基づさ、遍正な雑持管理を定期的に行う譲務があり

ます．冷化槽の緯持管理には、次の3つがあります．

① 保守点検

浄（ヒ槽のA検、調整またはこれらに（tう修理をする1ヤ哀
浄化槽の保守れ検業者'-"'級参照）に依蠣してください．

1浄化嗜注第8条、第 10条第 1項、神Iヒ槽注純行規9り第2条、第6条）

② 清掃

浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し、躙笠するとともに、檜内の機器類の洗浄、掃除

等を行うit業。

市町村が許叶する浄化槽清掃業者（別紙参照）に依蠣してください．

（浄化檜む窮9条．笞 10条第 1項浄化槽法嵐行規則窮3条、笞 7条）

R 検査
沢直後の水質検査 処甕鳴能をおおむね発揮した時点において行う水質に関する検査．

1浄Iじ槽注窮 7条窯 1項）

伍年 1回行う水質に関する検査．
（浄IU曹注第 11条第 1項）
昴道府県知事が打定する柑定検迂磯関 lOI級参照）に依頓してください．

上記について、 ご理解のうふ冷化槽の繕樗管理を適正に実謝していただきますよう、お願い

いたします．

なお、本通知と行き違いですでに繕将管理を文誕いただいている湯合は何卒ご容赦ください。

指導文書の噸目

文書香舟

発年月日

都道府県知事

知事名

担当

99逗・助言／勧告／命令：｛呆守占校茎者／

濱掃菜者／浄化199支侑モ理者代表者名

指定栓査l器閲名

指定校査l應関連絡先（竜話番号）

99定校査9器聞所在地(19便番舟）

内容

巨 号

直
i 嗅知事、 00知毒

10000 

厄 00謀 I
100 00丹 l
厄5面証4胄検査センター ~ 

10000-00-0000 

l〒000如
指定検査椛関所在地（f主所） ［00市xx町XT目X番9EXそ
冠・助2/11J告／命令斉任者担当郡S |00県00部00丑

呻•助言／勧告／命令吾任者冠氏名 '00 00 

四·助言／前告／命令歪任者遅格先（筒話香~) 戸豆交J-00-0000

措置R期限

(f用停止の期間

00年0月0日までに9蹄

I プレビュー表示 I ロ
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様式0 （浄化槽の績杵管理に関する蓑務の悶知）

山田太郎殿

指令
令和8年2月

青森県知事

田中次郎 I • IZI 
（公印省略）

（担当 環境専業部呪集物

浄化槽の逼正な雑持管穫の実掩について

この文書は、浄化檜の繕符管理が未実論の方に送付しています．

浄化槽は、 トイレなどから兒生する生活徘水をきれいな水に処理して、側溝や即ll等に

：二ょ亡1!:，；低―F日はこ：ご雷：`は沿古ン・・
このため、浄（じ槽を使用する名は、法令に基づき、過正な綾符管遅を定期的に［うll務があり
ます．浄化槽の籐符管理には、次の3つがあります．

① 保守点検

浄（ヒ槽の体検、調整またはこれらに伴う修哩をする作業

浄化檜の保守丸検業名（●1紙参照）に依頓してください．
（浄（じ漕む第8条、第10条第1項．浄（ヒ帽江蔦行坦則第2条、第6条）

② 清掃

浄化槽内に生じたr9泥等の引き出し、瀾整するとともに．檜内の機甜mの洗浄、掃除
等を行う作業。

市町村が許可する浄化槽清掃業名 (91紙参照）に依頼してください。
（浄｛ヒ檜 第10条第1項．浄化槽む蔦行規則第3条、第7条）

③ 検五
設置後の水質検査 処理機能をおおむね塁揮した時点において行う水臼に関する検査．

（浄｛じ帽江第 7条窮 l項）

杞年1回行う水質に関する検査．
｛浄化漕江第 11条笛 l項）
都道府県知事が指定する指定検査機邸（別紙参照）に依頓してください．

上記について、 ご甥州のうえ．冷化槽の緯符管理を適正1ごた崖していただきますよう、お願い

いたします．

なお、本通知と行き遵いですで1こ繹持管理を実範いただいている場合は何卒ご吝赦ください．

I 出力 1 ［ロ

Q 浄化槽参照

I浄化槽特定 「：閑置需出書 ．使用閉姥の報告 ．廃止需出害 ．f木止・再間 ．そ割也

浄化槽ID（浄化楕番号） I鈴3223-848394
闊＆闇の浄化1胃番号 四 礁匹64

指定検査1幾閲独自の浄化1胃番号 担 6口39"'

］ 匹 (99渭，Iデータ）

］ 経度(19潮データ）

］ 訊差精度

平寧角座標(X)

平面宣角理標（怜 L 

］ 浄化楕製造番号[155

位置即得日9寸 じ021/07/23IOllOO 

樟度経度浦四完fl， じ
地図P（ページ政） r 

昌

『

］
］
叫

保守点検 濱掃 法定検査 工事」 1旨埠監；； L屈出書居歴 浄it槽居歴

項尋ま咋涅番号 行政冷等の年月8 fi政処分等の啜拠 立入目的

I119125 1,010/0B/28 1浄化槽法第53かは多 1立入目的89

I 

| 

ロ

立入年月日

|2010/07/28 

苦 t晉・改；； •斥導

三 □ 
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閃易 浄ft19 f呂守占校 ；訊

暉船l」 一致 1 15亘］
検査日 ピ竺＿ゴ1 1恒互］～1 |恒可

BOD 邑五旦
校茸経果

（不迎正1/)壊合）そ1/)原区l

一致

一致

宣

回
特定91存単独処理浄ft槽（こ該当す邸それの肖悪C有v 燕

芦の1証 含む I | 

全チェッ9 校索結果 102件 三 「こ
四 匹 ID（浄化檀量号） 自治体独自の浄化詈薔号 （管理量号） 揉定検査機関孜自の浄化檀量号 浄化愕製造薔号 処遷水BOD 設置者氏名 万 面云面ぷ 註冨看呻 設置場所の地名地量 使用者氏名 ＾

コ 47ね3-592097 100223匹 m l7824-759124 169 | m'漫化三9「寸― 伎用者太郎

1223-~呻7 101223-511121 ,01,交ぷ0 172 20浄化五郎 浄化四雌

75223ー砂184 140223-359172 6484函 3 193 20滲化太郎 浄化四郎

1223-68畑 149四 863483 6241-14306 163 20浄化太郎 浄化三郎

,29993-729304 15血 -494519 3()73-S82830 85 m浄化三郎 浄化三郎

,お-916546 169223、"48祖 畑•879355 181 m浄化次郎 浄化五99

,91223-830575 17四 3・483610 1012・231丸 149 20濤化四氏 使用畜太郎

i91223-378591 17エ33•454391 fil1-78023S 168 20滲化太郎 浄化五郎

173223-624264 8961-439442 20浄化四郎 浄化三郎

181四 191'lfE 7064-90細
＂ 

20浄化囚！； 浄化三郎

＂柘223-434968 3511-Z71540 29 20浄化次郎 浄化四郎

192223-1723立 914-746414 200 20浄化五郎 浄化四郎

4氾•632061 191 四 浄化三郎 浄化五郎

--. ▲ 

対象台帳【退択行】※チェ更ダま聞1系舒nまサん

I 1旨至文菩 I l ~王こ」 '四 | し ；；82 | 1 修正 I l 開しる

1 Q 検索用コード一覧逗択

逗択， 値 値1JJ内容

01010l 卑独処理浄化樗 l日虹豆敗型

01010 早独処理浄化槽 l日樺造ばっ気型

01010 車独処理浄化檀 l日樺造その他

01020| -'!'-独処理浄化檀新極造分離接触ばっ：

01020 卑独処理浄化樗新匿造分離ばっ気

010201 亘独処理浄化檀新樺造数水る床

「? 2月 2026 →l 
日 月 火水 木金 土

s I 2s 26 27 28 29 30 31 

6 1 1 2 3 4 5 6 7 

7 I 8 9 10 11 12 13 14 

8 I 15 16 17 18 19 20 21 

9 1 22 23 24 25 26 27 28 

I 選択解除 I 
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浄化槽台帳

□ | 炉 | | 紐 | I 帳票出力 I 宴計

一括入替

④ 他システム浄1ヒ槽至本惰親

〇 他システム法定序暉情報

〇 他システム（宗予占技情報

〇 他システム滑掃情報

〇 他システム工劃諏

C)他システム｝諷監昔情報

〇 他システム届出履哩情報

G こ］

トやP生

〇 保守点検情報

④ 滑掃濱報

L 参照_J

I 一括入力 1 | Fオ9じる I 
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第４章 浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析 

 

４.１ 調査の背景・目的 

公共用水域等の水質保全を図り、生活環境の保全に資するためには、浄化槽を整備し、浄

化槽の維持管理を適正に行うことが必要である。その維持管理に係る費用については、浄化

槽が設置されている地理的状況、地域における維持管理に係る業者の偏在等によりばらつ

きが生じることが推測される。 
そこで、浄化槽の維持管理に関する費用等（保守点検、清掃、法定検査、電力使用等に伴

う費用）の実態を把握し、浄化槽の維持管理の適正化や効率化等の推進に資するための基礎

資料を得ることを目的として本調査を実施した。 
 
４.２ 調査方法 

４.２.１ 浄化槽の保守点検、清掃料金の調査 

全国の保守点検業者と清掃業者、保守点検・清掃兼業者（以下、「業者」）ならびに、公共

浄化槽等整備推進事業を実施している市町村（以下、「市町村」）を対象に、令和 6 年度にお

ける維持管理費用等についてアンケート調査を実施した。 
調査期間は令和 7 年 11 月 21 日（金）～令和 8 年 1 月 9 日（金）とした。調査対象は、

調査対象者の回答に対する負担を軽減し回答数を増やすため、また「令和 5 年度浄化槽の

法定検査及び維持管理の実態把握に関する調査検討業務」（以下、「令和 5 年度調査」）では

51 人槽以上の回答が少ないことを鑑み、50 人槽までを対象とすることとした。 
 
■調査対象人槽 

5 人槽～50 人槽 
■調査・分析項目 
①保守点検・清掃の料金と回数 

【変更前】1 基当たり 1 年間、人槽・処理方式ごと⇒【変更後】1 基当たり 1 年間、人

槽ごととし、各業者・市町村における代表的な金額・回数を回答する 
②機器交換費用と交換頻度 
本調査では実施せず 

 
 なお、本調査における保守点検料金、清掃料金、及び後述の電気料金と法定検査料金は、

10%税込み価格とした。 
 
４.２.２ 電気料金と法定検査に係る料金の調査 

（１）電気料金の調査方法 

全国浄化槽推進市町村協議会（以下、「全浄協」）に登録されている 5、7、10 人槽の浄化

槽について、ブロワの消費電力量を調査した。窒素及び燐除去型高度処理浄化槽、膜分離活

104



性汚泥方式については、ブロワ以外の機器による電力消費があるため、それらの消費電力量

についても同様に調査した。なお、電気料金は、調査した消費電力量と電気料金の単価の積

から算出した。 
 

（２）法定検査料金の調査方法 

「令和 6 年度浄化槽の指導普及に関する調査結果（環境省、2025 年 3 月）」より、検査料

金の人槽区分別分布状況から検査料金の平均値を引用した。 
 

４.３ アンケートの調査内容 

４.３.１ 業者に対する調査 

（A）保守点検専業、（B）清掃専業、（C）保守点検・清掃兼業の各業者を対象としたアン

ケート項目と回答の対象となる業者の一覧を表 4.3-1 に示す。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
４.３.２ 市町村に対する調査 

市町村を対象としたアンケート項目の一覧を表 4.3-2 に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
４.４ 業者に対する調査結果 

４.４.１ 回収状況 

アンケート調査にあたり、一般社団法人 全国浄化槽団体連合会（以下、「全浄連」）に調

査の協力依頼を行った。その後、公益財団法人 日本環境整備教育センターより各都道府県

Ａ Ｂ Ｃ
保守点検

清掃兼業

p.1 ○ ○ ○

p.2 ○ ○ ○

p.3 ○ × ○

p.4 × ○ ○

p.4 ○ ○ ○

p.4 ○ ○ ○

調査票
頁数 保守点検業 清掃業

質　　　問　　　項　　　目

(2) 貴社の業務内容

(3) 保守点検の実施状況及び料金

(4) 清掃の実施状況及び料金

(5)維持管理業務の合理化・効率化の取組

(6)浄化槽の維持管理の効率向上等に向けた意見

(1) 貴社の情報

p.7～8

p.8

(5)清掃の実施状況および料金

(6)維持管理業務の合理化・効率化の取組

(7)浄化槽の維持管理の更なる向上や適正化・効率化等に向けた意見等 p.8

(3)市の負担範囲及び月額の使用料 p.2～4

(4）保守点検料金及び実施状況 p.5～6

項目 頁数

(1)記入方法の説明（共通事項） p.1

(2)貴市町村の情報 p.1～2

表 4.3-1 維持管理業者に対するアンケート調査項目 

 

表 4.3-2 市町村に対するアンケート調査項目 
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の全浄連会員団体に対し、保守点検業者、清掃業者、保守点検・清掃兼業者の計 40 社を対

象に、電子化したアンケート調査票を電子メールで配布するよう依頼した。配布社数は 47
都道府県×40 社/都道府県＝1,880 社を想定していたが、福島県と鹿児島県から 40 社を超

える回答が得られたため、1,908 社となった。得られた回答数は 689 社であり回収率は

36.1％であった。各都道府県の回収状況と回答のあった維持管理業者の業種を整理し、表

4.4-1 に示す。 
 

表 4.4-1 アンケートの回収状況 

  保守点検業（社） 清掃業（社） 兼業（社） 計（社） 依頼数（社） 回収率（%）
北海道 4 0 14 18 40 45.0

青森県 0 0 0 0 40 0.0

岩手県 1 0 15 16 40 40.0
宮城県 3 2 11 16 40 40.0

秋田県 4 0 14 18 40 45.0

山形県 0 0 7 7 40 17.5

福島県 20 7 25 52 52 100.0

茨城県 10 1 10 21 40 52.5

栃木県 1 0 2 3 40 7.5

群馬県 5 1 12 18 40 45.0

埼玉県 5 1 4 10 40 25.0

千葉県 2 0 7 9 40 22.5

東京都 9 1 0 10 40 25.0

神奈川県 3 0 1 4 40 10.0

新潟県 3 0 20 23 40 57.5

富山県 12 0 12 24 40 60.0

石川県 16 2 9 27 40 67.5

福井県 1 2 6 9 40 22.5

山梨県 2 0 5 7 40 17.5

長野県 10 0 16 26 40 65.0

岐阜県 4 1 31 36 40 90.0

静岡県 3 0 13 16 40 40.0

愛知県 8 1 10 19 40 47.5

三重県 3 0 6 9 40 22.5

滋賀県 2 0 13 15 40 37.5

京都府 1 0 5 6 40 15.0

大阪府 4 2 11 17 40 42.5

兵庫県 0 0 3 3 40 7.5

奈良県 7 1 8 16 40 40.0

和歌山県 12 0 1 13 40 32.5

鳥取県 2 0 6 8 40 20.0

島根県 0 0 7 7 40 17.5

岡山県 0 0 0 0 40 0.0

広島県 1 0 13 14 40 35.0

山口県 2 0 12 14 40 35.0

徳島県 8 1 15 24 40 60.0

香川県 8 0 9 17 40 42.5

愛媛県 15 8 10 33 40 82.5

高知県 2 0 3 5 40 12.5

福岡県 0 0 0 0 40 0.0

佐賀県 0 0 7 7 40 17.5

長崎県 1 0 9 10 40 25.0

熊本県 1 1 7 9 40 22.5

大分県 0 0 17 17 40 42.5

宮崎県 0 0 0 0 40 0.0

鹿児島県 2 0 54 56 56 100.0

沖縄県 0 0 0 0 40 0.0

合計 197 32 460 689 1908 36.1
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４.４.２ 業務内容 

（１）業種 

 業務内容としては、保守点検専業 197 社（28.6%）、清掃専業 32 社（4.6%）、保守点検及

び清掃兼業が 460 社（66.8%）であった。その割合を 図 4.4-1 に示す。これらの比率は令

和 5 年度調査（それぞれ 26.5%、2.9%、70.0%）と類似していた。 
 
 【業務内容】 

① 保守点検専業 

    197 社 

② 清掃専業 

     32 社 

③ 保守点検・清掃兼業 

    460 社 

 

 合計 689 社 

図 4.4-1 業務内容の割合 

 

（２）経営形態 

 回答のあった 634 社のうち、経営形態として個人あるいは法人のいずれかについてまと

めた結果を図 4.4-2 に示す。法人が 616 社（97.2%）、個人が 18 社（2.8%）であり、ほとん

どが法人であった。 
 
 【経営形態】 

① 法人 

    616 社 

② 個人 

    18 社 

 

 合計 634 社 

図 4.4-2 経営形態の割合 

 

保守点検業

28.6%

清掃業

4.6%保守点

検・清掃

兼業

66.8%

個人

2.8%

法人

97.2%
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（３）設立年数 

 設立年数ごとの回答の割合を図 4.4-3 に示す。回答 650 社のうち、最も多かった回答は

51～60 年（29.1%）であり、次いで 41～50 年（25.8%）が多かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4-3 設立年数の割合 

 
（４）浄化槽管理者（使用者）との維持管理契約の形態 

浄化槽管理者との契約形態について集計した結果を 図 4.4-4～図 4.4-6 に示す。なお、

複数回答可としているため、業者数と回答数は一致せず、各回答の割合の合計が 100％を超

える場合がある。 
「保守点検専業」の業者（図 4.4-4）において、回答のあった 195 社のうち 138 社（70.8％）

が保守点検の業務のみの契約を行っており、65 社（33.3％）では保守点検に加えて法定検

査の申し込みを代行していた。その他（17 社、8.7％）の主な回答は、保守点検、清掃、法

定検査の一括契約であった。 
「清掃専業」の業者（図 4.4-5）において、回答のあった 31 社のうち 24 社（77.4%）が

清掃業務のみの契約を行っており、清掃の業務に加えて法定検査の申込みを代行している

業者はなかった。その他（9 社、29.0％）の主な回答は、「協同組合の保守点検と清掃の一括

契約」であった。 
「保守点検・清掃兼業」の業者（図 4.4-6）は、回答のあった 455 社のうち 305 社（67.0％）

で保守点検と清掃の一括契約を行っていると回答していた。次いで 126 社（27.7%）で保守

点検と清掃の一括契約に加えて、法定検査の申込みを代行する契約を行っているとの回答

が多かった。その他（19 社、4.2％）の主な回答は「顧客や物件により契約方法が異なる」

であった。 
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○ 業種が「保守点検専業」（195 社） 
 １：保守点検の業務のみの契約を

行う 

２：保守点検の業務に加えて、法定

検査の申込みを代行する契約

を行う 

 

 

 

図 4.4-4 浄化槽管理者との契約形態（保守点検専業） 
○ 業種が「清掃専業」（31 社） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１：清掃の業務のみの契約を行う 

２：清掃の業務に加えて、法定検査

の申込みを代行する契約を行

う 

 

図 4.4-5 浄化槽管理者との契約形態（清掃専業） 
○ 業種が「保守点検・清掃兼業」（455 社） 
 １：保守点検の業務のみの契約を

行う 

２：清掃の業務のみの契約を行う 

３：保守点検と清掃の一括契約を

行う 

４：保守点検、清掃の一括契約に

加えて、法定検査の申込みを

代行する契約を行う 

 

図 4.4-6 浄化槽管理者との契約形態（保守点検・清掃兼業） 
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（５）契約期間 

浄化槽管理者との契約形態について集計した結果を 図 4.4-7 に示す。回答数は、保守点

検専業、清掃専業、保守点検・清掃兼業でそれぞれ 198 社、29 社、459 社であった。いず

れの業者においても契約期間は単年度かつ自動更新するケースが多かった。 
複数年契約と回答した業者のうち、契約の期間は 3 年が 12 社と最も多かった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4-7 浄化槽管理者との契約期間 

 
４.４.３ 保守点検料金及び実施状況 

（１）年間保守点検料金 

単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽における 5 人槽、7 人槽及び 10 人槽の 1 年間の保守

点検料金（円/年）について、平均値、最小値、最大値、標準偏差を算出し、回答数を整理し

た。その結果を表 4.4-2 に示す。さらに、これらの料金の分布状況を図 4.4-8 及び図 4.4-9
に示す。 
単独処理浄化槽において各人槽の年間保守点検料金の平均値は、5 人槽で 13,957 円/年、

7 人槽で 14,276 円/年、10 人槽で 14,965 円/年であった。合併処理浄化槽において年間保守

点検料金の平均値は、5 人槽で 18,029 円/年、7 人槽で 18,757 円/年、10 人槽で 20,003   

円/年であった。単独、合併いずれも人槽の増加に伴い平均値が上昇する傾向が認められた。 
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表 4.4-2 単独・合併処理浄化槽における年間保守点検料金 

 

 
 
 

 

図 4.4-8 単独処理浄化槽における年間保守点検料金の分布 

  

■単独処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 13,957 1,100 48,000 5,710 591
7人槽 14,276 1,100 50,000 5,982 586
10人槽 14,965 1,100 52,000 6,591 587

保守点検料金（円/年）
標準偏差 回答数

■合併処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 18,029 1,760 96,000 8,108 614
7人槽 18,757 1,760 96,000 8,667 608
10人槽 20,003 2,100 104,060 9,671 606

保守点検料金（円/年）
標準偏差 回答数
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図 4.4-9 合併処理浄化槽における年間保守点検料金の分布 

 
（２）年間保守点検回数 

単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽における 5 人槽、7 人槽及び 10 人槽の年間保守点検

回数（回/年）について、平均値、最小値、最大値、標準偏差を算出し、回答数を整理した。

その結果を表 4.4-3 に示す。5 人槽、7 人槽及び 10 人槽いずれも年間保守点検回数の平均

値は単独では 4.3 回/年、合併では 4.4 回/年であった。 
5～10 人槽の回答を全て統合した場合における年間保守点検回数の分布状況について、単

独は図 4.4-10、合併は図 4.4-11 に示す。総回答数は単独では 1,750 社、合併では 1,800 社

であり、総回答数に占める各点検回数の回答の割合（%）で整理した。単独、合併いずれも

3 回/年と 4 回/年が多い傾向にあった。また、6 回/年と 12 回/年にも少数分布している傾向

にあった。 
 

表 4.4-3 単独・合併処理浄化槽における年間保守点検回数 
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140
回

答
数

5人槽

7人槽

10人槽

■単独処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 4.3 1 12 2.0 586
7人槽 4.3 1 12 2.0 582
10人槽 4.3 1 12 2.0 582

保守点検回数（回/年）
標準偏差 回答数

■合併処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 4.4 1 12 2.2 604
7人槽 4.4 1 12 2.1 599
10人槽 4.4 1 12 2.1 597

保守点検回数（回/年）
標準偏差 回答数
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図 4.4-10 単独処理浄化槽における年間保守点検回数の分布 

 

 
図 4.4-11 合併処理浄化槽における年間保守点検回数の分布 
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(３）1回当たりの保守点検料金 

単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽における 5 人槽、7 人槽及び 10 人槽の 1 回当たりの

保守点検料金（円/回）について、平均値、最小値、最大値、標準偏差を算出し、回答数を整

理した。その結果を表 4.4-4 に示す。さらに、これらの料金の分布状況を図 4.4-12 及び図

4.4-13 に示す。 
単独処理浄化槽において各人槽の 1 回当たりの保守点検料金の平均値は、5 人槽で 3,620

円、7 人槽で 3,695 円、10 人槽で 3,826 円であった。合併処理浄化槽において 1 回当たり

の保守点検料金の平均値は、5 人槽で 4,547 円、7 人槽で 4,713 円、10 人槽で 4,950 円であ

った。単独、合併いずれも人槽の増加に伴い平均値が上昇する傾向が認められた。 
 

表 4.4-4 単独・合併処理浄化槽における 1回当たりの保守点検料金 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4-12 単独処理浄化槽における 1回当たりの保守点検料金の分布 

■単独処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 3,620 202 27,500 1,944 580
7人槽 3,695 202 30,800 2,074 575
10人槽 3,826 202 19,800 1,889 576

保守点検料金（円/回）
標準偏差 回答数

■合併処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 4,547 208 26,400 2,325 597
7人槽 4,713 208 30,800 2,501 592
10人槽 4,950 208 29,700 2,592 589

保守点検料金（円/回）
標準偏差 回答数
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図 4.4-13 合併処理浄化槽における 1回当たりの保守点検料金の分布 

 
 
（４）保守点検料金の設定の考え方 

 保守点検料金の設定の考え方について、回答のあった 638 社の結果を図 4.4-14 に示

す。当設問は最も当てはまる項目をひとつ回答する形式であったが、複数の回答があった

ことから各選択肢における総回答社数に占める回答の割合（%）で整理した。 
 最も割合が大きかったのは「年間保守点検回数によらず、1 回あたりの保守点検料金は

一定としている」（57.8%）であり、次いで「年間保守点検料金は年間保守点検回数によら

ず一定としている」（22.3%）が多かった。その他の主な回答は、「浄化槽の処理方式や人

槽によって料金設定」、「浄化槽設置場所、点検項目、時間指定、郵便配送の有無などに応

じて設定」、「一括払いと分割払いで料金設定を分ける」、「地域によって料金を変更」であ

った。 
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１：年間保守点検回数が多いほ

ど、１回あたりの保守点検

料金を低く設定している 

２：年間保守点検回数によら

ず、１回あたりの保守点検

料金は一定としている 

３：年間保守点検料金は年間保

守点検回数によらず一定と

している 

図 4.4-14 保守点検料金の設定の考え方 
 
 また、保守点検回数について、法令に基づく必要最低限の回数（（5～10 人槽の場合、単

独：年間 2～4 回（処理方式に応じて異なる）、合併：年間 3 回）を超えて実施しているか

否かについて、回答のあった 642 社の結果を図 4.4-15 に示す。当設問は最も当てはまる

項目をひとつ回答する形式であったが、複数の回答があったことから各選択肢における総

回答者数に占める回答の割合（%）で整理した。法令に基づく必要最低限の保守点検回数

を越えて実施している割合は 50.8%であった。その主な理由は、「薬剤補充」、「水質の安

定」、「都道府県の指導要領等に準ずるため」等であった。 
法令に基づく回数を越えて実施している場合、管理者に対し、法令に基づく必要最低限

の保守点検回数を超えて保守点検を実施することの必要性、また保守点検の作業内容につ

いて説明しているか否かについて、回答のあった 324 社の結果を図 4.4-16 に示す。当設

問は最も当てはまる項目をひとつ回答する形式であったが、複数の回答があったことから

各選択肢における総回答者数に占める回答の割合（%）で整理した。「説明している」は

84.0%、「説明していない」は 16.7%であり、説明していない主な理由として「質問があれ

ば説明している」、「都道府県内の指導要領等に基づいている為」等があった。 
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 １：法令に基づく必要最低限の保

守点検回数としている 

２：法令に基づく必要最低限の保

守点検回数を越えて実施して

いる 

図 4.4-15 保守点検における点検回数の設定 
 

 

１：説明している 

２：説明していない 

図 4.4-16 法令に基づく必要最低限の保守点検回数を越えて実施している場合の管理者へ

の説明の有無 
 
（５）消毒剤の料金 

表 4.4-2 で示した年間保守点検料金において消毒剤の料金が含まれているか否か、回答

のあった 642 社の結果を図 4.4-17 に示す。含まれていると回答したのは 91.1%（585 社）

であり、保守点検料金には消毒剤料金を含むことが多いと示された。 
 年間保守点検料金に消毒剤料金を含まない場合の年間消毒剤料金について表 4.4-5 に示

す。単独では人槽により約 3,000～4,000 円/年、合併では約 5,000～7,000 円/年であるこ

とが分かった。 
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図 4.4-17 年間保守点検料金における消毒剤料金の反映の有無 
 
表 4.4-5 単独・合併処理浄化槽における年間保守点検料金に消毒剤料金を含まない場合

の年間消毒剤料金 

 
 
（６）5人槽の保守点検料金に対する 7人槽及び 10人槽の年間保守点検料金の比 

各業者が人槽別にどの程度料金を変化させているか解析するため、5 人槽の年間保守点検

料金に対する 7 人槽及び 10 人槽の年間保守点検料金の比を算出した。その分布を単独処理

浄化槽については図 4.4-18 に、合併処理浄化槽については図 4.4-19 に示す。 
7 人槽の保守点検料金が 5 人槽の保守点検料金と同額として回答した業者は、単独処理浄

化槽では 72.4％（423 社）、合併処理浄化槽では 67.6％（407 社）、10 人槽の保守点検料金

が 5 人槽の保守点検料金と同額と回答した業者は、単独処理浄化槽では 63.0％（367 社）、

合併処理浄化槽では 58.0％（349 社）であった。これより、多くの業者が 5～10 人槽にお

いて保守点検料金を変化させていないことが明らかとなった。 
 

含む

91.1%

含まない

8.9%

■単独処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 2,901 500 22,990 3,269 48
7人槽 3,276 500 22,990 3,367 48
10人槽 3,935 500 26,620 4,125 48

■合併処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 5,126 500 29,960 4,350 50
7人槽 5,887 500 34,570 5,075 50
10人槽 6,835 500 34,570 5,504 50

消毒剤料金（円/年）
標準偏差 回答数

消毒剤料金（円/年）
標準偏差 回答数
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図 4.4-18 単独処理浄化槽 7人槽及び 10人槽 年間保守点検料金の比（対 5人槽） 

 

 
図 4.4-19 合併処理浄化槽 7人槽及び 10人槽 年間保守点検料金の比（対 5人槽） 

 

（７）保守点検回数別の保守点検料金 

単独処理浄化槽、合併処理浄化槽の回答を年間の保守点検回数で分類し、年間保守点検料

金及び 1 回当たりの保守点検料金について、回数の区分毎（3、4、6、12 回/年）に平均値、

最小値、最大値、標準偏差、データ数を算出した結果を表 4.4-6 及び表 4.4-7 に示す。 
回数が多いほど 1 回当たりの保守点検料金は下がるが、年間保守点検料金は上昇する傾

向が示された。 
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表 4.4-6 単独処理浄化槽における保守点検回数別の年間保守点検料金、1回当たりの保

守点検料金 

 
 

表 4.4-7 合併処理浄化槽における保守点検回数別の年間保守点検料金、1回当たりの保

守点検料金 

 

 

 

 

■5人槽

平均 最小 最大 標準偏差 平均 最小 最大 標準偏差
3 12,154 1,100 39,600 5,116 4,051 367 13,200 1,705 205
4 14,459 1,650 39,380 5,330 3,615 413 9,845 1,332 278
6 15,669 1,210 34,800 6,020 2,612 202 5,800 1,003 61
12 18,318 2,500 48,000 8,438 1,526 208 4,000 703 27

■7人槽

平均 最小 最大 標準偏差 平均 最小 最大 標準偏差
3 12,305 1,100 42,300 5,301 4,102 367 14,100 1,767 199
4 14,785 1,650 42,790 5,642 3,696 413 10,698 1,410 280
6 16,178 1,210 34,800 6,166 2,696 202 5,800 1,028 61
12 19,028 2,500 50,000 8,674 1,586 208 4,167 723 26

■10人槽

平均 最小 最大 標準偏差 平均 最小 最大 標準偏差
3 12,760 1,100 49,100 5,801 4,253 367 16,367 1,934 200
4 15,542 1,980 48,510 6,396 3,886 495 12,128 1,599 280
6 17,160 1,210 34,800 6,409 2,860 202 5,800 1,068 61
12 20,136 2,500 52,000 9,087 1,678 208 4,333 757 26

回答数

回数
年間保守点検料金（円/年） 1回当たりの保守点検料金（円/回）

回答数

回数
年間保守点検料金（円/年） 1回当たりの保守点検料金（円/回）

回数 回答数
年間保守点検料金（円/年） 1回当たりの保守点検料金（円/回）

■5人槽

平均 最小 最大 標準偏差 平均 最小 最大 標準偏差
3 15,320 3,300 40,700 6,142 5,107 1,100 13,567 2,047 223
4 17,945 2,500 62,920 7,646 4,486 625 15,730 1,911 258
6 22,446 1,760 42,900 6,831 3,741 293 7,150 1,138 78
12 24,935 2,500 96,000 15,367 2,078 208 8,000 1,281 33

■7人槽

平均 最小 最大 標準偏差 平均 最小 最大 標準偏差
3 15,672 3,300 44,550 6,477 5,224 1,100 14,850 2,159 221
4 18,513 2,750 78,650 8,086 4,628 688 19,663 2,022 256
6 24,081 1,760 49,060 7,610 4,013 293 8,177 1,268 78
12 27,097 2,500 96,000 15,412 2,258 208 8,000 1,284 32

■10人槽

平均 最小 最大 標準偏差 平均 最小 最大 標準偏差
3 16,234 3,300 49,500 7,204 5,411 1,100 16,500 2,401 217
4 19,858 2,750 104,060 10,014 4,965 688 26,015 2,504 256
6 26,627 2,100 61,270 8,940 4,438 350 10,212 1,490 81
12 27,877 2,500 61,000 9,969 2,323 208 5,083 831 31

回数
年間保守点検料金（円/年） 1回当たりの保守点検料金（円/回）

回答数

回答数

回数
年間保守点検料金（円/年） 1回当たりの保守点検料金（円/回）

回答数

回数
年間保守点検料金（円/年） 1回当たりの保守点検料金（円/回）
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４.４.４ 清掃料金及び実施状況 

(１）年間清掃料金 

単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽における 5 人槽、7 人槽及び 10 人槽の年間清掃料金

（円/年）について、平均値、最小値、最大値、標準偏差を算出し、回答数を整理した。その

結果を表 4.4-8 に示す。さらに、これらの料金の分布状況を図 4.4-20及び図 4.4-21 に示す。

なお、これ以降、本節の集計結果に全ばっ気型は含まれていない。 
単独処理浄化槽において各人槽の年間清掃料金の平均値は、5 人槽で 20,139 円/年、7 人

槽で 22,973 円/年、10 人槽で 27,862 円/年であった。合併処理浄化槽において年間清掃料

金の平均値は、5 人槽で 26,074 円/年、7 人槽で 32,829 円/年、10 人槽で 43,698 円/年であ

った。単独、合併いずれも人槽の増加に伴い平均値が上昇する傾向が認められた。 
 

表 4.4-8 単独・合併処理浄化槽における年間清掃料金 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4-20 単独処理浄化槽における年間清掃料金の分布 

■単独処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 20,139 3,850 77,000 7,448 428
7人槽 22,973 3,850 77,000 8,378 430
10人槽 27,862 3,850 105,600 11,099 428

清掃料金（円/年）
標準偏差 回答数

■合併処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 26,074 3,850 83,160 10,411 434
7人槽 32,829 3,850 118,800 13,514 431
10人槽 43,698 3,850 163,320 19,450 427

清掃料金（円/年）
標準偏差 回答数
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図 4.4-21 合併処理浄化槽における年間清掃料金の分布 

 
（２）年間清掃回数 

単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽における 5 人槽、7 人槽及び 10 人槽の年間清掃回数

（回/年）について、平均値、最小値、最大値、標準偏差を算出し、回答数を整理した。その

結果を表 4.4-9 に示す。単独・合併処理浄化槽いずれも、5 人槽、7 人槽及び 10 人槽いず

れも年間清掃回数の平均値は 1.0 回/年であった。 
 
 

表 4.4-9 単独・合併処理浄化槽における年間清掃回数 
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■単独処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 1.0 0.33 2.0 0.15 445
7人槽 1.0 0.33 2.0 0.14 447
10人槽 1.0 0.33 2.0 0.14 448

清掃回数（回/年）
標準偏差 回答数

■合併処理浄化槽

平均 最小 最大
5人槽 1.0 0.28 2.0 0.10 456
7人槽 1.0 0.35 2.0 0.09 454
10人槽 1.0 0.30 2.0 0.09 452

清掃回数（回/年）
標準偏差 回答数
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（３）5人槽の年間清掃料金に対する 7人槽及び 10人槽の年間清掃料金の比較 

各業者が人槽別にどの程度料金を変化させているか解析するため、5 人槽の年間清掃料金

に対する 7 人槽及び 10 人槽の年間清掃料金の比を算出した。その分布を単独処理浄化槽に

ついては図 4.4-22 に、合併処理浄化槽については図 4.4-23 に示す。 
単独処理浄化槽において 7 人槽、10 人槽の回答数はそれぞれ 427 件、421 件であり、合

併処理浄化槽においてはそれぞれ 433 件、428 件であった。単独において回答の割合が最

も大きかったのは、7 人槽では 1.11～1.20 で 37.0%、10 人槽では 1.31～1.40 で 27.3%で

あった。合併において回答の割合が最も大きかったのは、7 人槽では 1.31～1.40 で 22.9%、

10 人槽では 1.91～2.00 で 11.4%であり、1.31 から 2.10 にかけて、幅広い分布がみられた。 
 

 

図 4.4-22  単独処理浄化槽 7人槽及び 10人槽 年間清掃料金の比（対 5人槽） 

 

 
図 4.4-23  合併処理浄化槽 7人槽及び 10人槽 年間清掃料金の比（対 5人槽）  
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４.４.５ 保守点検及び清掃料金の地域特性 

 5、7、10 人槽の単独及び合併処理浄化槽の保守点検及び清掃料金の地域特性を検討する

ため、47 都道府県を以下に示す 6 地域に分類（表 4.4-10）し、各地域の年間保守点検料金

及び清掃料金の平均値、及びその合計額を算出した。それらの結果と全国（全回答）の平均

値とを 表 4.4-11 及び図 4.4-24～図 4.4-29 に示す。 
 

表 4.4-10 地域の分類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4.4-11 地域別の年間保守点検及び清掃料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道・東北 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川

新潟 山梨 長野

東海・北陸 富山 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 三重

近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川

愛媛 高知

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島

沖縄

関東・甲信越

中国・四国

九州

保守点検 清掃 合計 保守点検 清掃 合計 保守点検 清掃 合計

15,505 17,302 32,807 15,922 20,200 36,122 16,616 24,025 40,641

102 79 - 102 80 - 105 82 -

14,272 19,430 33,702 14,440 22,837 37,277 15,220 28,917 44,137

109 70 - 107 70 - 106 69 -

12,756 23,680 36,436 12,858 26,313 39,171 13,084 33,881 46,965

128 85 - 129 86 - 128 85 -

13,256 22,117 35,373 13,483 25,924 39,407 14,284 29,973 44,257

58 36 - 57 36 - 56 36 -

13,386 22,193 35,579 13,953 25,377 39,330 14,811 29,975 44,786

106 73 - 104 73 - 104 72 -

14,669 17,218 31,887 15,145 19,003 34,148 16,042 21,936 37,978

88 85 - 88 85 - 88 84 -

13,957 20,139 34,096 14,277 22,973 37,250 14,965 27,862 42,827

591 428 - 587 430 - 587 428 -

20,230 23,137 43,367 21,248 29,640 50,888 21,813 39,361 61,175

111 86 - 110 85 - 110 83 -

17,616 26,162 43,778 18,007 33,576 51,583 19,343 45,392 64,734

116 70 - 113 69 - 114 68 -

16,451 31,033 47,484 16,691 37,667 54,358 17,045 49,498 66,543

128 82 - 129 82 - 128 82 -

15,640 29,805 45,445 16,053 36,760 52,813 17,024 47,402 64,427

61 36 - 61 36 - 59 36 -

18,331 27,653 45,984 19,047 35,463 54,510 20,672 47,472 68,144

109 74 - 106 73 - 106 73 -

19,358 21,288 40,646 21,131 26,886 48,016 24,044 36,175 60,218

89 86 - 89 86 - 89 85 -

18,029 26,074 44,102 18,757 32,829 51,585 20,003 43,699 63,702

614 434 - 608 431 - 606 427 -

注：上段は年間料金（平均）、下段は回答数

5人槽 7人槽 10人槽

単
独
処
理
浄
化
槽

北海道・東北

関東・甲信越

東海・北陸

近畿

中国・四国

九州

全国

合
併
処
理
浄
化
槽

北海道・東北

関東・甲信越

東海・北陸

近畿

中国・四国

九州

全国
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単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽について、いずれの人槽においても、とくに清掃料金

の地域によるばらつきが認められた。保守点検料金と清掃料金はそれぞれ高い、または低い

地域が異なっており、二つの料金の合計額は個々の料金より地域差が緩和される傾向がみ

られ、地域間で大幅な差はなかったと考えられた。 

 

図 4.4-24 5人槽の単独処理浄化槽における地域別の年間保守点検及び清掃料金 

 

 

図 4.4-25 5人槽の合併処理浄化槽における地域別の年間保守点検及び清掃料金 
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中国・四国 九州 全国（全回答）
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図 4.4-26 7人槽の単独処理浄化槽における地域別の年間保守点検及び清掃料金 

 

 

 

図 4.4-27 7人槽の合併処理浄化槽における地域別の年間保守点検及び清掃料金 
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図 4.4-28 10 人槽の単独処理浄化槽における地域別の年間保守点検及び清掃料金 

 

 

 

図 4.4-29 10 人槽の単独処理浄化槽における地域別の年間保守点検及び清掃料金 
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４.４.６ 維持管理業務の合理化・効率化 

（１）維持管理業務の合理化・効率化の取組 

回答のあった 574 社について、維持管理業務の合理化・効率化の取組内容を集計した結

果を図 4.4-30 に示す。本設問は複数回答可であるため、回答社数に占める回答の割合（%）

で示した。 
多く行われていた取組は「業務のデジタル化（記録票等（台帳含む）の電子化、オンライ

ン活用）」（52.8%）及び「業務の集約化・合理化」（52.4%）であった。その他の主な内容は、

「デジタル化の準備又は検討中」であった。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4-30 維持管理業務の合理化・効率化の取組内容 

 
（２）維持管理の更なる向上、合理化・効率化等に関する自由意見 

浄化槽維持管理の更なる向上、合理化・効率化に向けて、自由記述で得られた主な意見、

業者の主な課題、自治体への要望は以下のとおりである。なお、ここでは上記（１）の設問

に示した取組をすでに進めている業者と、取組前の業者の回答が含まれるため、図 4.4-30
の選択肢と一部重複する。 
 
・自治体から管理者への維持管理の重要性の周知、及び維持管理が適切でない管理者への行

政指導。 
・業者あるいは自治体はデジタル化を推進し、業務の効率化を図る。 
・遠隔監視システム導入により、業者の業務効率化や人手不足の解消を図る。 
・人材育成や技術継承を支える環境整備（維持管理に関する研修会の実施等）。 
 
 
  

1 業務のデジタル化（記録票等（台帳含

む）の電子化、オンライン活用） 

2 業務のデジタル化（センサーやカメラ等

の活用による遠隔監視、可視化など） 

3 契約・料金事務等の電子化 

4 業務の集約化・合理化 

52.8
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４.５ 電気料金 

４.５.１ 累積設置基数 

 調査対象型式として全浄協に登録されている浄化槽（令和 7 年 12 月時点）を処理方式別

に分類し、全国における累積設置基数の多い型式を選定した。それらの内訳をグラフ化して

図 4.5-1、図 4.5-2 に示す。図中、原則として基数の多い上位 10 型式を示し、11 番目以降

はまとめて「その他」とした。グラフに表示した 3 桁の番号は全浄協における登録番号を表

す。なお、本節における設置基数とは平成 5 年度から令和 6 年度までの間、全浄協に回収

された登録浄化槽管理票の件数を集計したものとしているため、実際の設置基数とは異な

る場合がある。また、補助対象外の浄化槽はこの集計には含まれない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜分離接触ばっ気方式＞          ＜嫌気ろ床接触ばっ気方式＞ 
 

図 4.5-1 累積設置基数(構造例示型浄化槽) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.5-2 累積設置基数(性能評価型浄化槽)(1) 
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図 4.5-2 累積設置基数(性能評価型浄化槽)(2) 

 
４.５.２ 調査対象型式の選定 
 調査対象とする型式の選定方法は以下のいずれかである。 
①累積設置基数が一番多い型式から順に選び、当該処理方式の総設置基数に占める割合が

50%を超えるまでのものとする。 
②型式の種類が 10 種未満（窒素及び燐除去型高度処理浄化槽、BOD 除去型高度処理浄化

槽が該当）の場合、累積設置基数が一番多い型式から順に選び、総型式数の 50%を超える

までの型式数とする。 
 この選別方法及び図 4.5-1、図 4.5-2 の内容に基づき、各処理方式の調査対象型式の選定

を行った。 
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【構造例示型浄化槽（分離接触ばっ気方式）】 
 当該処理方式の総設置基数は 4,475 基である。このうち[042]が 22.9%、[016]が 17.5%、

[015]が 15.6%を占めており、計 56.0%となっている。この 3 型式を調査対象型式とした。 
 

【構造例示型浄化槽（嫌気ろ床接触ばっ気方式）】 
 当該処理方式の総設置基数は 482,163 基である。このうち[144]が 8.3%、[105]が 7.6%、

[008]が 6.4%、[006]が 6.1%、[106]が 6.0%、[003]が 5.6%、[116]が 5.6%、[060]が 4.0%、

[089]が 3.9%を占めており、計 53.5%となっている。この 9 型式を調査対象型式とした。 
 
【窒素又は燐除去型高度処理浄化槽】 

 当該処理方式の総設置基数は 823,821基である。このうち[281]が 18.0%、[232]が 11.0%、

[259]が 8.9%、[273]が 7.6%、[249]が 7.4%を占めており、計 52.8%となっている。この 5
型式を調査対象型式とした。 

 

【高度窒素除去型高度処理浄化槽】 

 当該処理方式の総設置基数は 42,934 基である。このうち[250]が 14.8%、[265]が 14.1%、

[155]が 13.9%、[194]が 13.7%を占めており、計 56.5%となっている。この 4 型式を調査対

象型式とした。 

 

【窒素及び燐除去型高度処理浄化槽】 

 当該処理方式の総設置基数は 3,285 基である。当該処理方式の登録浄化槽は 8 種である

ことから、総型式数の 50%を超える 5 型式、すなわち[195]、[287]、[289]、[290]、[242]を
調査対象型式とした。 
 
【BOD除去型高度処理浄化槽】 

 当該処理方式の総設置基数は 62 基である。当該処理方式の登録浄化槽は 4 種であること

から、総型式数の 50%を超える 3 型式、すなわち[164]、[220]、[182]を調査対象型式とし

た。 

 

【その他の性能評価型浄化槽】 

 当該処理方式の総設置基数は580,339基である。このうち[137]が25.0%、[147]が21.3%、

[192]が 12.6%を占めており、計 58.9%となっている。この 3 型式を調査対象型式とした。 
  
本調査の対象として選定した型式の一覧を表 4.5-1 に示す。 

 
 

131



表 4.5-1 電気料金の調査対象型式一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４.５.３ 処理方式毎の電気料金の計算方法 

 電気料金の算出に際しては、令和 7 年 12 月時点での東京電力の単価を使用した。従量電

灯 B の第 1 段階料金（29.80 円/kWh）と第 2 段階料金（36.40 円/kWh）の単純平均         
33.10 円/kWh を電気料金の単価とした。また、50Hz と 60Hz で消費電力が異なる場合に

は、50Hz に対応した消費電力を採用した。 
調査対象に選定した各型式のブロワは、仕様変更に伴って消費電力が変化する場合があ

る。したがって、同一の型式であっても、ブロワの消費電力は登録浄化槽の登録更新時期（設

置時期）により変化する可能性がある。本調査では、全浄協の登録更新回数毎に区別し、ブ

ロワの吐出風量（L/分）、定格消費電力（W）及び消費電力量（kWh/月）を整理した。各ブ

ロワの定格消費電力（W）に 24（時間）と 30（日）を乗じ、1 ヶ月当たりの消費電力を算

出し、これに単価として採用した 33.10 円/kWh を乗じ、1 ヶ月当たりの電気料金（円/月）

を算出した。平均電気料金（円/月）は、各登録期間における電気料金（円/月）の平均値で

あり、各型式の電気料金の代表値として用いることとした。また、別途電力消費がある機器

等を備えた型式は、それらの電気料金もブロワと同様に算出して加算した。 
 各処理方式の代表的な電気料金（円/月）は、各調査対象型式の設置基数と平均電気料金

に基づき、以下の式により求めた。 

 

 

 

＜構造例示型浄化槽＞ ＜性能評価型浄化槽＞ 

電気料金＝
型式1の設置基数×型式1の平均電気料金 ＋ ・・・ ＋ 型式nの設置基数×型式nの平均電気料金

型式1～ｎの総設置基数

登録番号 型式名

015 KSB-C

016 KSR(Ⅱ)

042 CG

003 LP

006 UCZ

008 KGK2-C

060 CXⅢ

089 KGN3

105 HS-P

106 MCH-N

116 SGSⅡ

144 CXP

調査対象型式

分離接触ばっ気方式

嫌気ろ床接触ばっ気方式

登録番号 型式名

232 CE

249 浄化王

259 CF

273 KZ

281 CA

155 MCB2

194 CRN

250 浄化王x

265 CEN

195 CRX

242 VRXP

287 CRXⅡ

289 XF

290 FDP

164 KM

182 TMG

220 MB

137 KGR2

147 CS

192 NSR

調査対象型式

その他の性能評価型浄化槽

窒素又は燐除去型高度処理浄化槽

高度窒素除去型高度処理浄化槽

窒素及び燐除去型高度処理浄化槽

BOD除去型高度処理浄化槽
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 なお、後述の表 4.5-3～表 4.5-11 における「ブロワの分類」の「用途」及び「種類」の内

容は表 4.5-2 に示すとおりである。 

 

表 4.5-2 ブロワの分類 

 
 
 
４.５.４ 型式毎の電気料金 

（１）構造例示型浄化槽 

 分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式における調査対象型式の平均電気料金等

をそれぞれ表 4.5-3、表 4.5-4 に示す。 
 

表 4.5-3 分離接触ばっ気方式の平均電気料金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 用途 種類
1 散気用（散気、逆洗兼用） 電磁式ダイヤフラム
2 逆洗用（散気用とは別） ロータリー
3 循環用 電磁式ピストン
4 流量調整用
5 放流用
6 その他

0 1 2 3 4 1 1

用途 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

種類 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1

5人 80 110 120 120 60 100 80 100 100 80 100

7人 120 130 120 120 60 100 80 100 100 80 100

10人 150 160 160 160 80 120 120 110 120 120 110

5人 100 100 104 104 52 120 50 101 120 50 101

7人 150 150 104 104 52 120 50 101 120 50 101

10人 200 200 144 144 74 150 130 125 150 130 125

5人 72.0 72.0 74.9 74.9 37.4 86.4 36.0 72.7 86.4 36.0 72.7

7人 108.0 108.0 74.9 74.9 37.4 86.4 36.0 72.7 86.4 36.0 72.7

10人 144.0 144.0 103.7 103.7 53.3 108.0 93.6 90.0 108.0 93.6 90.0

5人 2,383 2,383 2,479 2,479 1,239 2,860 1,192 2,407 2,860 1,192 2,407

7人 3,575 3,575 2,479 2,479 1,239 2,860 1,192 2,407 2,860 1,192 2,407

10人 4,766 4,766 3,432 3,432 1,764 3,575 3,098 2,979 3,575 3,098 2,979

5人

7人

10人

0 0

015

消費電力量
（kWh/月）

電気料金(円/月)

016登録番号 042

登録更新回数

ブロワの分類

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

2,153

2,153

3,217

平均
電気料金(円/月)

2,193

2,669

3,632

2,153

2,153

3,217
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表 4.5-4 嫌気ろ床接触ばっ気方式の平均電気料金 (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 0 1 0 1 2

用途 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

種類 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5人 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

7人 80 80 80 80 80 80 80 84 84 84

10人 - 100 100 100 100 120 120 105 105 105

5人 59 55 55 47 47 58 58 60 51 51

7人 97 89 89 86 54 69 63 86 71 71

10人 - 99 99 91 84 120 120 105 115 115

5人 42.5 39.6 39.6 33.8 33.8 41.8 41.8 43.2 36.7 36.7

7人 69.8 64.1 64.1 61.9 38.9 49.7 45.4 61.9 51.1 51.1

10人 - 71.3 71.3 65.5 60.5 86.4 86.4 75.6 82.8 82.8

5人 1,406 1,311 1,311 1,120 1,120 1,382 1,382 1,430 1,215 1,215

7人 2,312 2,121 2,121 2,050 1,287 1,644 1,501 2,050 1,692 1,692

10人 - 2,359 2,359 2,169 2,002 2,860 2,860 2,502 2,741 2,741

5人

7人

10人

登録番号

登録更新回数

ブロワの分類

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

消費電力量
（kWh/月）

電気料金(円/月)

003 006 008

平均
電気料金(円/月)

1,254

1,978

2,222

1,386

1,573

2,868

1,287

1,811

2,661

0 1 1 2 3

用途 1 1 1 1 1

種類 1 1 1 3 3 3 1

5人 56 60 60 ～ 70 60 - 60 60 60

7人 76 80 78 ～ 80 78 ～ 80 80 80 80 80 80

10人 100 100 100 ～ 110 110 ～ 120 110 ～ 120 120 - 120 120 120

5人 55 52 52 ～ 64 53 ～ 61 53 ～ 61 64 - 64 64 39

7人 80 75 75 ～ 86 81 ～ 98 81 ～ 98 69 86 86 86 57

10人 110 105 100 ～ 120 125 ～ 130 125 ～ 130 120 - 130 130 130

5人 39.6 37.4 37.4 ～ 46.1 38.2 ～ 43.9 38.2 ～ 43.9 46.1 - 46.1 46.1 28.1

7人 57.6 54.0 54.0 ～ 61.9 58.3 ～ 70.6 58.3 ～ 70.6 49.7 61.9 61.9 61.9 41.0

10人 79.2 75.6 72.0 ～ 86.4 90.0 ～ 93.6 90.0 ～ 93.6 86.4 - 93.6 93.6 93.6

5人 1,311 1,239 1,239 ～ 1,525 1,263 ～ 1,454 1,263 ～ 1,454 1,525 - 1,525 1,525 929

7人 1,907 1,787 1,787 ～ 2,050 1,930 ～ 2,336 1,930 ～ 2,336 1,644 2,050 2,050 2,050 1,358

10人 2,622 2,502 2,383 ～ 2,860 2,979 ～ 3,098 2,979 ～ 3,098 2,860 - 3,098 3,098 3,098

5人

7人

10人

1

1,3

2 0

1

1

080

1

1

1

登録更新回数

1

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

0

登録番号 060

ブロワの分類

80

60 60

105

平均
電気料金(円/月)

消費電力量
（kWh/月）

電気料金(円/月)

1,376

1,830

3,039

1,329

1,883

2,592

1,358

2,133

3,039

116

0 1 2 0,1,2

用途 1 1 1 1

種類 1 1 1 1

5人 60 60 60 60 60 60

7人 80 80 80 80 80 80

10人 100 100 101 100 100 100

5人 60 60 52 35 59 52

7人 70 70 74 56 80 80

10人 109 109 101 95 105 120

5人 43 43 37 25 42 37.4

7人 50 50 53 40 58 57.6

10人 78 78 73 68 76 86.4

5人 1,430 1,430 1,239 834 1,406 1,239

7人 1,668 1,668 1,764 1,335 1,907 1,907

10人 2,598 2,598 2,407 2,264 2,502 2,860

5人 1,239

7人 1,907

10人 2,860

登録番号 106

3

1

1

登録更新回数

ブロワの分類

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

消費電力量
（kWh/月）

電気料金(円/月)

平均
電気料金(円/月)

1,268

1,668

2,474
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表 4.5-4 嫌気ろ床接触ばっ気方式の平均電気料金 (2) 

 
 
（２）性能評価型浄化槽 

 窒素又は燐除去型高度処理浄化槽、高度窒素除去型高度処理浄化槽、窒素及び燐除去型高

度処理浄化槽、BOD 除去型高度処理浄化槽、その他の性能評価型浄化槽における調査対象

型式のブロワと付帯設備の平均電気料金等をそれぞれ表 4.5-5～表 4.5-11 に示す。 
 
 

表 4.5-5 窒素又は燐除去型高度処理浄化槽の電気料金(1) 

 
 
 

用途

種類

5人 60 ～ 77 60 ～ 77 60 ～ 77 60 ～ 77

7人 80 ～ 90 80 ～ 90 80 ～ 90 80 ～ 90

10人 - - 110 ～ 120 100 ～ 110 110 ～ 120

5人 52 ～ 64 52 ～ 64 52 ～ 64 32 ～ 59 32 ～ 35

7人 75 ～ 86 75 ～ 86 75 ～ 86 39 ～ 59 57 ～ 58 48 ～ 51

10人 - - 57 ～ 80

5人 37.4 ～ 46.1 37.4 ～ 46.1 37.4 ～ 46.1 23.0 ～ 42.5 23.0 ～ 25.2

7人 54.0 ～ 61.9 54.0 ～ 61.9 54.0 ～ 61.9 28.1 ～ 42.5 41.0 ～ 41.8 34.6 ～ 36.7

10人 - 41.0 ～ 57.6

5人 1,239 ～ 1,525 1,239 ～ 1,525 1,239 ～ 1,525 763 ～ 1,406 763 ～ 834

7人 1,787 ～ 2,050 1,787 ～ 2,050 1,787 ～ 2,050 929 ～ 1,406 1,363 ～ 1,386 1,144 ～ 1,215

10人 - - 1,358 ～ 1,907

5人

7人

10人

100

144

5

1

1

60

80

2 3 4

1 1

電気料金(円/月)

1

1

0登録更新回数

ブロワの分類

115

82.8

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

消費電力量
（kWh/月）

登録番号

39

115

28.1

82.8

60

80

1 1

1,3 1,3 1 11,3

929

2,741

49.0

1,621

68

2,741

平均
電気料金(円/月)

1,181

1,580

2,073

0 1 2 0 1 2 3

用途 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,3,5

種類 1 1 1 1 1 1 1

5人 60 60 60 60 60 60 60

7人 80 80 80 80 80 80 80

10人 80 80 80 100 100 100 100

5人 47 47 45 39 39 39 39

7人 54 54 53 58 58 58 58

10人 54 54 53 95 101 101 101

5人 33.8 33.8 32.4 28.1 28.1 28.1 28.1

7人 38.9 38.9 38.2 41.8 41.8 41.8 41.8

10人 38.9 38.9 38.2 68.4 72.7 72.7 72.7

5人 1,120 1,120 1,072 929 929 929 929

7人 1,287 1,287 1,263 1,382 1,382 1,382 1,382

10人 1,287 1,287 1,263 2,264 2,407 2,407 2,407

5人

7人

10人

249232登録番号

登録更新回数

ブロワの分類

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

消費電力量
（kWh/月）

電気料金(円/月)

平均
電気料金(円/月)

1,104

2,371

1,382

929

1,279

1,279
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表 4.5-5 窒素又は燐除去型高度処理浄化槽の電気料金(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4.5-6 高度窒素除去型高度処理浄化槽の電気料金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

259 281

0,1 0 1 0,1,2

用途 1,3,4,6 1,3,6 1,3,6 1,3,5,6

種類 1 1 1,3 1

5人 70 60 60 60

7人 100 80 80 90

10人 140 120 120 110

5人 50 35 35 39

7人 70 51 48 55

10人 98 97 97 75

5人 36.0 25.2 25.2 28.1

7人 50.4 36.7 34.6 39.6

10人 70.6 69.8 69.8 54.0

5人 1,192 834 834 929

7人 1,668 1,215 1,144 1,311

10人 2,336 2,312 2,312 1,787

5人 1,192 929

7人 1,668 1,311

10人 2,336 1,787

273登録番号

登録更新回数

平均
電気料金(円/月)

834

1,180

2,312

ブロワの分類

消費電力量
（kWh/月）

電気料金(円/月)

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

4 5

用途 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1

種類 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5人 60 15 60 15 60 15 60 15 60 60

7人 80 15 80 15 60 15 80 15 80 80

10人 100 15 100 15 100 15 100 15 100 100

5人 53 13 53 13 37 13 39 13 39 39

7人 75 13 75 13 37 13 58 13 58 58

10人 105 13 105 13 90 13 79 13 79 79

5人 38.2 9.4 38.2 9.4 26.6 9.4 28.1 9.4 28.1 28.1

7人 54.0 9.4 54.0 9.4 26.6 9.4 41.8 9.4 41.8 41.8

10人 75.6 9.4 75.6 9.4 64.8 9.4 56.9 9.4 56.9 56.9

5人 1,263 310 1,263 310 882 310 929 310 929 929

7人 1,787 310 1,787 310 882 310 1,382 310 1,382 1,382

10人 2,502 310 2,502 310 2,145 310 1,883 310 1,883 1,883

5人

7人

10人

登録更新回数

登録番号 155

2 30 1

電気料金(円/月)

ブロワの分類

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

消費電力量
（kWh/月）

平均
電気料金(円/月)

1,239

1,640

2,340

250

0,1,2,3,4 0 1 2 3

用途 1 2,3 1 2,3 1 2,3 1,3,5 1,3 1,3 1,3 1,3

種類 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5人 80 40 80 30 80 31 70 60 60 60 60

7人 80 40 80 30 80 31 90 80 80 80 80

10人 80 40 80 30 80 31 120 100 100 100 100

5人 86 41 75 23 55 18 46 33 33 33 33

7人 86 41 75 23 55 18 66 53 49 49 49

10人 86 41 75 23 55 18 101 80 69 69 69

5人 62 30 54 17 40 13 33 24 24 24 24

7人 62 30 54 17 40 13 48 38 35 35 35

10人 62 30 54 17 40 13 73 58 50 50 50

5人 2,050 977 1,787 548 1,311 429 1,096 786 786 786 786

7人 2,050 977 1,787 548 1,311 429 1,573 1,263 1,168 1,168 1,168

10人 2,050 977 1,787 548 1,311 429 2,407 1,907 1,644 1,644 1,644

5人 1,096

7人 1,573

10人 2,407

265

登録更新回数

登録番号 194

0 1 2

電気料金(円/月)

ブロワの分類

786

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

消費電力量
（kWh/月）

1,192

1,710

平均
電気料金(円/月)

2,367

2,367

2,367

136



表 4.5-7 窒素及び燐除去型高度処理浄化槽の電気料金(ブロワ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4.5-8 窒素及び燐除去型高度処理浄化槽の電気料金(燐除去装置) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

用途 1,3※1 4 2※1 1,3※2 4 2※2 1,3 4 2※3 1,3 4 2※3

種類 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5人 80 40 80×2 80 30 80×2 80 30 80×2 80 30 80×2

7人 80 40 80×2 80 30 80×2 80 30 80×2 80 30 80×2

10人 80 40 80×2 80 30 80×2 80 30 80×2 80 30 80×2

5人 86 41 86×2 75 23 81×2 55 18 59×2 55 18 59×2

7人 86 41 86×2 75 23 81×2 55 18 59×2 55 18 59×2

10人 86 41 86×2 75 23 81×2 55 18 59×2 55 18 59×2

5人 61.5 29.3 0.9 53.6 16.4 0.8 38.2 12.5 0.6 38.2 12.5 0.6

7人 61.5 29.3 0.9 53.6 16.4 0.8 38.2 12.5 0.6 38.2 12.5 0.6

10人 61.5 29.3 0.9 53.6 16.4 0.8 38.2 12.5 0.6 38.2 12.5 0.6

5人 2,035 970 28 1,775 544 26 1,265 414 20 1,265 414 20

7人 2,035 970 28 1,775 544 26 1,265 414 20 1,265 414 20

10人 2,035 970 28 1,775 544 26 1,265 414 20 1,265 414 20

5人

7人

10人

※1：逆洗時は2台同時稼働(80L/分×2、86W×2、5分間×2回/日)。 ※2：逆洗時は2台同時稼働(80L/分×2、81W×2、5分間×2回/日)。

登録更新回数

ブロワの分類

195

消費電力量
（kWh/月）

登録番号

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

0 1 2 3

電気料金(円/月)

※3：逆洗時は2台同時稼働（80L/分×2、59W×2、5分間×2回/日)。

平均
電気料金(円/月)

2,194

2,194

2,194

287 289 290

0,1 0,1 0,1

用途 1 4 1 4 1,3 1,3,5 1,3,5

種類 1 1 1 1 1 1 1

5人 80 20 80 20 60 60 60

7人 80 20 80 20 90 80 80

10人 100 20 100 20 110 100 100

5人 71 15 56 14 45 35 35

7人 71 15 56 14 58 51 51

10人 120 15 101 14 80 95 95

5人 51.1 10.8 40.3 10.1 32.4 25.2 25.2

7人 51.1 10.8 40.3 10.1 41.8 36.7 36.7

10人 86.4 10.8 72.7 10.1 57.6 68.4 68.4

5人 1,692 357 1,335 334 1,072 834 834

7人 1,692 357 1,335 334 1,382 1,215 1,215

10人 2,860 357 2,407 334 1,907 2,264 2,264

5人 1,072 834 834

7人 1,382 1,215 1,215

10人 1,907 2,264 2,264

0

242

1

登録番号

消費電力量
（kWh/月）

登録更新回数

ブロワの分類

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

平均
電気料金(円/月)

1,859

1,859

2,979

電気料金(円/月)

最大電圧 電流値 電力 消費電力量 電気料金 電気料金

(V) (mA) (W) (kWh/月) (円/月) (円/年)

195 5人槽 15 601 9 6.5 215 2,578

240 7人槽 15 841 12.6 9.1 301 3,608

242 10人槽 15 1,202 18 13.0 430 5,156

287 5人槽 26 680 17 12.5 413 4,959

7人槽 26 950 24 17.4 577 6,928

10人槽 26 1,360 35 25.0 826 9,918

289※1 5人槽 12 458 5.5 0.08 3 33

290※1 7人槽 12 458 5.5 0.12 4 46

10人槽 12 458 5.5 0.17 5 66

※1：燐除去装置の稼働時間は0.5時間/日（5人槽）、0.7時間/日（7人槽）、1時間/日（10人槽）である。
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表 4.5-9 BOD除去型高度処理浄化槽の電気料金(ブロワ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4.5-10 BOD除去型高度処理浄化槽の電気料金(吸引ポンプ) 

 
 
 
 
 
 
 

表 4.5-11 その他の性能評価型浄化槽の電気料金 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

182

0,1

用途 1 4＆6 1,4,6

種類 3 3 1

5人 120 40 80×2

7人 140 40 80×2

10人 160 40 80×2

5人 138 47 80×2 125 ～ 180

7人 95+64 47 80×2 210 ～ 230

10人 95+95 47 80×2 335 ～ 465

5人 99.4 33.8 115 90.0 ～ 129.6

7人 114.5 33.8 115 151.2 ～ 165.6

10人 136.8 33.8 115 241.2 ～ 334.8

5人 3,289 1,120 3,813 2,979 ～ 4,290

7人 3,789 1,120 3,813 5,005 ～ 5,481

10人 4,528 1,120 3,813 7,984 ～ 11,082

5人 3,813

7人 3,813

10人 3,813

※1：吸引ポンプにより別途電力消費がある。

220

0

1,4,6

1

登録番号

登録更新回数

164※1

ブロワの分類

0,1,2

消費電力量
（kWh/月）

電気料金(円/月)

吐出風量（L/分）

定格消費電力（W）

150

200

350

3,634

5,243

9,533

平均
電気料金(円/月)

4,409

4,909

5,648

全揚程 吸引水量 稼働時間 電力 消費電力量 電気料金 電気料金

(m) (L/分) (m3/日) (m3/日) (時間/日） (W) (kWh/月) (円/月) (円/年)

5 1.0 1.6 2.9 96 1,157

7 1.4 2.3 4.1 135 1,620

10 2.0 3.2 5.8 193 2,314

5 1.0 3.1 5.6 184 2,207

7 1.4 4.3 7.8 257 3,089

10 2.0 6.2 11.1 368 4,413

全流量
人槽

164

2 10.3 14.8 60

3 5.4 7.8 60

0 1 2 0 1

用途 1 1 1 1 2※1 1 2※1 1,3 2※2 1 1,3,4

種類 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3,1(10人槽)

5人 80 80 80 40 80 40 80 40 80 80 80

7人 80 80 80 40 80 40 80 40 80 80 80

10人 80 80 80 40 80 40 80 40 80 - 100

5人 71 71 69 45 85 45 97 41 86 86 86

7人 71 71 69 45 85 45 97 41 86 86 86

10人 71 71 69 45 85 45 97 41 86 - 116

5人 51.1 51.1 49.7 32.3 0.2 32.3 0.2 29.3 0.4 61.9 61.9

7人 51.1 51.1 49.7 32.3 0.2 32.3 0.2 29.3 0.4 61.9 61.9

10人 51.1 51.1 49.7 32.3 0.2 32.3 0.2 29.3 0.4 - 83.5

5人 1,692 1,692 1,644 1,069 7 1,069 8 970 14 2,050 2,050

7人 1,692 1,692 1,644 1,069 7 1,069 8 970 14 2,050 2,050

10人 1,692 1,692 1,644 1,069 7 1,069 8 970 14 - 2,765

5人

7人

10人

※2：稼働は5分間×2回/日

ブロワの分類

吐出風量（L/分）

登録番号 137

登録更新回数

定格消費電力（W）

消費電力量
（kWh/月）

電気料金(円/月)

※1：5分/日のみ稼働

1,046

1,046

1,046

192147

0 1 2

2,050

2,050

2,765

平均
電気料金(円/月)

1,676

1,676

1,676
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（３）処理方式別の電気料金 

表 4.5-3～表 4.5-11 で整理した平均電気料金、各調査対象型式の設置基数、各処理方式

の総設置基数に基づき、４.５.３で示した電気料金の計算式から①処理方式別、②構造例

示型、③性能評価型、④合併処理浄化槽（全ての処理方式におけるデータから算出）の電

気料金を算出した。その結果を表 4.5-12 に示す。いずれの処理方式においても、人槽の増

加に伴い電気料金が上昇する傾向が認められた。また、処理方式別の電気料金を比較する

と、5,7 人槽では窒素又は燐除去型高度処理浄化槽、10 人槽ではその他の性能評価型浄化

槽の電気料金が最も低額であった。 
平成 21 年度における消費電力基準の制定以降、新規に登録あるいは登録更新した型式

は、省電力タイプのブロワを採用し、消費電力が低下傾向にある。その一方で平成 21 年

度以前に登録期限を迎えた型式では省電力ブロワを採用していない。本結果において窒素

又は燐除去型高度処理浄化槽で電気料金が低い要因として、調査対象としたすべての型式

で省電力タイプのブロワを導入していること、また BOD 除去型高度処理浄化槽で電気料

金が高い要因は省電力タイプのブロワを導入していないことによると考えられた。これら

の金額の高低の傾向は、令和 5 年度調査と同様であった。  
 

表 4.5-12 処理方式別の電気料金  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４.６ 法定検査料金 

「令和 6 年度浄化槽の指導普及に関する調査結果」より、5～50 人槽の合併処理浄化槽に

ついて 11 条検査における検査料金を引用した。表 4.6-1 に人槽別の検査料金を示す。 
 
表 4.6-1 合併処理浄化槽における 11条検査料金（「令和 6年度浄化槽の指導普及に関す

る調査結果」より引用） 
 
 

5人槽 7人槽 10人槽 5人槽 7人槽 10人槽

合併処理浄化槽 1,253 1,530 2,031 15,041 18,357 24,373

構造例示型浄化槽 1,301 1,797 2,630 15,612 21,561 31,564

分離接触ばっ気方式 2,169 2,364 3,387 26,033 28,371 40,643

嫌気ろ床接触ばっ気方式 1,293 1,791 2,623 15,511 21,495 31,476

窒素又は燐除去型高度処理浄化槽 996 1,355 1,931 11,952 16,265 23,167

高度窒素除去型高度処理浄化槽 1,376 1,697 2,210 16,516 20,362 26,525

窒素及び燐除去型高度処理浄化槽 1,868 2,144 2,645 22,412 25,734 31,740

BOD除去型高度処理浄化槽 4,378 5,012 6,176 52,537 60,143 74,118

その他の性能評価型浄化槽 1,529 1,529 1,681 18,346 18,346 20,177

電気料金（円/月） 電気料金（円/年）

性能評価型浄化槽

平均検査料金（円）

5 ～ 10 5,147

11 ～ 20 6,087

21 ～ 50 8,487

人槽
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４.７ 公共浄化槽等整備推進事業実施市町村に対する調査 

４.７.１ 回収状況 

「令和 6 年度浄化槽の指導普及に関する調査結果 15. 公共浄化槽等整備推進事業の実

施状況」を参考に、令和 6 年度時点で公共浄化槽等整備推進事業を実施している市町村を

選別した。この市町村のうち、269 の全浄協会員市町村に対し、全浄協を介して調査票を配

布し、維持管理費用に関するアンケート調査を行った。 
その結果、158 市町村より回答が得られ、回収率は 58.7％であった。各都道府県の回収状

況を整理した結果を表 4.7-1 に示す。 
 

表 4.7-1 アンケートの回収状況 

 
  

調査対象市町村 回答市町村 回収率（%）
北海道 6 0 0.0

青森県 5 2 40.0

岩手県 13 9 69.2

宮城県 8 7 87.5

秋田県 3 2 66.7

山形県 11 8 72.7

福島県 10 7 70.0

茨城県 4 3 75.0

栃木県 3 3 100.0

群馬県 16 7 43.8

埼玉県 13 7 53.8

千葉県 2 1 50.0

東京都 4 1 25.0

神奈川県 2 1 50.0

新潟県 7 6 85.7

富山県 3 0 0.0

石川県 7 3 42.9

福井県 4 2 50.0

山梨県 7 4 57.1

長野県 12 4 33.3

岐阜県 3 3 100.0

静岡県 2 1 50.0

愛知県 1 1 100.0

三重県 7 7 100.0

滋賀県 0 0 -

京都府 6 5 83.3

大阪府 4 4 100.0

兵庫県 3 3 100.0

奈良県 3 0 0.0

和歌山県 3 3 100.0

鳥取県 5 3 60.0

島根県 12 9 75.0

岡山県 7 4 57.1

広島県 6 4 66.7

山口県 3 2 66.7

徳島県 2 2 100.0

香川県 1 1 100.0

愛媛県 7 5 71.4

高知県 2 0 0.0

福岡県 5 3 60.0

佐賀県 9 6 66.7

長崎県 5 3 60.0

熊本県 15 4 26.7

大分県 3 3 100.0

宮崎県 5 4 80.0

鹿児島県 9 1 11.1

沖縄県 1 0 0.0

合計 269 158 58.7
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４.７.２ 回答市町村の情報 

（１）公共浄化槽等整備推進事業に携わる担当職員数 

 当該事業に携わる担当職員（課室長まで）について、全体（専任職員、兼任職員、パート・

アルバイトの総人数）、専任職員、兼任職員、パート・アルバイトの人数の分布を図 4.7-1 に

示す。 
回答のあった 158 市町村のうち、全職員数の分布としては 1 人から 7 人にかけて幅広く

分布し、1～3 人の合計で過半数を占め、平均は 4.3 人（令和 5 年度調査では 3.7 人）であ

った。専任職員は 0 人が 52.5%で最も多く、次いで 1 人が 22.8%であり、平均は 1.6 人（令

和 5 年度調査では 1.1 人）であった。兼任職員は 0 人が 19.6%、1 人あるいは 2 人で計 43.0%
であり、平均は 2.4 人（令和 5 年度調査と同数）であった。パート・アルバイトは 81.0%の

市町村で雇用しておらず、平均は 0.3 人（令和 5 年度調査では 0.2 人）であった。 
 これらの結果から、令和 5 年度調査に比べて主に専任職員が増え、それに伴い全職員数

も増えていることが示された。 
 

【全体】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【専任職員】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-1 担当職員数の分布(1) 
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【兼任職員】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【パート・アルバイト】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-1 担当職員数の分布(2) 

 

（２）公共浄化槽等整備推進事業実施年数 

当該事業の開始（浄化槽市町村整備推進事業を含む）から令和 6 年度末までの実施年数

について集計した結果を 図 4.7-2 に示す。20～30 年の市町村の割合が 39.9%と最も多く、

次いで 15～20 年が 32.2%と多かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-2 事業開始からの年数の分布状況 
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４.７.３ 公共浄化槽等整備推進事業の実施状況 

（１）整備及び維持管理の対象とする浄化槽の基数 

各戸設置型浄化槽と共同浄化槽について、現状基数、目標基数、休止・廃止基数、寄付基

数を集計した結果をそれぞれ表 4.7-2、表 4.7-3 に示す。現状基数でみると、各戸設置型は

118,557 基、共同浄化槽は 314 基であり、回答のあった市町村ごとの平均基数は、各戸設置

型は 760.0 基/回答市町村（118,557 基÷156 回答市町村=760.0）、共同浄化槽は 15.0 基/回
答市町村（314 基÷21 回答市町村=15.0）となる。一方で、令和 5 年度調査では、回答のあ

った市町村ごとの平均基数は、各戸設置型は 616.4 基/回答市町村（48,042 基÷78 回答市町

村=616.4）、共同浄化槽は 14.2 基/回答市町村（85 基÷6=14.2）であったことから、前回調

査以降の 2 年間において、回答市町村では各戸設置型浄化槽は増えたが、共同浄化槽はほ

とんど増えていないと考えられた。 
 
表 4.7-2 各戸設置型浄化槽における現状基数、目標基数、休止・廃止基数、寄付基数 

 
 
 
 
 

表 4.7-3 共同浄化槽における現状基数、目標基数、休止・廃止基数、寄付基数 

 
 
 
 
 
 
（２）月額使用料及び市町村の負担範囲 

１）月額使用料の設定 

①各戸設置型浄化槽 

月額使用料の設定方法として、人槽規模毎・世帯人員毎・水道使用量の採用状況を整理し

た結果を図 4.7-3 に示す。当設問には複数の選択肢への回答があったことから、各選択肢

における総回答市町村数（=158）に占める回答市町村の割合（%）で整理した。 
人槽規模毎に設定している市町村が 39.9%と最も多く、次いで水道使用量に併せて設定

している市町村が 38.6%であった。その他の主な回答は、一律の金額を設定であった。 
 
 
 

合計 平均 最小 最大 標準偏差 回答数

現状基数 118,557 760 3 4,347 852 156

目標基数 89,470 994 15 5,200 1,199 90

廃止・休止基数 5,369 40 1 428 57 135

寄付基数 19,831 254 1 2,919 438 78

合計 平均 最小 最大 標準偏差 回答数

現状基数 314 15 1 104 24 21

目標基数 94 12 1 41 13 8

廃止・休止基数 3 1 1 1 0 3

寄付基数 20 4 1 11 4 5
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図 4.7-3 各戸設置型浄化槽における月額使用料の設定方法 

 
各戸設置型浄化槽において人槽規模毎・世帯人員毎に設定した場合の月額使用料、水道使

用量毎に設定した場合の月額基本料金、基本量、従量料金を表 4.7-4 に示す。 
 

表 4.7-4 各戸設置型浄化槽における使用料等一覧 
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【人槽規模毎に設定】

平均 最小 最大
5人槽 3,790 1,760 14,520 1,546 63
7人槽 4,394 2,442 14,520 1,588 63
10人槽 5,238 2,618 14,520 1,751 63

【世帯人数毎に設定】

平均 最小 最大
1人 2,511 1,425 4,950 1,083 24
2人 3,244 1,771 5,440 973 24
3人 4,025 2,794 5,940 834 24
4人 4,761 3,135 6,430 877 24
5人 5,502 3,487 7,227 1,029 24
6人 6,260 3,861 8,507 1,255 23
7人 7,006 4,235 10,078 1,495 23
8人 7,697 4,609 11,671 1,687 23
9人 8,395 4,983 13,263 1,938 23
10人 9,130 5,357 14,856 2,278 22
11人 10,337 7,700 14,457 3,021 5
12人 11,115 8,250 15,760 3,475 5
13人 11,893 8,800 17,064 3,943 5
14人 12,670 9,350 18,367 4,421 5

【水道使用量毎に設定】

平均 最小 最大
基本料金（円/月） 1,440 220 3,300 590 59

基本量（m3) 10 1 20 4 44

従量料金（円/m3) 228 55 937 138 55

使用料（円/月）
標準偏差 回答数

使用料（円/月）
標準偏差 回答数

基本料金、基本量及び従量料金
標準偏差 回答数
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②共同浄化槽 

回答のあった 25 市町村のうち、月額使用料の設定方法として、人槽規模毎・世帯人員毎・

水道使用量の採用状況を整理した結果を図 4.7-4 に示す。当設問には複数の選択肢への回答

があったことから、各選択肢における総回答市町村数（=25）に占める回答市町村の割合（%）

で整理した。 
水道使用量に併せて設定している市町村が 44.0%と最も多く、次いで「その他」が 28.0%

であり、その主な回答は、一律の金額を設定、下水道料金と統一であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-4 共同浄化槽における月額使用料の設定方法 

 
 
共同浄化槽において人槽規模毎に設定した場合の月額使用料、水道使用量毎に設定した

場合の月額基本料金、基本量、従量料金を表 4.7-5 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.0

8.0

44.0

28.0

0

10

20

30

40

50

回
答

市
町

村
の

割
合

（
％

）

145



表 4.7-5 共同浄化槽における使用料等一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）市町村の負担範囲 

回答のあった 158 市町村が各戸設置型浄化槽に対して負担する維持管理費用の範囲を整

理した結果を図 4.7-5 に示す。 
回答市町村のうち 90％前後において、保守点検料金、ブロワ本体の交換費用、ブロワ部

品の交換費用、清掃料金、法定検査料金、浄化槽本体修繕費用を市町村が負担する範囲とし

ていた。「その他」の主な回答は、ポンプ設備の修繕・交換、消耗品費（殺虫プレート等）

であった。 
 

【人槽規模毎に設定】

平均 最小 最大
7人槽 4,480 3,660 5,230 734 4
10人槽 4,972 3,880 6,280 886 5
15人槽 8,801 6,790 12,560 2,406 5
20人槽 10,580 8,460 14,660 2,257 6
25人槽 12,834 10,660 17,800 2,561 6
30人槽 15,301 12,860 19,900 2,593 6
50人槽 22,008 19,490 26,400 3,325 6

【世帯人数毎に設定】

平均 最小 最大
1人 4,345 3,850 4,840 700 2
2人 4,565 3,850 5,280 1,011 2
3人 4,785 3,850 5,720 1,322 2
4人 5,005 3,850 6,160 1,633 2
5人 5,500 4,400 6,600 1,556 2
6人 5,720 4,400 7,040 1,867 2
7人 5,940 4,400 7,480 2,178 2
8人 6,160 4,400 7,920 2,489 2
9人 6,380 4,400 8,360 2,800 2
10人 6,600 4,400 8,800 3,111 2
11人 8,965 8,965 8,965 - 1
12人 9,130 9,130 9,130 - 1
13人 9,285 9,285 9,285 - 1
14人 9,460 9,460 9,460 - 1

【水道使用量毎に設定】

平均 最小 最大
基本料金（円/月） 1,534 800 3,564 894 8

基本量（m3) 10 8 10 1 4

従量料金（円/m3) 351 136 660 247 5

回答数

回答数

標準偏差

使用料（円/月）
標準偏差

回答数

使用料（円/月）

基本料金、基本量及び従量料金

標準偏差
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図 4.7-5 各戸設置型浄化槽における市町村の負担範囲 

 
 回答のあった 24市町村が共同浄化槽に対して負担する維持管理費用の範囲を整理した結

果を図 4.7-6 に示す。各戸設置型と同様に、90%以上の割合で保守点検料金、ブロワ本体の

交換費用、ブロワ部品の交換費用、清掃料金、法定検査料金、浄化槽本体修繕費用を市町村

が負担する範囲としていた。「その他」の主な回答は、ポンプ設備の修繕・交換、消耗品費

（殺虫プレート等）であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-6 共同浄化槽における市町村の負担範囲 
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３）使用料と維持管理費用の収支割合 

使用料収入（市町村が管理している浄化槽の年間総額）、維持管理費用（市町村が管理し

ている浄化槽の保守点検、清掃、法定検査、修繕等に要する維持管理費用の年間総額）、収

支割合（＝使用料収入÷維持管理費用）について、回答結果を整理したものを表 4.7-6 に示

す。収支割合の平均値は 68.7%であり、令和 5 年度調査（71.3%）と同程度であった。なお、

回答数については収支割合のみを回答した市町村もあるため、使用料収入や維持管理費用

とは回答数が一致していない。 
 収支割合別の回答市町村の割合（%）の分布を図 4.7-7 に示す。収支割合が 40%以上 100%
未満で全体の約 70%を占めていた。また、収支割合が 100%以上であった回答市町村の割合

は 15.2%であり、令和 5 年度調査（17.1%）に比べるとやや減少していた。 
 

表 4.7-6 使用料収入と維持管理費用の収支割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-7 収支割合別の回答市町村の割合 

 
４）月額使用料の設定にあたり考慮した要素 

回答のあった 158 市町村において、月額使用料の設定にあたり考慮した要素を集計した

結果を図 4.7-8 に示す。複数回答可としているため、各選択肢を選んだ市町村の割合（％）

で整理した。 
月額使用料の設定にあたり考慮した要素としては、下水道料金が 49.4%と最も多く、次い

で浄化槽の維持管理費用が 42.4%であった。同一の市町村内で生活排水処理に係る費用に

格差が出ないように配慮していること、維持管理費用の受益者負担を求めていることが示

平均 最小 最大 標準偏差 回答数
使用料収入（百万円） 37.9 0.64 235.2 44.6 144
維持管理費用（百万円） 60.3 0.73 423.1 73.0 145
収支割合（％） 68.7 15.5 158.1 28.6 151
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唆された。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-8 月額使用料の設定にあたり考慮した要素 

 
また、使用料の設定にあたり一般会計からの繰り入れを行っているかどうかについて集

計した結果を図 4.7-9 に示す。 
回答のあった 148 市町村において、一般会計から繰り入れている市町村は 53.8％（79 市

町村）、繰り入れていない市町村が 46.6％（69 市町村）と、同程度の割合であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-9 一般会計からの繰り入れの有無 

1 浄化槽設置費用（起債償還額） 

2 浄化槽設置費用（起債償還額）

の一部 

3 浄化槽の維持管理費用 

4 浄化槽の維持管理費用の一部 

5 水道料金 

6 下水道料金 

7 集落排水料金 
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あり

50.7%
なし

49.3%

５）使用料の減免制度 

回答のあった 152 市町村のうち、使用料の減免制度の導入状況について集計した結果を

図 4.7-10 に示す。使用料の減免制度を導入している市町村は 50.7%（77 市町村）、導入し

ていない市町村は 49.3%（75 市町村）であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-10 減免制度の導入状況 

 
さらに、減免制度を導入している市町村のうち、回答のあった 71 市町村における減免制

度の適用条件を集計した結果を図 4.7-11 に示す。 
高齢者世帯や生活保護世帯を条件とする市町村は少ない一方、「その他」の回答が 85.9%

と最も多く、その主な内容としては、「災害その他特別の事由」、「不可抗力による浄化槽の

使用不能」、「上水道の漏水に起因する場合」等が多かった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-11 減免制度の適用条件  
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４.７.４ 保守点検料金及び実施状況 

（１）保守点検業者の選定 

回答のあった 158 市町村のうち、保守点検業者の選定方法について集計した結果を図 4.7-
12 に示す。 

随意契約としている市町村が 62.0％（98 市町村）と最も高い割合を占め、次いで指名競

争入札が 24.7％（39 市町村）であった。その他の主な内容は PFI 事業であった。これらの

傾向は、令和 5 年度調査と同様であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-12 保守点検業者の選定方法 

 
（２）保守点検費用及び点検回数 

１）各戸設置型浄化槽 

①保守点検料金の設定 

回答のあった 146 市町村のうち、保守点検料金の設定についての調査結果を図 4.7-13 に

示す。「使用料に含む」が 98.6%（144 市町村）と大部分を占めており、令和 5 年度調査と

同様であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-13 保守点検料金の設定 
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②年間保守点検料金 

5 人槽、7 人槽及び 10 人槽の年間保守点検料金（円/年）について、平均値、最小値、最

大値、標準偏差を算出し、回答数を整理した。その結果を表 4.7-7 に示す。さらに、これら

の料金の分布状況を図 4.7-14 に示す。 
年間保守点検料金の平均値は、5 人槽で 17,901 円/年、7 人槽で 18,626 円/年、10 人槽で

19,916 円/年であり、人槽の増加に伴い平均値が上昇する傾向が認められた。 
 

表 4.7-7 各戸設置型浄化槽における年間保守点検料金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-14 各戸設置型浄化槽における年間保守点検費用の分布 

 
 

③年間保守点検回数 

5 人槽、7 人槽及び 10 人槽の年間保守点検回数（回/年）について、平均値、最小値、最

大値、標準偏差を算出し、回答数を整理した。その結果を表 4.7-8 に示す。年間保守点検回

数の平均値は 4.2 回/年（7 人槽）または 4.3 回/年（5、10 人槽）であった。 
5～10 人槽の回答を全て統合した場合における年間保守点検回数の分布状況について図

4.7-15 に示す。総回答数は 443 市町村であり、総回答数に占める各点検回数の回答の割合

（%）で整理した。年間保守点検回数は 3 回/年と 4 回/年が多い傾向にあった。また、6 回/
年と 12 回/年にも少数分布していた。 

 

年間保守点検料

平均 最小 最大
5人槽 17,901 2,000 62,700 10,422 140
7人槽 18,626 2,100 76,560 11,599 138
10人槽 19,916 2,200 98,120 13,589 138
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表 4.7-8 各戸設置型浄化槽における年間保守点検回数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-15 各戸設置型浄化槽における年間保守点検回数の分布 

 
④1 回当たりの保守点検料金 

5 人槽、7 人槽及び 10 人槽の 1 回当たりの保守点検料金（円/回）について、平均値、最

小値、最大値、標準偏差を算出し、回答数を整理した。その結果を表 4.7-9 に示す。さらに、

これらの料金の分布状況を図 4.7-16 に示す。 
1 回当たりの保守点検料金の平均値は、5 人槽で 4,486 円/回、7 人槽で 4,686 円/回、10

人槽で 4,943 円/回であった。単独、合併いずれも人槽の増加に伴い平均値が上昇する傾向

が認められた。 
 

表 4.7-9 各戸設置型浄化槽における 1回当たり保守点検料金 

 
 
 
 

平均 最小 最大
5人槽 4,486 333 11,875 2,295 140
7人槽 4,686 350 13,900 2,469 138
10人槽 4,943 467 17,650 2,832 138

保守点検料金（円/回）
標準偏差 回答数

平均 最小 最大
5人槽 4.3 3 12 2.3 150
7人槽 4.2 3 12 2.2 148
10人槽 4.3 3 12 2.3 148

保守点検回数（回/年）
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図 4.7-16 各戸設置型浄化槽における 1回当たり保守点検料金の分布 

 
⑤消毒剤の料金 

表 4.7-7 で示した各戸設置型浄化槽の年間保守点検料金に消毒剤の料金が含まれるか否

か、回答のあった 154 市町村の結果を図 4.7-17 に示す。含まれると回答したのは 89.6%
（138 市町村）であり、保守点検料金には消毒剤料金を含むことが多いと示された。ま

た、年間保守点検料金に消毒剤料金を含まない場合の平均年間消毒剤料金は、人槽により

約 3,000～4,000 円/年であることが分かった（表 4.7-10）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-17 年間保守点検料金における消毒剤料金の反映の有無 
 

表 4.7-10 年間保守点検料金に消毒剤料金を含まない場合の年間消毒剤料金 
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5人槽 3,230 450 6,600 2,051 12
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⑥5 人槽の保守点検料金に対する 7人槽及び 10人槽の年間保守点検料金の比 

各市町村において人槽別にどの程度料金が変化しているか解析するため、回答のあった

138 市町村について、5 人槽の年間保守点検料金に対する 7 人槽及び 10 人槽の年間保守点

検料金の比を算出した。その分布を図 4.7-18 に示す。 

7 人槽の保守点検料金が 5 人槽の保守点検料金と同額として回答した市町村は 60.9％（84

市町村）、10 人槽の保守点検料金が 5 人槽の保守点検料金と同額と回答した市町村は 51.4％

（71 市町村）であった。これより、過半数の市町村が 5～10 人槽において保守点検料金を

変化させていないことが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7-18  7人槽及び 10人槽 年間保守点検料金の比（対 5人槽） 

 

２）共同浄化槽 

①保守点検料金の設定 

回答のあった 26 市町村のうち、全ての市町村において「使用料に含む」との回答であり、

「使用料以外に別途設定し使用者負担」の市町村はなかった。 
 

②年間保守点検料金、年間保守点検回数、1回当たり保守点検料金 

年間保守点検料金、年間保守点検回数、1 回当たり保守点検料金について平均値、最小値、

最大値、標準偏差、回答数を表 4.7-11 に示す。7～50 人槽において、平均年間保守点検料

金は人槽により約 15,000～80,000 円/年、平均年間保守点検回数は人槽により約 4～7 回/
年、1 回当たり平均保守点検料金は人槽により約 4,000～10,000 円/回であることが分かっ

た。 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

回
答

の
割

合
(%

)

7人槽 10人槽

155

ロ・

帯、、‘¥‘̀ 、や、ら‘ヽ 心、令、0ヽ、や もヽ、9`ル、、
綺~,.~.... ~,.~ .... ~'~ .... ~'~.... ~'~ .... ~'~ .... ~,.: .. /ヽ•~,:~.... ~ 

ヽ• ‘‘‘ $ 、心 、令 、ゞ 、令 、もヽ 、や 、やヽ 、9‘



表 4.7-11 共同浄化槽における年間保守点検料金、年間保守点検回数、1年当たり保守点

検料金 

 
 

③消毒剤の料金 

表 4.7-11 で示した共同浄化槽の年間保守点検料金に消毒剤の料金が含まれるか否か、回

答のあった 28 市町村の結果を図 4.7-19 に示す。含まれると回答したのは 85.7%（24 市町村）

であり、保守点検料金には消毒剤料金を含むことが多いと示された。年間保守点検料金に消

毒剤料金を含まない場合の平均年間消毒剤料金は、人槽により約 2,000～9,000 円/年である

ことが分かった（表 4.7-12）。 

 

 

 

 

 

■年間保守点検料金

平均 最小 最大
7人槽 15,233 6,050 26,500 6,498 12
10人槽 14,734 5,000 29,500 7,229 16
15人槽 19,103 5,500 45,000 11,571 13
20人槽 25,713 7,500 54,000 14,761 14
25人槽 39,540 7,250 118,800 33,408 16
30人槽 42,619 8,000 107,400 32,605 15
50人槽 78,364 10,000 400,000 94,860 16

■年間保守点検回数

平均 最小 最大
7人槽 3.7 3 6 0.9 13
10人槽 3.6 3 6 0.8 16
15人槽 4.3 3 12 2.5 12
20人槽 4.2 3 12 2.4 13
25人槽 5.1 3 12 2.8 16
30人槽 5.9 4 12 3.4 14
50人槽 7.3 4 26 6.1 15

■1回当たり保守点検料金

平均 最小 最大
7人槽 4,226 1,513 8,100 1,991 12
10人槽 4,216 1,250 8,900 2,184 16
15人槽 4,643 1,375 11,250 2,578 12
20人槽 6,484 2,500 13,500 3,739 13
25人槽 8,332 1,813 34,433 8,060 15
30人槽 6,736 2,000 14,993 3,864 14
50人槽 9,748 2,500 33,333 8,140 15

標準偏差 回答数
保守点検費用（円/回）

保守点検回数（回/年）
標準偏差 回答数

保守点検費用（円/年）
標準偏差 回答数
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図 4.7-19 年間保守点検料金における消毒剤料金の反映の有無 

 
表 4.7-12 年間保守点検料金に消毒剤料金を含まない場合の年間消毒剤料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

④保守点検料金の改定 

 保守点検料金について過去に改定を実施したか否か、回答のあった 116 市町村の結果を

図 4.7-20 に示す。改定あり、なしともに 50.0%（58 市町村）であった。 
 改定した市町村のうち、回答のあった 56 市町村における直近の改定年度を図 4.7-21 に

示す。令和 6 年度及び令和 7 年度での改定が多いことが分かった。その理由として、内閣

官房及び公正取引委員会により、令和５年 11 月に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉

に関する指針」が策定されたことによる影響と推測された。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-20 保守点検料金における改定の有無 
 
 

含まれる

85.7%

含まれない

14.3%

平均 最小 最大
7人槽 2,400 1,500 3,300 1,273 2
10人槽 2,133 1,500 3,300 1,012 3
15人槽 4,050 1,500 6,600 3,606 2
20人槽 4,050 1,500 6,600 3,606 2
25人槽 6,405 2,250 10,560 5,876 2
30人槽 6,405 2,250 10,560 5,876 2
50人槽 9,030 7,500 10,560 2,164 2

年間消毒剤料金（円/年）
標準偏差 回答数

改定あり

50.0%

改定なし

50.0%
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図 4.7-21 保守点検料金における直近の改定年度 
 
４.７.５ 清掃料金及び実施状況 

（１）清掃業者との契約方法 

回答のあった 157 市町村おける、清掃業者との契約方法について集計した結果を図 4.7-
22 に示す。契約方法は、随意契約としている市町村が 66.9%（105 市町村）と最も多く、

次いで指名競争入札の 16.6％（26 市町村）であった。その他の主な内容は、PFI 事業であ

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-22 清掃業者との契約方法 

 

（２）年間清掃料金、年間清掃回数 

年間清掃料金及び年間清掃回数について平均値、最小値、最大値、標準偏差、回答数を表

4.7-13 に示す。さらに、年間清掃料金の分布状況を図 4.7-23 に示す。5～50 人槽において、

平均年間清掃料金は人槽により約 30,000～180,000 円/年、平均年間清掃回数は 1.0～1.1 回

/年であることが分かった。 
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表 4.7-13 公共浄化槽における年間清掃料金及び年間清掃回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7-23 公共浄化槽における年間清掃料金の分布 

 

 

 

 

 

■年間清掃料金

平均 最小 最大
5人槽 29,917 6,050 159,500 15,634 132
7人槽 36,108 6,050 69,652 12,674 129
10人槽 47,663 6,325 135,300 19,182 128
15人槽 68,155 11,000 155,595 31,898 57
20人槽 82,777 11,000 191,675 40,934 52
25人槽 102,840 11,000 214,225 46,578 59
30人槽 113,488 11,000 259,325 57,299 57
50人槽 182,820 11,000 405,900 91,456 50

■年間清掃回数

平均 最小 最大
5人槽 1.0 1 4 0.26 132
7人槽 1.0 1 4 0.26 139
10人槽 1.0 1 4 0.31 137
15人槽 1.0 1 2 0.13 64
20人槽 1.0 1 1 0.00 57
25人槽 1.0 1 4 0.38 63
30人槽 1.1 1 4 0.41 60
50人槽 1.0 1 2 0.19 52

清掃回数（回/年）
標準偏差 データ数
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（３）5人槽の清掃料金に対する 7人槽及び 10人槽の年間清掃料金の比較 

各市町村において人槽別にどの程度料金が変化しているか解析するため、回答のあった

128 市町村（7 人槽）及び 127 市町村（10 人槽）について、5 人槽の年間清掃料金に対する

7 人槽及び 10 人槽の年間清掃料金の比を算出した。その分布を図 4.7-24 に示す。 

5 人槽と比べて 7 人槽では料金を変化させていない（1.00 倍と回答）市町村が 18％存在

する一方、1.11～1.40 倍と回答した市町村が 54.7％を占めた。10 人槽では 5 人槽よりも料金

が低い（1.00 未満と回答）市町村が 0.8%、料金を変化させていない（1.00 倍と回答）市町

村が 13.4％であり、32.3%を占めた 1.71～2.00 にピークがあると考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7-24 公共浄化槽 7人槽及び 10人槽 年間清掃料金の比（対 5人槽） 

 

（４）清掃料金の改定 

 清掃料金について過去に改定を実施したか否か、回答のあった 137 市町村の結果を図 4.7-
25 に示す。保守点検同様、改定あり、なしともに 50%程度であった。 
 改定した市町村のうち、回答のあった 68 市町村における直近の改定年度を図 4.7-26 に

示す。改定年度も保守点検同様、令和 6 年度及び令和 7 年度での改定が多いことが分かっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-25 清掃料金における改定の有無 
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図 4.7-26 清掃料金における直近の改定年度 
 

（５）料金設定の手法 

１）各戸設置型浄化槽 

回答のあった 145 市町村における清掃料金の設定についての集計結果を図 4.7-27 に示

す。使用料に含む市町村は 95.9%（139 市町村）であり、使用料以外に別途設定して使用者

負担としている市町村は 4.1%（6 市町村）であった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7-27 各戸設置型浄化槽における清掃料金の設定 

 

回答のあった 140 市町村のうち、清掃料金の設定手法について集計した結果を図 4.7-28
に示す。「人槽、処理方式などで区別して料金設定」の市町村が 47.1%（66 市町村）と最も

多かった。次いで「引き抜き汚泥の単位量当たりで料金設定」が 32.1%（45 市町村）と多

かった。その他の主な回答は「人槽毎に汚泥引き抜き見込み量を設定のうえ算出」、「世帯人

数毎に設定」、「下水道料金を参考」であった。 
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図 4.7-28 各戸設置型浄化槽における清掃料金の設定手法 

 
２）共同浄化槽 

清掃料金の設定について、回答のあった 29 市町村すべて「徴収する使用料に含む」と回

答が得られ、「使用料以外に別途設定して使用者負担としている」と回答した市町村はなか

った。 
清掃費用の設定手法について、回答のあった 23 市町村について集計した結果を図 4.7-29

に示す。「引き抜き汚泥の単位量当たりで料金設定」の市町村が 43.5%（10 市町村）と最も

多く、次いで「人槽、処理方式などで区別して料金設定」が 26.1%（6 市町村）と多かった。

その他の主な回答は「人槽毎に汚泥引き抜き見込み量を設定のうえ算出」、「公共下水道と同

一料金」であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-29 共同浄化槽における清掃料金の設定手法 
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４.７.６ 維持管理業務の合理化・効率化 

（１）維持管理業務の合理化・効率化の取組 

回答のあった 110 市町村について、維持管理業務の合理化・効率化の取組内容を集計し

た結果を図 4.7-30 に示す。本設問は複数回答可であるため、回答市町村数に占める回答の

割合（%）で示した。 
取組で最も多く行われていたのは「維持管理業務の集約化」で 47.3%（52 市町村）であ

り、次いで「浄化槽台帳システムの整備・活用等による業務の電子化」が 33.6%（37 市町

村）と高い傾向にあった。その他の主な内容は、「浄化槽の型式を統一して維持管理を効率

化」や「PFI 手法の導入」であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.7-30 維持管理業務の合理化・効率化の取組 

 

（２）維持管理の更なる向上、合理化・効率化等に関する自由意見 

浄化槽維持管理の更なる向上、合理化・効率化に向けて、自由記述で得られた主な意見、

自治体の主な課題は以下のとおりである。なお、ここでは上記（１）の設問に示した取組を

すでに進めている市町村と、取組前の市町村の回答が含まれるため、図 4.7-30 の選択肢と

一部重複する。 
 
・県内で統一した台帳システムを整備・導入し、業務の電子化による情報の一元化が必要。 
・公共浄化槽使用料の改定が課題。浄化槽の維持管理費用を使用料で賄えない状態が続いて

いる。 
・維持管理に係る自治体向けの積算基準（歩掛）に関する情報提供があるとよい。 
 

４.７.７ 年間維持管理費用のまとめ 

（１）5、7、10 人槽における年間維持管理費用 

 5、7、10 人槽における年間保守点検料金、年間清掃料金、法定検査料金、電気料金を集

計した結果を 表 4.7-14 に示す。この表の年間保守点検料金は表 4.7-7、年間清掃料金は表

4.7-13、法定検査料金は表 4.6-1、電気料金は表 4.5-12 に記載したものを引用した。保守点
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検、清掃、電気料金いずれも人槽の増加に伴い金額が上昇し、それに伴い維持管理費用も増

加する傾向が認められた。 
 

表 4.7-14  5、7、10人槽における年間維持管理費用 
 
 
 
 
 本章において、「個人設置型浄化槽」とは「業者が年間保守点検・清掃料金を徴収する浄

化槽」とする。個人設置型浄化槽及び公共浄化槽における平均年間保守点検・清掃料金を比

較した結果を、表 4.7-15 に示す。表中には差分（=公共浄化槽の平均年間保守点検・清掃料

金－個人設置型の平均年間保守点検・清掃料金）、割合（=公共浄化槽の平均年間保守点検・

清掃料金÷個人設置型の平均年間保守点検・清掃料金）を併せて示した。なお、個人設置型

は業者のデータ（平均年間保守点検料金は表 4.4-2、平均年間清掃料金は表 4.4-8）、公共浄

化槽は市町村のデータ（平均年間保守点検料金は表 4.7-7、平均年間清掃料金は表 4.7-13）
を用いた。 

平均年間保守点検料金については、個人設置型と公共浄化槽はほぼ同額であった。平均年

間清掃料金は公共浄化槽の方が人槽により 3,000～4,000 円程度高く、そのため平均年間保

守点検・清掃料金の総額では個人設置型に比べて公共浄化槽の方が上回った。これらのよう

な傾向は、令和 5 年度調査と同様であった。 
 

表 4.7-15 個人設置型と公共浄化槽との年間保守点検料金、年間清掃料金の比較 

 
 
 
 
（２）11～50人槽における年間維持管理費用 

 15、20、25、30、50 人槽における平均年間保守点検・清掃料金、法定検査料金を集計し

た結果を表 4.7-16 に示す。本表の年間保守点検料金は表 4.7-11、年間清掃料金は表 4.7-13、
法定検査料金は表 4.6-1 に記載したものを引用した。保守点検、清掃、法定検査料金いずれ

も人槽の増加に伴い金額が上昇し、それに伴い総額が上昇する傾向が認められた。 
 

  
 
 
 

単位：円/年
保守点検 清掃 法定検査 電気 合計 合計

A B C D A+B+C A+B+C+D
5人槽 17,901 29,917 5,147 15,041 52,965 68,005
7人槽 18,626 36,108 5,147 18,357 59,881 78,238
10人槽 19,916 47,663 5,147 24,373 72,726 97,098

単位：円/年
保守点検 清掃 法定検査 合計

15人槽 19,103 68,155 6,087 93,346
20人槽 25,713 82,777 6,087 114,577
25人槽 39,540 102,840 8,487 150,866
30人槽 42,619 113,488 8,487 164,594
50人槽 78,364 182,820 8,487 269,671

個人設置 公共浄化槽 個人設置 公共浄化槽 個人設置 公共浄化槽 差分 割合（％）
5人槽 18,247 17,901 26,074 29,917 44,321 47,818 3,497 107.9
7人槽 18,977 18,626 32,829 36,108 51,806 54,734 2,928 105.7
10人槽 20,225 19,916 43,698 47,663 63,923 67,579 3,656 105.7

保守点検+清掃保守点検 清掃

表 4.7-16  15、20、25、30、50人槽における年間維持管理費
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４.８ 過年度調査との比較分析 

４.８.１ 各年度の調査概要 

（１）業者に対する調査 

 業者に対する過年度調査（平成 10 年度、平成 15 年度、平成 19 年度、平成 21 年度、平

成 24 年度、平成 26 年度、平成 28 年度、令和 5 年度）と今回（令和 7 年度）の調査方法及

び調査項目を比較した一覧を表 4.8-1 に示す。 
 

表 4.8-1 業者に対する調査方法・調査項目の比較 

 
 
 過年度調査と比較して、今年度調査では①対象人槽規模を 5～10 人槽とした、②処理方

式別の保守点検・清掃料金は調査しなかった、等の相違がある。過年度との維持管理費用の

比較・推移の評価については、過年度調査における「合併処理浄化槽（全体）」と、今年度

の調査で得られた 5～10 人槽の年間保守点検・清掃料金、法定検査料金、電気料金を用い

ることとした。 

ブ
ロ
ワ
本
体

本
体
以
外

回答件数：記載なし
47都道府県の維持管理業者
（計2,296社）へのアンケート調査
回答件数：1,040社
回答率：45％
47都道府県の維持管理業者
（計1,891社）へのアンケート調査
回答件数：587社
回答率：31％
47都道府県の維持管理業者
（計1,880社）へのアンケート調査
回答件数：598社
回答率：32％
47都道府県の維持管理業者
（計1,761社）へのアンケート調査
回答件数：359社
回答率：20％
47都道府県の維持管理業者
（計1,793社）へのアンケート調査
回答件数：599社
回答率：33％
47都道府県の維持管理業者
（計1,880社）へのアンケート調査
回答件数：624社
回答率：33％
47都道府県の維持管理業者
（計1,880社）へのアンケート調査
回答件数：446社
回答率：23.7％
47都道府県の維持管理業者
（計1,908社）へのアンケート調査
回答件数：689社
回答率：36.1％

－

対象人槽規模：5～10人槽

令和7年度
○ ○ － － ○ ○ ○ －

平成26年度

平成28年度

調査年度

平成10年度

平成15年度

平成19年度

平成21年度

平成24年度

調査方法の概要

福島県、埼玉県、長野県、岐阜県、兵
庫県、岡山県、愛媛県、福岡県および
鹿児島県の計9県を対象に調査を実施

○ － －

○ ○ ○ ○

対象人槽規模：5～200人槽

○ ○ ○ ○ ○

従
業
員
数

顧
客
数

調査委対象項目 事業者の特性
機器交換費

対象人槽規模：5～200人槽

保
守
点
検
料
金

清
掃
料
金

法
定
検
査
料
金

電
気
料
金

業
種
区
分

○ ○ ○ ○

対象人槽規模：5～200人槽

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

○

対象人槽規模：5～200人槽

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ － －

対象人槽規模：5～200人槽

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ －

対象人槽規模：5～10人槽

○ ○ － － ○

○ ○ ○ － － －

対象人槽規模：5～10人槽

○－－

○ ○ ○ － －
令和5年度

○ ○ ○ ○

対象人槽規模：5～200人槽
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（２）市町村に対する調査 

 市町村に対する過年度調査（平成 28 年度、令和 5 年度）と今回（令和 7 年度）の調査方

法及び調査項目を比較した一覧を表 4.8-2 に示す。公共浄化槽に対する維持管理費用調査を

実施したのは令和 5 年度と今年度となるが、維持管理費用の比較・推移の評価において参

考情報とするため、平成 28 年度のデータも加えることとした（ただし、平成 28 年度のデ

ータは市町村設置型浄化槽である）。 
 

表 4.8-2 市町村に対する調査方法・調査項目の比較 

 
 
４.８.２ 調査回答業者における業種の割合の推移 

 平成 15 年度以降におけるアンケートに回答した業者の業種割合を 図 4.8-1 に示す。 
 平成 15年度から平成 24年度までは、保守点検専業の業者が増加（平成 24年度は 35.9%）

する傾向が認められたが、以後減少し、令和 5 年度においては 26.5%、令和 7 年度では 28.6%
であった。 
 最も多い業種は各調査年度とも保守点検・清掃兼業の業者であり、令和 7 年度では 66.8%
であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.8-1  調査回答業者の業種割合の推移 

ブ
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体
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体
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外

13市町村へのアンケート調査
回答件数：10市町村
回答率：76.9％
289市町村へのアンケート調査
回答件数：83市町村
回答率：28.7％
271市町村へのアンケート調査
回答件数：158市町村
回答率：58.3％

平成28年度
○ ○ ○ ○

対象人槽規模：5～200人槽

調査年度 調査方法の概要

保
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点
検
料
金

対象人槽規模：5～50人槽
令和7年度

○ ○ － － ○
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○ ○ ○

対象人槽規模：5～200人槽

○

○

○

○
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４.８.３ 個人設置型浄化槽における維持管理費用の推移 

維持管理費用は、年間保守点検料金、年間清掃料金、法定検査料金、電気料金の平均を合

計した値とし、人槽別に求めた。その結果を 図 4.8-2 に示す。また、各人槽の料金別の推

移を図 4.8-3、表 4.8-3 に示す。なお、表示年度は調査年度を示す。 
 過年度調査との比較から、平成 10 年度以降の調査において 5 人槽は約 6 万円/年、7 人槽

は約 7 万円/年、10 人槽は約 9 万円/年であり、費用の増減がありつつも総じて横ばいの傾

向にあると考えられた。ただし、平成 26 年度以降からいずれの人槽においても維持管理費

用が増加傾向にあると考えられ、その要因として令和 5 年度調査以降の電気料金単価の値

上がり（電気料金の算出における単価は、平成 28 年度：22.76 円/kWh、令和 5 年度：33.2
円/kWh、令和 7 年度：33.1 円/kWh、）や保守点検料金が増加傾向にあることが考えられた。 

 
図 4.8-2  個人設置型浄化槽における維持管理費用の推移 
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図 4.8-3   個人設置型浄化槽における人槽別・料金区分別の維持管理費用の推移  
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表 4.8-3  個人設置型浄化槽における人槽別・料金区分別の維持管理費用 

 

 

 

  

■5人槽 (円/年)
H10 H15 H19 H21 H24 H26 H28 R5 R7

保守点検料金 保 21,039 18,713 17,288 17,999 18,059 16,427 16,433 17,217 18,029

清掃料金 清 26,118 24,185 24,195 25,177 25,938 26,374 26,727 25,179 26,074
法定検査料金 法 5,056 5,300 5,190 5,190 5,172 5,138 5,122 5,189 5,147
電気料金 電 12,956 11,170 12,704 11,151 7,744 6,951 12,903 15,180 15,041

合計 65,169 59,368 59,377 59,517 56,913 54,890 61,185 62,765 64,291

■7人槽 (円/年)
H10 H15 H19 H21 H24 H26 H28 R5 R7

保守点検料金 保 22,115 19,427 18,139 18,816 18,839 17,056 17,007 17,881 18,757

清掃料金 清 35,535 30,654 31,050 31,798 33,496 32,828 33,719 32,168 32,829
法定検査料金 法 5,056 5,300 5,190 5,190 5,172 5,138 5,122 5,189 5,147
電気料金 電 18,786 14,696 14,916 12,548 10,558 10,128 15,107 18,468 18,357

合計 81,492 70,077 69,295 68,352 68,065 65,150 70,955 73,706 75,090

■10人槽 (円/年)
H10 H15 H19 H21 H24 H26 H28 R5 R7

保守点検料金 保 23,525 20,765 19,425 20,168 20,100 18,041 18,077 19,111 20,003

清掃料金 清 50,149 40,496 41,948 41,643 45,033 43,117 44,667 42,104 43,698
法定検査料金 法 5,065 5,300 5,190 5,190 5,172 5,138 5,122 5,189 5,147
電気料金 電 25,048 22,206 20,947 17,000 17,329 19,263 20,655 24,504 24,373

合計 103,787 88,767 87,510 84,001 87,634 85,559 88,521 90,908 93,221
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４.８.４ 公共浄化槽における維持管理費用の推移 

（１）5～10 人槽 

維持管理費用は、年間保守点検料金、年間清掃料金、法定検査料金、電気料金の平均を合

計した値とし、人槽別に求めた。平成 28 年度の年間保守点検・清掃料金については、各

人槽、各処理方式で得られた全ての回答に対し、算術平均により金額を算出した。その

結果を 図 4.8-4 に示す。また、各人槽の料金別の推移を図 4.8-5、表 4.8-4 に示す。各図表

の表示年度は調査年度を示す。 
過年度調査との比較から、平成 28 年度以降の調査において 5 人槽は約 6 万円/年、7 人槽

は約 7 万円/年、10 人槽は約 9～10 万円/年であり、費用の増減がありつつも総じて横ばい

の傾向にあると考えられた。 
公共浄化槽の維持管理費用については令和 5 年度及び今回の調査事例しかなく、知見が

少ないことから、今後も継続して情報収集し、実態の把握に努めていくことが重要であると

考えられた。 

 
図 4.8-4  5～10 人槽の公共浄化槽における維持管理費用の推移（平成 28年度のみ市町村

設置型浄化槽） 
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図 4.8-5   5～10人槽の公共浄化槽における人槽別・料金区分別の維持管理費用の推移 
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表 4.8-4  5～10 人槽の公共浄化槽における人槽別・料金区分別の維持管理費用 

 

 

 
  

■5人槽
H28 R5 R7

平均(円/年) 17,079 16,649 17,901

回答数 11 150 140
平均(円/年) 27,080 29,174 29,917
回答数 9 146 132

法定検査料金 (円/年) 5,122 5,189 5,147
電気料金 (円/年) 8,394 12,042 11,952

合計 (円/年) 57,675 63,054 64,917

保守点検料金

清掃料金

■7人槽
H28 R5 R7

平均(円/年) 18,066 17,089 18,626

回答数 11 152 138
平均(円/年) 34,027 36,886 36,108
回答数 9 152 129

法定検査料金 (円/年) 5,122 5,189 5,147
電気料金 (円/年) 11,723 16,347 16,265

合計 (円/年) 68,938 75,511 76,146

保守点検料金

清掃料金

■10人槽
H28 R5 R7

平均(円/年) 21,259 21,432 19,916

回答数 11 132 138
平均(円/年) 45,738 48,742 47,663
回答数 8 128 128

法定検査料金 (円/年) 5,122 5,189 5,147
電気料金 (円/年) 17,072 23,342 23,167

合計 (円/年) 89,191 98,705 95,893

清掃料金

保守点検料金
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（２）11～50人槽 
15、20、25、30、50 人槽の維持管理費用は、年間保守点検料金、年間清掃料金、法定

検査料金の平均を合計した値とし、人槽別に求めた。平成 28 年度の年間保守点検・清

掃料金については、各人槽、各処理方式で得られた全ての回答に対し、算術平均により

金額を算出した。その結果を 図 4.8-6 に示す。また、各人槽の料金別の推移を図 4.8-7、
表 4.8-5 に示す。各図表の表示年度は調査委託年度を示す。 
過年度調査との比較から、各調査において 15～30 人槽は人槽により約 10～15 万円/

年で推移していた。50 人槽では令和 5 年度では約 18 万円/年に対し、平成 28 年度及び

令和 7 年度では約 25 万円/年と、調査年度によって費用の変動が大きかった。11～50 人

槽の回答に対しては、例えば 50 人槽では 50 人槽前後の処理対象人員を含めた回答を可

としたため、50 人槽の回答のうち、流量調整槽を有するデータをどの程度含むかによ

って保守点検頻度が増え、維持管理費用が大きく変動する場合があることを反映してい

ると推測された。 
5～10 人槽の場合と同様に、11～50 人槽の公共浄化槽の維持管理費用については令和 5

年度及び今回の調査事例しかなく、知見が少ないことから、今後も継続して情報収集し、実

態の把握に努めていくことが重要であると考えられた。 
 

 
図 4.8-6  11～50人槽の公共浄化槽における維持管理費用の推移（平成 28年度のみ市町

村設置型浄化槽） 
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図 4.8-7 11～50人槽の公共浄化槽における人槽別・料金区分別の維持管理費用の推移
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図 4.8-7 11～50人槽の公共浄化槽における人槽別・料金区分別の維持管理費用の推移
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表 4.8-5  11～50人槽の公共浄化槽における人槽別・料金区分別の維持管理費用 

 

 

 

 

 

■15人槽
H28 R5 R7

平均(円/年) 39,201 22,910 19,103

回答数 6 68 13
平均(円/年) 80,514 60,735 68,155
回答数 2 67 57

法定検査料金 (円/年) 6,226 6,226 6,226

合計 (円/年) 125,941 89,871 93,484

保守点検料金

清掃料金

■20人槽
H28 R5 R7

平均(円/年) 50,395 27,644 25,713

回答数 4 68 14
平均(円/年) 62,683 70,641 82,777
回答数 1 61 52

法定検査料金 (円/年) 6,226 6,226 6,226

合計 (円/年) 119,304 104,511 114,716

保守点検料金

清掃料金

■25人槽
H28 R5 R7

平均(円/年) 58,664 33,974 39,540

回答数 5 63 16
平均(円/年) 87,354 75,951 102,840
回答数 2 56 59

法定検査料金 (円/年) 8,426 8,426 8,426

合計 (円/年) 154,444 118,351 150,806

保守点検料金

清掃料金

■30人槽
H28 R5 R7

平均(円/年) 32,866 34,011 42,619

回答数 4 60 15
平均(円/年) 90,612 92,798 113,488
回答数 1 56 57

法定検査料金 (円/年) 8,426 8,426 8,426

合計 (円/年) 131,904 135,235 164,533

保守点検料金

清掃料金

■50人槽
H28 R5 R7

平均(円/年) 94,458 42,076 78,364

回答数 4 52 16
平均(円/年) 137,592 129,221 182,820
回答数 1 45 50

法定検査料金 (円/年) 8,426 8,426 8,426

合計 (円/年) 240,476 179,723 269,610

保守点検料金

清掃料金
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４.９ 維持管理費用調査のまとめと今後の課題 

5～50 人槽の浄化槽について、全国の保守点検業者と清掃業者、保守点検・清掃兼業者な

らびに、公共浄化槽等整備推進事業を実施している市町村を対象にアンケート調査を実施

し、令和 6 年度における保守点検料金、清掃料金等を調査した。全浄協に登録されている

5、7、10 人槽の浄化槽について、ブロワ等の消費電力量を調査し、年間の電気料金を算出

した。法定検査料金は「令和 6 年度浄化槽の指導普及に関する調査結果」より引用した。こ

れらの結果を基に年間の維持管理費用を導出し、過年度調査との比較を行った。本調査にお

ける主な成果を以下に示す。 
 
４.９.１ 業者に対する調査 

・調査対象 1,908 社に対し得られた回答数は 689 社であり、回収率は 36.1％であった。 
・単独処理浄化槽の年間保守点検料金は、13,957 円/年（5 人槽）、14,276 円/年（7 人

槽）、14,965 円/年（10 人槽）であった（表 4.4-2 参照）。 
・合併処理浄化槽の年間保守点検料金は、18,029 円/年（5 人槽）、18,757 円/年（7 人

槽）、20,003 円/年（10 人槽）であった（表 4.4-2 参照）。 
・5、7、10 人槽の浄化槽について、年間保守点検回数は、単独処理浄化槽、合併処理浄化

槽いずれも 3 回/年と 4 回/年が多い傾向にあった（図 4.4-10、図 4.4-11 参照）。 
・単独処理浄化槽の年間清掃料金は、20,139 円/年（5 人槽）、22,973 円/年（7 人槽）、

27,862 円/年（10 人槽）であった（表 4.4-8 参照）。 
・合併処理浄化槽の年間清掃料金は、26,074 円/年（5 人槽）、32,829 円/年（7 人槽）、

43,698 円/年（10 人槽）であった（表 4.4-8 参照）。 
・5、7、10 人槽の浄化槽について、年間清掃回数は、単独処理浄化槽、合併処理浄化槽い

ずれも 1.0 回/年であった（表 4.4-9 参照）。 
・47 都道府県を 6 地域に分類（表 4.4-10 参照）し、各地域の年間保守点検料金及び清掃

料金、及びその合計額を比較した（表 4.4-11、図 4.4-24～図 4.4-29 参照）。単独処理浄

化槽及び合併処理浄化槽について、いずれの人槽においても、とくに清掃料金の地域に

よるばらつきが認められた。清掃料金と保守点検料金はそれぞれ高い、または低い地域

が異なっており、二つの料金の合計額は個々の料金より地域差が緩和される傾向がみら

れ、地域間で大幅な差はなかったと考えられた。 
 
４.９.２ 電気料金 

・全浄協に登録されている浄化槽を処理方式別に分類し、調査対象型式を選定した（表

4.5-1 参照）。 
・ブロワや付属機器の消費電力を基に、処理方式毎、合併処理浄化槽（全ての処理方式に

おけるデータを反映したもの）の年間電気料金を算出した（表 4.5-12 参照）。 
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４.９.３ 公共浄化槽等整備推進事業実施市町村に対する調査 

・令和 6 年度時点で公共浄化槽等整備推進事業を実施している 269 の全浄協会員市町村に

対しアンケート調査を行った。158 市町村より回答が得られ、回収率は 58.7％であっ

た。 
・公共浄化槽等整備推進事業に携わる全職員数は 1 人から 7 人にかけて幅広く分布し、1

～3 人で過半数を占め（図 4.7-1 参照）、平均は 4.3 人であった。 
・公共浄化槽等整備推進事業の開始（浄化槽市町村整備推進事業を含む）から令和 6 年度

末までの実施年数は、15～30 年の市町村の割合が 72.1%を占めた（図 4.7-2 参照）。 
・月額使用料の設定方法は、各戸設置型浄化槽では人槽規模別に設定している市町村が

39.9%と最も多く、次いで水道使用量に併せて設定している市町村は 38.6%であった

（図 4.7-3 参照）。共同浄化槽では水道使用量に併せて設定している市町村が 44.0%と最

も多かった（図 4.7-4 参照）。 
・収支割合（＝使用料収入÷維持管理費用）は、平均で 68.7%であり、令和 5 年度調査

（71.3%）と同程度であった（表 4.7-6、図 4.7-7 参照）。 
・各戸設置型浄化槽の年間保守点検料金は、17,901 円/年（5 人槽）、18,626 円/年（7 人

槽）、19,916 円/年（10 人槽）であった（表 4.7-7 参照）。 
・5、7、10 人槽の各戸設置型浄化槽について、年間保守点検回数は 3 回/年と 4 回/年が多

い傾向にあった（図 4.7-15 参照）。 
・保守点検料金の改定について、改定ありと回答したのは 50.0%であり（図 4.7-20 参

照）、とくに令和 6 年度及び令和 7 年度での改定が多いことが分かった（図 4.7-21 参

照）。 
・合併処理浄化槽の年間清掃料金は、29,917 円/年（5 人槽）、36,108 円/年（7 人槽）、

47,663 円/年（10 人槽）であった（表 4.7-13 参照）。 
・5～50 人槽の浄化槽について、年間清掃回数は主に 1.0 回/年であった（表 4.7-13 参

照）。 
・清掃料金の改定について、改定ありと回答したのは 50.4%であり（図 4.7-25 参照）、と

くに令和 6 年度及び令和 7 年度での改定が多いことが分かった（図 4.7-26 参照）。 
 
４.９.４ 過年度調査との比較分析 

・過年度調査（平成 10 年度、平成 15 年度、平成 19 年度、平成 21 年度、平成 24 年度、

平成 26 年度、平成 28 年度、令和 5 年度）と今回（令和 7 年度）の調査について維持管

理費用の推移を評価した。 
・5、7、10 人槽の個人設置型浄化槽（業者が保守点検・清掃料金を徴収する浄化槽）で

は、年間維持管理費用の推移として、5 人槽は約 6 万円/年、7 人槽は約 7 万円/年、10
人槽は約 9 万円/年であり、費用の増減がありつつも総じて横ばいの傾向にあると考えら

れた（図 4.8-2～図 4.8-3、表 4.8-3 参照）。 
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・5、7、10 人槽の公共浄化槽では、平成 28 年度、令和 5 年度と令和 7 年度の維持管理費

用の推移として、5 人槽は約 6 万円/年、7 人槽は約 7 万円/年、10 人槽は約 9～10 万円/
年であり、費用の増減がありつつも総じて横ばいの傾向にあると考えられた（図 4.8-4
～図 4.8-5、表 4.8-4 参照）。また、これらの金額は個人設置型浄化槽（図 4.8-2～図 4.8-
3、表 4.8-3 参照）と同程度であった。 

・15～30 人槽の公共浄化槽の維持管理費用は約 10～15 万円/年で推移していた。50 人槽

では令和 5 年度の約 18 万円/年に対し、平成 28 年度及び令和 7 年度では約 25 万円/年
と、調査年度によって費用の変動が大きかった（図 4.8-6～図 4.8-7、表 4.8-5 参照）。 

 
４.９.５ 維持管理費用調査に関する今後の課題 

 アンケートの回収率について、今回の調査は業者、市町村それぞれ 36.1%、58.7%であ

り、令和 5 年度調査（それぞれ 23.7%、28.7%）を上回る結果となった。令和 5 年度調査

ではページ数や設問数を抑えたコンパクトな調査票を作成することが課題として挙げられ

たことにより、今回の調査で使用した調査票は、業者用は 4 ページ（令和 5 年度調査では

15 ページ）、市町村用は 8 ページ（令和 5 年度調査では 17 ページ）と設問を大幅に限定

した。これにより業者・市町村職員の回答に対する負担が低減し、回答数、回収率の向上

につながったと考えられる。今後の調査においても、過年度調査との比較に不可欠なデー

タ収集が可能となるよう配慮しながら設問の集約に努め、回収率の向上を図ることが重要

である。 
維持管理業務の合理化・効率化の取組（図 4.4-30、図 4.7-30）については、具体的な実

態把握が十分に達成されるよう、設問における選択肢の見直しが有用と考えられた（例え

ば、図 4.4-30 の「4 業務の集約化・合理化」、図 4.7-30 の「4 維持管理計画見直し等によ

る合理化」等）。 
 電気料金の算出について、本調査では過年度調査と同様、全浄協の登録浄化槽管理票の

集計において処理方式別に累積設置基数の多い型式を選定した。登録期限を過ぎた浄化槽

の設置基数は増えないことを踏まえ、調査時点で設置基数が増加している処理方式に限定

して電気料金を計算するなど、調査方法の簡素化について検討することが重要と考えられ

た。 
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第５章 浄化槽の維持管理向上等に関する全国会議の開催 
 
５.１ はじめに 

関係者への情報提供、情報収集及び意見交換を行うため、全国の指定検査機関、都道府県

保健所設置市担当者及び関係団体を対象とした全国会議を開催した。 
 

５.２ 全国会議の開催 

５.２.１ 開催状況 

 会議は以下の日程、会場及び出席状況で開催した。 
開催日時： 令和 8 年 2 月 25 日（水）14:00～17:00 
開催場所： 対面及び Web 開催（Zoom ウェビナー） 
（事務局：公益財団法人 日本環境整備教育センター 4F 大会議室） 
出席状況：出席者数…338 名（行政担当者 240 名、指定検査機関 96 名、関係団体 2 名） 
     出席団体数…271 団体 

（自治体 208 団体、指定検査機関 61 機関、関係団体 2 団体） 
 なお、Web で参加した人数は、当日までに登録のあったメールアドレス 1 つにつき 1 名

として集計した。 
 
５.２.２ 議事及び配布資料 

会議における議事及び配布資料は以下のとおりである。 
 
議事 
（１）浄化槽行政の現状と災害対応 

資料１ 浄化槽行政の現状と災害対応 
環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 

  （２）環境省版浄化槽台帳の改修の検討案について 
資料２ 環境省版浄化槽台帳の改修の検討案について 

公益財団法人日本環境整備教育センター 調査･研究グループ 
（３）浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析結果 

資料３ 浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析結果 
        公益財団法人日本環境整備教育センター 調査･研究グループ 
（４）大台町における生活排水処理事業使用料の改定について 

資料４ 大台町における生活排水処理事業使用料の改定について 
        三重県大台町 建設上下水道課 

 
 以下に、全国会議で使用された資料を示す。 
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【【資料１】浄化槽行政の現状と災害対応 
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0人口漏少を譴まえた汚水処還蓋●の変化（纂合処環から個別処環への転攘）

・集合処理インフラの老朽化や急速な人口減少等、社会情勢は昨今大きく変化。

・維持管理コス団）適正化、災吾からの迅速な復旧といった社会的ニーズの観点から、地域の実情に応じた

最適な汚水処理施設（下水道、集活排水施設 浄`化槽等）の選択・整備が三要．

• 静岡県南伊豆町では、 整備済みの漁業集落排水施設から浄化槽への転換が完了したほか、石川県珠洲
市では、 被災した下水道の既整備地区を浄化槽に転換した上で復旧する方針を市長が表明。

汚水処理インフラの老朽9とを示す例（下水辺は ：R590点）
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＞老朽化等により公衆衛生に支隣か生しる司能性のある単狭浄化橿の台併浄化槽への早期転換か必要．

環境雀では財政支援を逐次強化。また、令和元年0)法改正で1よ「特定既存単独処理浄化濯」の仕組み

が砒1られた。
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ン 高齢化が進む中も浄化槽転換のみのために工事をしていただ＜／＼ートルは高い。浄化檀転換以外の建て
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I 単独浄化槽から合併浄化槽への輯換 I 

宅朽化による観損や溺水等の事
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③単独処理浄化槽の転換の推違（指針の改定•財政支擾）

＞特定既存単独処理浄化檀に対する措唇に悶する指計0)改定 （令和 7年 3月31日）

く指針改定の主なボイント＞

1 特宗問存(J)f1定某準の宇塁化・明確化
． 浄化檀法第11条に基つく定期楼音0)検否項目と、特定既存0)該当性0)対応問係を竺理し， 渥水，

破損、変形等、判定璽準を定塁化朗硝化．

2 特守既＃に対する措濯の保井難位の明硫化

• 特定既存と判定された浄化櫓に対す召昔置の優先順位を茎埋し、合併浄化得＾の転換を原則とし
っ2，補修による対応が認められるケースを！月1已．

3 指守柿斉栂問の役割の問情化

• 特定既存＾の指導等に当たり、委託業務等による浄化堪営埋者からの相談窓口笞、指定検査棟関
が都道府ほ等をサポートすることか望ましい旨を9月記．

＞ 財む支援fJJ甜化 （令和7年度予算措茜）

く特定既存阜独処理浄化槽に閲する福助制度＞

1 単狭処理浄化檀やくみ取り憎から合併処理浄化得＾の転換

• 特定既存単笠処理浄化濯 （法IC!！づく維持営埋を実施している少人数高齢世帯に限る）から合
併処理浄化檀への転換に対する交付金基準額の増涅（個人食担率を従来<J)60％から33％へ軽

減） ＜R11まての時限措置＞

2. 特定既存単独処埋浄化悟に関する調査笞も補助対象
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⑥繕持管遅の11保（浄化槽台帳を通じた宴態把握と繕持管運の微底）

台蛤ータの
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一浄化惰法'"喜'.)"(繕約管理の徊底

呈 ー＝？ば霜四但芦1堕 j._..,_ 
協議会の不在（情報収集の目的が不明l>I 浄化漕硫国含む）

情報収集の根拠が不明疏（見9客情杓を摺供することへの騒念）
デジタル化の遅れ

→台帳データ0)充実 ，それIC基づく行政の括導というサイクルが

団9乱しない I 10 

2．浄化槽行政を巡る課題 I 
⑧繕持管遅の確保（地方目治体の浄化槽台帳整傭事例・癒島県）

♦徳島県て 1お争化槽を設置している各家庭に Q R コード付ステッカーを添付。清掃・保守点検
時に作業員がQRコー皮読み取り｀ 作 業結果を浄化槽台転システムに送信うる取組をR6
年度から開始。

濾信 墾●

ペ名~- ¢ 
スマート9ォンで知 べ 亨 ー」 茫5●浄r頃吋
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一⑩能萱半島地震における浄化槽の被害状況・復旧状況●能登半島地震では浄化槽についても大規撲な被害が発生．

●棗境省においてコールセンターを設置したほか，他ほの業者にも協力を要請口皮害調査・復 1日エ箪を実施．

●令和 6年能登半島地示に伴う浄化楢の被害状況等
●公共浄化槽（市町村設置型）

設日基数約3,600塞のうち｀破災沢沼認された裏数は約1,500塞（設日基数全体の40％程度）
●個人設置型

設置基数 約16、000墨のうち、被災状況調査IJ)依頼があった基数は約 3,300基
（設置墨数全体の20％程度）

●令和6年能登半島地震に伴う浄化槽被害N!)対応状況（令和8年2月2日時点）

冒＇冒需翡 11 雪冒冒雪=9,'贔需冒
●童町

綸●市 299暴

穴水町

七鴫市 146黒

志鱒町

284属

159暴

259暴

329鼻

998鼻

937 .. 

-----• 9.9剛999ししl●,"
・-""'符早＂＇．．........心し力で易● 99が寅アして，一^「＂↑し W ,比nる』し...."”いふ 14 

2．浄化槽行政を巡る課題
⑤繕持管環の確保（都道府県ll1」実施率）

令担6生 度 におヽtる都道 府畏別保守点検・清撮・11条検査実施率
臼 府県名 伝守点検 ； 渭揖 11条枝壼 渇遍布果名 保守点検 清掃 11条槙壼 記道府見名 保守点桟； 渭渇 ；11条核壼

ニ• お 99．八i 92へi 99.m ァ'' おぶ ゜｀J e 訟れ 6む入i 92釘
丑 815 79『’' 499ー井
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a>.N 66.N, 臼 皐 糾A、 95.N 滋 91.6 I 宜 , 57.~

’’’’ 彰 ｀ ぬ.9¥! Bl ll'i! /9.? 門 ` 88.0 んnヽ 39.
， l 
｀ 邸甜 ／a尉！ 39m¢, 

,e ● tm! n7̂ ! ”"‘ 知 61 1、7li:l¥! Xl 知 紐 m m六！ 57!I'. 
茨減県 ぉ ！ 59ぷ！ 511 一 璽 総六 58.4¥! 41 ほ R 79ぷ' 773' 7＆孔
' t 、 巫 ≪X̀9 1&6 ． n t 紐 4̀ ’’,9じ 8乙3
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（令利7年度浄化愕の指導酋及に関する国査を呈に作成1

， 

1『;91-
⑦繕持管遷の確保（地方自治体の浄化槽台帳聾備事例・墳玉県）

—~•~、..

i • 、
·?= :~:\':,;~-:,_, ... ,~ 

1 1 
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⑨繕持管理の珊保

＞雑持管理の実施は浄化漕営理者（主に住民）に諫せられた畏務であり，その要施率向上G)ために1ま行

政ガその実施を促すことが塁要。

► 行政か適切な指導等を園きかけるためには、 浄化檀の維持営理状況を的確に把握することか不可欠で
あり、浄化檀台伍の整備・更新が必蚕．

＞環境省では指導・助言マニュアル及びデシタ）U聞事例集の作成、個人情報保證法に係る通知等を措晋

①浄化栖管理者への維持営理に関する指導・助言マニュアル（令和7年3月）
＞浄化槽台帳の丑備・精査及び活用手法を記載。糸科桔管国指濁1,―当戸T心臀t，1胃船巾鰤J"円を示すとと以こ、
台帳に追記する旨を明記。

► 維枯蓄理業者か都道府県に対して提出す召ため四畢灌碍下屯i守占栂•清渭 1 が州示

► 浄化槽蓄理者（C対して通知する行1B1日囀文冑Iこついて因隋分1t l ．て知示 （浄化唱雌糾持酋理に関する塁岳旦
疇 、法定検資禾舌樟にかがる＂佑 、特守問存単秤切坤津ィr.1!11こかがろ ，令なと）。

②浄化槽の維持営理愕報収槃，活用に間するデシタル化事例渠（令和7年3月1
＞ 竜子化された浄化槽台帳システムにより維拷蓄理情栂を蓄理・活用する5県の事例を駿理，

＞収集した事例を示すととも1ざ争ir，楕台岬乃t9維枯肯埠情躯の下子ィr,Iて向I廿` 自治体r華芦吋乍蝉元ー俎 留`
案事項等を記載

► 電子化に当たって自治体や畢業者か活用する心を念：9 1こ、 下子frに活用可能な哺助祈印1信咽n唇存紹介

＠浄化僭法四池行I4伴う個人情9紅の保騎ICIIIIする法律（C係る招釈1こ入9て（通知） （令和 7年6月）

＞関係省庁と俎目差雌も果、自治体叫る保円位人I胄桁 （侶人情報保譴法第60条第 1項）俎，j用、提供や、
法第49条第2)員に墨つさ自治体が民間畢業者（住人情報取扱事業者）に求める情報虎供について、且ム愴
印保陣決の環守れ芍項が明柑r~ ―

J 
⑪藍登半星地震におけるし犀処理体制の構築

13 

► 避雖所向け仮設トイレの調達状況［こついa最新情報を掴んでおくことが、バキュームカ
ー支援の必要量（自治体、台数などl(J)把捏と支援体制構築に里要

► 発災後、環境省本省においC石Il l県の清捕業者団体や経済産業省との連絡体制
を確保。仮設トイレについての惇報共有 フローを摺築。

被災地への八キュームカー派造の流れ

]-]一←11-+i詈巴ヵーの派還 這要諾を集約 休 まえ、各市町
要諸 し亙げら事業 村への派這台者

者団体に伝達 数を顧整

X環境省は全体討乍業がFり号に進むようサポート

※能登半島地震［土ける派追作業¢忘れざ簡略化のうえ図示した区り 15 
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上水道の復旧スケジュールを踏まえつつ、 住民の生活排水処理に支［章を来たすこと(J)

ないよう、浄化柵の早期復1Bを進める必要

x保守点検業者・浄化頃協会により調査を奎抱

※日墳省にお直：E雷ぢ-ヒ槽⑪更甲．烹向等c確認を文援

x市町におAて、リストに基づさ、工事稟者に対して被害状況闘
畜諷（被畜写貝被畜9臨）等を示し、順次、見摂を依頂

x衷墳省（こおいて工事費1頁算を文援

復l日工事発注
16 

一► 未整備地域への汚水処理施設の新規整備のみならず、既整備地域における既存の葉合処理施設から浄化楢への転換も重要課題に。国としても

ごうした動きを後押以ノ、特続可能で最適な汚水処理施設整備へつなげ

ていく。

► 浄化噌の信頼住向上の観点から、既設⑰争化噌に加え、転換によって今
後整備される浄化楢についても、維持管理（保守点検・濤掃・法定検査

）を彗実に実施するごとが必須。その土台となる(J)1よ、 「正確な現状の把
握」と「行政と事業者の連携」。環境省作成の指導助言マニュアルやデジタ

ル化事例集も活用いただきながら、浄化磨台帳の充実と協議会の活用を

各地域で進めていただく必要がある。

► 過去の災害事例を踏まえ災害時の迅速な対応に向けた備えという点か
らも、浄化摺台慮システム等を活用した浄化湮の実態把捏が重要。

18 

一⑬能登半且地羹の教訓l•対応策

●能登半島地霜の課題を敦馴として浄化槽1てついても大規模な被災が起さ沼屁ことを念堕に平器から〇本印」整備を追め
ることが垂要。

一①災害協定の締結等の体封竪備・浄化槽の大規模披吉を想定した平時から(/)備ぇれら要o協定締結を通凶こr.i係者研鉗g1分担rJ)芸理乞
・都道府県を越える広域的な支援体胡が必要な事案も想定し プ`ロック単位での協定も良体化が必要3

[R7年度は四国フロ）クの協定貝体化1ご可け、環境省からも支援を実施。）

②浄化悟台ほの芸備・充実

・浄化橿の正確な実態把握(/)有無は復旧活動(/)初動に大ぎ影響凶目ふ 災吉時ヘ(/)備ぇといぅ観点

からも、浄化濯台ほの翌備，充実が必要，

dE：い謎浜噂

ご清聴ありがとうございました。

-三且且
＞秘務雀・行政評価勧告において改正浄化漕法に基づく各種甜度が有効活用されていない点

について指摘を受けだごとを踏まえ、各種制度の活用促造を図り、単控処理浄化濯への転

換や浄化渭の維持筐理向上を推進するため、浄化槽法の施行状況を点検し、課親の整理や

対応策の検討を行うごとを目的として、令和6年 2月 浄化濯法施行状況点検検討会を立ち
上げ。

＞有尻者検討会のメインテーマとして、下記2点を設定。
①特定既存単独処理浄化槽に対する措匿等について

②雑持管理向上のための浄化櫃台柘の芸備や雑持管理情報の電デ化について

＞全 5回検討会を行い．策5回の検討会後．検討結栞を取りまとめ、 11月に報告書を公表。
X検91会I頂則公開として．第3●以●Iが～Tuに1こよる記倍により公闊．

n検討スケミ;l-)|,
第 1回令和6年2月 15日検討会の設置検討の進め方 ・内容に関する検討
癌2回令和6年3月 13日 自治体ヒア，）ング，論点芸埋
第3回令和6年5月 16日 間係団体ヒアリング、論点整理
i[i!4回令和6年6月 27日 前回までの繕論の確認、対応方針の検討
第5回令和6年8月 28日検討結果の取りまとめ

20 

＿ 、を
く背璽目的＞
＞雑持笞理が未実脆である状況を受け、 令和元年に改正された浄化摺法においては都迫府県等に浄化摺台憬の作
成が霰務コtられたところだが、雄持；；理に係る情報の収集・整備茄紅んでおらず、 浄化栖百理者の義務である維棧

ー1
＞こ丸た状況を蹟まえ、都遍府県＂が 浄化fflの状態を把冠し、浄化柄笞理者に対する指心・助言を適切に行うことを
目的として、． ． ｀ ．． ＾ 
彗堕して示すとともに．’ に • ● ― 及 lケース← ・助● 1 や ｀ 
的に碍示．

＜浄化m臼帳の益禰 •,n査及び活用＞ ＜帳告様式＞

＞ 縄 19壱＂柑環1こ当た蕊隻必要I•ae町記し． ＞ 籍99"’更墨官がゆ心府県に対
台輯にる記する€記続 出するたがりl9•9AX式 1保守

＞ 収累愴砒既nの台帳伯帽頃合し、内容• 名斤1e例；；；
E董｛突合がAやE董がKを記親） ＞ 浄化慣言1翌打に"して通知1
ン 99奮の....稟．不整合であった内官9こついての対 は導又詈lこブ9て、閃閾分99

応方冷€町記 （沖化檜の籍 10E99に間•,

＞ 彗合対かの台帳システ“り活用がM99；；； ＂知 、法定検S＊受検IJJ
＂定1U行'I’独処1釣つ化慣
印令など）

助●の手順・手法＞

17 

ささらさわt

（参考）浄化槽法施行状況点検検討会輯告書のポイント

特定既存三社処理念化槽に対する港置
| 維持蓄理向上のための母化槽台帳の整備や

維持管理情報の電子化

•特定既存半独処理浄化槽｛特定既存） に対する渚君 •都道府県等が指導に必要な保守点検清濤情報を収

を保進するため 令111611'度中を目途IC司定呈準等の 集でさるよう ＝子顆による報告の簑務化（てつい

fi針を改正する。 て検討する。

●11条検査祐果を活用した特定円．字の把遅及び判定を •法に墨づく維持蓄理の徹底を周知するとともに維
侶進するとともに、 11条検査未受検の場合にも保守点 持蓄理情報の電子化への財政支援を組線L,、都道府

検 ，和 ,1肩呪を活弔した把遅及び判定が促遺されるよ 県袴0)活用を促す。

う 保守点検 ，清濯業者がらの情報収集が円沿 ，苔効 •保守点検清渭情報を収饂する際の信人情耀の呪り
に揖能するための措君を譴じる． 扱いについて、 改めて朗津化 ，問知する。

●地域の要情を迄まえながら｀指定検査機関｀槃界団 •法定協議会やそれに匁する機能を円する連携体制の
体の達洟 協力体制を濯築するとともに必要な郭育制 窟漂やメ，）ットを応9し 関係者で連携 した取組を
度等を充実する。 保す。

•特定既＃から合併処理浄化槽への転換を侶すため、 ●台帳の晴度向上に向け｀保守点検清揖業者と連澳
各洋化唱首理者の再情を臨まえた効索的な支壌を再前 した上で、無届浄化槽 、休廃止浄化槽0)把遅のため
する。 の紐等を促す。

●上記取虻！を進めることで、令和7年度から5年以内の •全国統一的に収集すべさ項目に関する簑告様式
間1.::::、11条検査受検率向上や保守点検渭措情柁の収 （データ様式）の襟準似浄化槽コードの統一化笞
集 ，報告の仕組みの定着を図り、 11条検査結累や長 について檜討する。
守点檜清耀情甜を活用した特定既存の把渥及び判定

21 のサイク）に渾立を目揖す．

',X‘母t1＝し』ば1:"内渇耗和1""j置’ を
く＂畠 目的＞
＞令和元年の法改正で1お争化摺台帳の作成が襲務コ9られるなとして、維持笞埋情蛉む争化摺台帳に収某・益理し、
適正な維持百理を実施するための体制作りがこれまも鮭められてきた， 一方で、 自治体が石織者から収攀した情罪が

9事が、瑛炭省0)田査や総務

省による「浄化糟行政に関する団査」により指撲されE・｀ 
＞こ北た状況を踏なえ、 ぐ

れ、 ー 蛤の～ 活 ‘れい ’ 伊 ， 、 図ことを目的として、デジタ
ル化事例纂を作成．
＞収纂した事例の紹介と合わせて浄化茫台帳及び雑持官9●情報の屯子化に向けた自治体と藁者心乍業フロー19I、留
怠事項等を示したほか、石子化に当たって自治体や寧錨者が活用することを念頸に、屯子化に向けた補助金制虞の既
喪についても取りまとめた．

言三；；J：グ収mi情を：に 1瓢
五⇒ll②田出打lb991の禎肋含9雌

>IT潟入禍肋合
●小企稟・小規損●寓せ＂が 9頃直
団’“』賓変更（霞上9芹インポイスの濾
入●）など9し対応9るため、生墨●9"上｛し
貴事も9Tツール（ソフトワ999ーピス●）セ
・入すス9や●震こ●する紆0の一m
七械助．ソフトウェ9●人●、ク）9心1用
●●が嶋助91●（繍助工9/2以内）．



 
 
 
 
 
 
 
 
 
【資料２】環境省版浄化槽台帳の改修の検討案について 
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環境省版浄化槽台帳の
改修の検討案について

公 益財団法人日本環境整備教育センター

1.浄化槽台帳作成の背景

ヽ

浄化槽法一部改正（令和元年）

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る観点から

0単独処理浄化椿の合併処理への転換の促進

0浄化椿の管理の 強化

■行政、指定検査機関 、民間業者の有する情報を統合 ・
整理した浄化椿台帳の整備が義務つけられた

• 地方公共団体における台帳 システムの導入支接のため

・ 「環境省版浄化櫓台恨システム」を作成

・環境省より 配 布開始（令舌03年4月）
2 

2環境省版浄化槽台帳システムの特長

【特長】 乙］ インターネット接続系から

●LGWAN接続系のみで運用 分雄されて いる

（自治体間を相互につなげる行政専用のネットワーク）

⇒外部ネットワークとのつながりをなくし、 個人情報の

取扱を考慮

♦csv形式のファイルを用いた他のシステムとの情報連携

⇒データの一括取り込み、受け渡しを可能に
◆オープンソースソフトウェアにより構築

⇒システム導入から運用に関するコスト削減
自治体独自のカスタマイズを可能に

3 

3-1．都道府県ごとの浄化槽台帳の活用媒体
（令和6年度末時点）
●対象．43都漢府県

（全市町村に対し法第49条第1項に係る権限移譲済みの

都道府県を除く）

※複数回答可

お「 33

直

お

i :「「 25 15 

10 

゜遭墳省、 専用の曹配グテム 田m［ソフト

10 

甑

3-2市町村ごとの浄化槽台帳の活用媒体
（令和6年度末時点）
●対象：1.741市町村

・権限移譲されていない市町村；1,206

・法第49条第1項に係る権限移譲済み市町村．535

※複数回答可

1 200 ［ (1,186)（（ううちちそ環の境他釦9む19叫) 
1,000 890 

栢 800
惑

澳蔀ill: 64 00 0 0 ［ (631) 

50 □三 (194) 

200 126 

表計算ソフト 紙
環壇賓翫 管理

システム

4.近年の浄化槽行政の動向

◆浄化椿行政に関する調査に基づく勧告（令 和 6年2月）

□特定既存単独処理浄化ホ曹の判定の 見 直し
口浄化店曹台綬の整備・活用方法の提示

ロデジタル化の検討

◆ 環 境省関係浄化椿法施行規則改正（令和7年3月）

□11粂検査の結果報告書に「特定既存単独処理浄化槽に
該当するおそれの有無」の追加

⇒現在の環境省版浄化檀台限では、対応しきれない内容
も含まれるため、改修を要する

【今年度】 ●ヒア）ング巽査による改善点の整理

要件定義書の作成 ●令和2年作成時に残された課題の整理，



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【資料３】浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析結果 
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5．環境省版浄化槽台帳システムに搭載予定の機能

●ヒアリングで挙がった要望の例

口緯度経度情報の取得機能 （→①）

□特定既存単独処理浄化摺に関する機能 （→②O))
口自動バックアップ機能 （→⑤）

●令和2年作成時に残された課題の例

口写真等の画像を保存・管理する機能 （→③）

口検索結果一覧のコピー機能 （→⑥）

●搭載を検討している機能の例

① アドレスマッチング機能

② 特定既存単独処理浄化槽に関する機能

③ 画像データの保管機能④指導文書の出力機能

⑤ 自動バックアップ機能 ⑥ 検索結果一覧のコピー機能

6．追加機能の例｛り特定既存単独処理浄化槽
【仕様案】

●11条検査結果に含まれる［特定既存単独処理浄化槽に該当する
おそれの有無］、［判定の理由］の入力欄の新設等

二画iiiのイメージ追加機能の例-@画像データの保管機能

【仕様案】

●浄化槽1基につき、 上限10枚まで保存可能

●ドラッグ＆ドロップでのファイル保存

判定の理由（複数選択可）

当調査にご協力いただきました、
関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

ご清聴いただき
ありがとうございました

本資料の内容は検討段階のものであり、
今後変更の可能性があります。

6.追加機能の例勺）アドレスマッチング機能

●浄化椿台帳に保管されている設置申請地名・地番及び設置場所
住所から緯度経度を取得

公益財団法人日本環境整備教育センター

アドレス・ベース・レジストリ

※既存の緯度経度情報がある場合はロックにより更新を防止

任意Xで

緯度経度を取得

⇒災害時における位芭
の把握等
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6．追加機能の例—④指導文書の出力機能
【仕様案】

◆` -r 

::7, 
占”二 心

冑ペ ― ------ - ―- --t,m .m. 

｀ 

●浄化槽台帳に指導文書の雛形
が格納、 対象浄化槽と指導文書
を選択すると、浄化槽情報が指
導文書に反映された状態で出力

（；； ー`：ー：：五―5―心 ――¥
1維持管理の実施、特定既存単独
処理浄化槽等に対する I 
1指導・助言、勧告、命令に関する

ぃ旨導文書 ） 
管理者住所、行政担当者名等
（黄マーカ一部）が反映された
状態でWord形式で出力される

90 

i 

旦
浄化槽の維持管理に関する費用等の実態を把握し｀

浄化槽の維持管理の適正化や効率化等の推進に資す

るための基礎資料を得る

幽
①保守点検・清掃料金等

②法定検査料金

③電力料金（本発表では省闘）

浄化櫓メーカー技術資料等より、；争化槽に付尾するブロワ
等の機器の消費電力量を把握 ⇒ 電気料金を算出

沢本貨料は'2月ぬ日時点の分析内容を整理したものとなります
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■保守点検業者｀清掃業者｀保守点検・清掃兼業者
計1,908社（当初予定 47［県］ X叩［社／県］＝1，880社）

5~10人槽 （単独、合併）

■全国浄化槽推進市町村協犠会会員市町村
計269市町村 （令和6年度に公共浄化槽等整償推進事業を実施）

訊査対象の公共浄化槽

• 各戸設置型浄化槽： 5~10人槽

・共同浄化槽：7~50人槽

-
二量
■業者 ：36.1% （回答689社／1,908社）

■市町村： 58.7% （回答158市町村／269市町村）

-■5人遷口7人橿 □10人遷
140 
120 ・・------・・-- •一· ·······----· ··------···ー．—- ［堅国
鋭 100 ・・------・・-- -・ー ・・・・----・・------ ・・・・・・・----

塁はロニニ―-ー：口 ： ： ニロニニロニニニニロニニロニ
40-••一-• 11--• I 1--• 11--• 11--• 11--- 一・・・・・- -・・-- ・・・・・・--・・--・・・---・
20 1• 11-----• 11--• 11--• 11--• 11--• 11-- 一 ・・・・・- -・・-- ・・・・・・--・・--・・・---・

゜140 
芯； 匿 ：
毀 80 ------・・--- - ・・・・・ •--------------- ·······---
悶60 -----・・・------- -・ ・- ----・・ ・・・-------------------・-----
40 1~---------------····-------• 11--• 11--• 11--• 11--1 r,--cJ r,------・-・・-・=------------・-・・-・----------
20 1• 11---a11--n ·-• 11--• 11--• 11--• 11--• 11--111--111--cn1-… ロロー一ロー・-・・-・--ロー

み゚な夕みな”砂？みなな”‘み9ふツ‘＊心な‘:やおシ‘ふむツ‘ふッ

-180 ■5人槽 口7人橿 口10人槽

150 1------------------------ ------------------------------------------------------------＿＿—- 単独
農190 ・・・・・・----・・・・・- -- -- ------------· ·····-----·· ··-----·-- ------ •一

回 :: 1::::::::;:;::1 11::J 11::J I 1:::rn::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
30 l・=-----11 I 1---11 I 1---11 I 1---11I1---1111---------------------------------------------------------------

゜180 
1 50 -----------------------------------..----------------....----------------•-•-----------------●一恒画
溢 120 t------------------------1;----111------17--------------------------------------------------= 
細 90 -----・・・------- -- -- -----------------・・・・・-----・------------

固 ao l---------~ ------=--1 11--1 11--1 11--I h--------------------------------------------------------
30 1---------1111---1111---1111---1111---1111---1111-----,1------------------------------------------------

9゚£みな”，，みななれ、、かなシ‘，，
ふへ”̂ ”̂ ”乙必ツ

iヽ ， 9一
■請査期間
令和7年11月21日～12月25日（最終：令和8年1月9日）

■回答方法
・所定のアンケー ト調査票 (Exce|) に記入、堤出

・料金は、業者、市町村における代表的な金躾を回答

■解析
・ 料金等の平均値、最小 • 最大値、様準偏差等を整理

・外れ値の除外は実施せず

n罰7幽「1,,で＂＂＇ 11、 -
50 

歪 40 ------ ------------＿＿＿＿＿＿＿＿ 単独

［ ：：二：二：ロニロニニニ：二：三：：□三~:
回 10 t------------i t--1 t- -------—------------------

゜印
歪 40 -―---―---―---―- -―---―---―---―------―---―---―---―-＿＿且画一 回答数 1.800 

色3()-―---―---―- --―---―---―---―------―---―---―---―------―---―--

書： ：ロロ：口 ：ロ―ロロロ：二：::=ロニ=::
゜ヽルら伽も.. '¥ ‘̀や‘‘ゃ

年間保守点検回数 ダ

n罰丙？ ，町，m胃茫け・ トアー． 匪
標準偏差 回答数

5 710 591 

J 066 5 8 J 

6 591 587 

■年間保守点検回数
保守点検回数（回1年）

標準偏差 回答数
平均 l 品f」ヽ 1 昂大

5人梧 l 43 I 11 12 2 0 586 

J人槽 l 4.3 I 11 12 2 0 582 

10人槽 l 4.3 I 1.1 12 2 0 582 

■1回当たり保守点検料金
保守点検料金（円1回）

標準偏差 回答数
平均 l 最,Jヽ l 昂大
3 620 I 2021 27500 1 944 580 

3 735 I 202 I 30800 2 2J 8 576 

3 826 I 202 I 19 aoo 1 889 576 
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"●r ,"’' 胃元で四fr
標準偏差 目答数 1且画
8108 614 
8 66) 608 
9 6 71 606 

■年間保守点検回数
i回数（回1年）

標準偏差 目答数
品小 l 品大
11 12 2 2 604 
11 12 21 599 
11 12 21 5 9 J 

標準偏差 回答数

2 325 5 9 J 
2 501 592 
2 592 589 

-180 
160 

140 

120 

菜 100
紐
回 80

60 

40 

20 

＃゚ ＃抄念＃ ＃ ＃ ＃ ＃ ＃、／
＂＊うや` 炉‘/*ら` 兌 炉`‘，，令‘ダ丸芯... /9° 
令‘ぶ◇‘令‘⑨ ◇‘ぶ◇、さ
*',:,‘＊や` 谷・心‘＊令` ＊令・袋俗亀＊令

9-----------------------------------------------------------------―ー一恒圃

][ ：芯

,r,11 ヽ

各都渾府県の痢域の分顆

北海道・東北 北海道音森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

関東・中信越
茨城 栃木 群馬 埼玉 千室 東京 神奈川

新潟 山梨 長野

東海・北陸 百山 石川 福井 岐阜 粋岡 愛知 三重

近鑽 滋賀 京祁 大阪 兵庫 奈良 和歌山

中国・四国
鳥取 島根 閥山 広島 山口 億島 香川

愛援 萬知

九州
福岡 佐芙 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島

沖縄

~1 ー、
140 

120 に—·＾---一＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾·—----^^^^^--―▲—·~^▲＾＾＾＾

100 

;ill 80 
掬
回 60

40 

＾＾＾＾＾＾▲^..-一＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾·▲·ー」＾＾［国~―’
■5人槽

ロ7人槽

＃゚ ＃抄念＃ ＃ ＃抄，，
，，＊も•汐メ、，，＊令‘ヽ，，＊や、，，＊令，，＊令，，心｀心岱
ざ‘§~ ◇令令ざ~ § 
＊も、＊や` ＊や• ＊令呼》・＊令‘*令‘

”冗●ru ヽ 1•
匪

匿

,r,11"' 『ー、

ロ北海道・東北 □関東・ 甲信越 口東海・北陰
ロ近義 口中国・ 四国 口九州

■全国（全データ）
50函

9 1 単独•5A椿 l

E言:::::~塁霜よ

保守点，検 渚掃 保守点検＋渚掃

,r,11 ヽ -ロ北海道・東北 □関東・甲信越 口東海・北陸
ロ近哉 口中国・四国 口九州
■全国（全丁ータ）

5oooo i l 合併•5人槽 l
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保守点検・渚掃料金は地域で「まらつきがあ

るが｀両料金の総顎は地域関で大福な差1ま
ないと考えられる

保守点検 箔掃 保守点検＋渚掃

.》置 全• 漕疇 仝H 漕● と●

北這 東北
1し9匁 1 1,13 9 39．ヽ49 ll,IU 901OO "~099 1ヽ，919 

＂ 
い．ヽ41

●真●信足
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近• `"‘ '°'" n,99J `“' 94.445 999悶 14U4 ば013 4と319 
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纏It; 中国l!!I国
1L3g、 21U4 39~939 1.l."3 99499 39.339 1-4.ll I ” ~999 “.102 

9C̀ " - 10鼻 15 104 94 -
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14.Iヽ i, 9 9~は0 31 9鴫9 II.I鼻S "“ M.94& ＂＜叫： 21 Ill ふ01
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1 9 -25 
20 [-----------------------------.--------------―門―------------------------------------------―ーー ■5人柵

ロ7人柵
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，゚，jらな9*'-:~~~~＊、多う名名う、9メうなう）シ谷，，
ゃo‘ぶぶ念令‘念令ぶぶぶぶぶぶぶ‘
ふぶや`＊心ぷど亀ぶ`＊令‘*ヤ＊令‘*心．¢̀尋袋‘ぶ`

- 、-
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1各戸穀饂型I
L
 4

0

3

0

2

0

1
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（
ま

ご

咄

一

M
o
e
脚
回

回答数 443 

―_, ← -ロ---[-------n--
‘‘` にもヽ ヘも‘...0......、ルタ

年間保守点検回数 9 

標準偏直言

” 

11 flI 

25 

20 •----------------

5

0

 

~
~
 

益
紐
同
＿

1各戸設匿型I

---------------------------------------------------— ■ 5人槽 ―
ロ7人槽

ーー· い—-----------------------------------― □ 10人楕―

#゚_#_#.#,#.#.#_,#_#_#_#.#.#、，，
，，九丸乞丸克丸丸←·，，や‘＊9• ぶ‘*ャ＊ゃ· ゃ

“”」””、*、な；z、夕や‘
1共同浄化檀I

戸

- n▲rf rし 、-
60 

■5人摺

50 トロロロ▼··--ロロロロロロロゴ—··--ロローー·口·▼口▼ー一ロローー·口··口▼ー一ロローー·口▼·口·--口雪 □7人措

40 ,..................... 

怨
掬 30
回

20 

10 

010人槽

抄゚ 抄＃ ＃ ＃ ＃抄抄抄抄，，
，，＊ゃ・，，＊ゃ・炉`炉．，，ゃ・，，栓‘，，谷‘，，＊令 ，`，＊令・＊心`叔‘
ぶぶ中、，，令ぶ◇‘§ §令，，＊‘‘

＊｀ヽ• ＊や‘ヽ令‘炉・食絆｀ふヽ• ＊令‘*令`

回笞数

15 634 1 3 9 
12,674 129 

19 18 2 1 2 B 

3 1 8 9 B 5 ? 

40934 5 9 

46 578 5 9 
5 7 29 9 5 7 

91 45 6 50 

揉準偏差 回答数

0.9 6 1 3 9 

0.26 139 

0.31 137 

0.13 64 

0.00 57 
03 8 9 3 

0.41 90 

01 9 5 2 
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--く回答数＞各戸設置型 15ふ共同浄化槽：24 ＊複数回答可
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亡
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ロ各戸設置型 口共同浄化摺

衣゚＊忍衣彙,,._11,•*.ISi..、で”
會＊＊゜ぷ ぷ衣゜
忍忍 ぷ・

、1 -
＜回答数＞各戸設置型 158、共同浄化槽：25 ＊複数回答可
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4
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1
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96)
40-元

eぉ
白
忙
恕
回

ロ各戸投置型 口共同浄化措

゜ ダ タ傘 ¢ 
＊命．命、

9 ぶ ぷや＇
ゃ

乞
0. 

-
■世帯人歎毎に衣定

使用か金（円／ ） 
標準偏差 回笞翌

平均 最91ヽ 最大

1 2 51 1 1 425 " 印 1 083 24 

9人 3 44 1 77 1 44  " 4 4025 2794 9叩 834 4 

4 47 1 3135 430 7、' 4 
• E 9 34 9 "" 1 0?  4 

s 6 260 3邸 1 8印9 1 95 3 

？ 7OO6 4 235 10098 1495 ， 7 69 7 4OO9 11 671 1 6 7 

9’ 8 95 4 98 13 63 "洸 3 

10 9 130 9 359 14 855 

＇ " 10 337 77OO 14 451 3 021 5 

1 1111 仝 90 1 750 47 

1 11893 S F 1 7054 94 

14 1 7 93印 1 357 44 1 

1 、
使用料収入

収支割合（＼）二 維持管理費用 X100 

―
―
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回

回答した151市町村のうち
＇ ー囁 84.8 ~は収支封合が 1 00~未渦

，♦ ／ノノぶぷ
岱:s-・ / ぶぶ

収支吾1合（％）

33 

- 詈 享
. '"' 

I 
●9 

糎準憮芝 ●笞●

， 4 4 4 4 ,OO 
2 4 565 E '" 4 9 99 ， 1 3 2 2 
4 " 9 6 3 3 ＇ 5,OO 44 ' 9 9 8 2 
t 4 4 1 4 I 1'151 

5 9 4 44 " " ， 4 4 ＇ 4 ， 6 380 44 B 9 約，R心， 6soo 4 4 9Bo: 1 1 9 

" 8 9 6 B 9 [ 8 9 6 1 ， 9 1 30 " " 1 ， 1 
94 9 480 4 4 1 

-僑守点楕 回答数116 盪逍！ 回答数137

30 

25 

[:]雷芸清瀑68
5 >----------------------------------

ぶ゚..ゃ#..j..j..窯..ぶ..ぷ尋夕ょ..や*..4傘尋

・全国の世帯が日常的に購入する商品やサービスの

価格変動を測定する経済指標

・R2年基準項目：790項目
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（総合・下水道料いずれも、近年は物価（料金）は上昇傾向 l
出典総務省「9日費者笥佑指数」
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『rm:11,1、一
量 5人楢 —0- J人椿 ．．10人楢

6.0 
1侃守点榛I

5.5 ---—--—------—---—---—------—--—---—---—------—---—---—---—-----~ ： ：： 二ニ：ロニニニロニニニニニニニニニニ
ii:: 4.0---—---—------—---—--—---—----—-—---—---—---—------—---—---—---—-----： ：：ニニニニニニニ：ロニニニニ：ニニニニニ
且←五三←三←こ三］1.0 --______------—---—---—---—-----______________________________--—-----~ 

0 .5 --______------—---—---—---—-----______________________________--—-----~ 
0.0 
H10 H15 H19 H21 H24 H26 H28 R5 R7 

調査年度

91--

6.0 

量 5人槽 —0- - 7人袴 -■-10人祖 匪
- 5.5 r-----―---—-—---―------—----―---—----―---―---—--―------―--_ __ 
吋 5.0 -—會―---―---―---―------―---―---―---―------―---―---―---―------―---―-
圧 45 -----------—------—---—今―.---_—←―-ー- •←ーマごCご―::
巴40 -----―---—と—---―--=-ここ：二土—---—----------―------―--___
剣 3.5 ---0女：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿―-ー：：呑―ーニ：ここ；字：ニーー：：：吝＝ニ―、三：：二苓
菜 3.0 -----―--- ::_̀os=:―-年：二：ーニ全二：こ—―---—----―---―---—--―------―--- -
塁 25--―←—←＝ナ―-←=←-一一
臣 2.0e--------------
射 1.5 -----―---―---―---―------―---―---―---―------―---―---―---―------―---―-
10-----―--____________________________________________---―------―--___ 
0.5 -----―--____________________________________________________________ 
0.0 
H10 H15 H19 H21 H24 H26 H28 R5 RJ 

調査年産

騎査年度ごとに料金の増減がありつつ、総じて横ばい 翡査年度ごとに料金の増減がありつつ｀総じて横ばい

-量 5人槽 べ>・7人椙 ←●・10人椿

面闘
¥ 5. 0 ----・ ・ ---・ •一ー·• --・ •---• • --・ •--・ ----------------・ •• • • ・-------------------

但g：二：二：：ロニロニロニロニロニニロロニニニロニロニロ
塁g：二：：二：ロニニ：二：：ロニニニ：：ロニニロニ：：ロニ：二：：ロニ：二二：
~ 2.5 [-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: r~ [-------------ー合：全：ぎ：：芸王：こ·：ここ上可こ二竺さユニ＝＝='1'------------—---

1.5'------------------• ^-----------^-------------------------~ ------------ ——------------------—-------
臨
巨 1.0

址゚．5
0.0 

1偏守点検1

H28 R5 

翡査年度

R7 

*H281よ市町村設置型浄化槽

H28→R5ではほぼ同等、R5→R7では5、7人槽は増加傾向、

10人槽は減少傾向

罰i1 、『!-
一5人梧 —◊- 7人梧 —會 10人梧

6.0 .— 
)!j-5.5 --—------—----------------—------—---—--—---—-----___. s: 50 --―------—----------＿＿＿7-一正__=―---―---―---―---―-----___... ... - -・-- ----.. ·• 
尺4.5 --―-----＿＿免二:--―---—-----―---―---—--―------―---—--―---―-----___.·— 
RI 4 .0--—------—--—---—---—-----—---—---—-—------—---—--—---—-----___. 
菜 3.5 --―-----__0------＝＝ギニ：ニー＿―.::全：二：ーニニーニ：：ニニ：：：ーーニ：二＿ーニ-0--―-----___.
塁3.0 --―----――←====二---―---- • 
臣 2.5 --―------—-----------―---―---—--―------―---—--―---―-----___.
)!j-2.0 --—------—----------------—------—---—--—---—----___. 
1.5 --―-----______________________________--―------―---―---―---―-----___. 
1.0 --―-----______________------―---―---―---―------―---―---―---―-----___. 
0.5 --―-----______________------―---―---―---―------―---―---―---―-----___. 
0.0 

匿

H28 R5 

調査年度

RJ 

*H9B1よ市町村設置型浄化捲l

H28ーR5では増加傾向,R5ーR7ではほぽ同等

99119-・

業者

5人櫓

J人槽

10人槽

止
HIO I HIS I H19 I H21 I H14 I H26 I H18 I R5 I RJ 

保守点槙料食 21 03'1 18.7131 17.2881 17.8801 18.0SBI 16.4271 16.4331 17.2171 18 02' 

漬渇料壼 26.1181 2<.1851 24.1951 25.IJJI 25.9381 26.3741 26.7271 25.1791 26.122 

保守点積料食 れ 115 19427 18139 18816 18839 17056 1JOO7 17881 1875J 

濱渇料壼 35.5351 30.6541 31.0501 31.7961 33.4'61 32.8281 33.7191 32.1681 33.065 

保守点積料會 235251 20.7651 1'4251 20.1681 20.1001 180411 18.0771 191111 20.003 

津渇料全 501491 40.4961 419481 41.6431 45.0331 4311JI 44.6671 421041 43.93, 

市町村
H 98 R5 Rl 

5人槽 「保守点積料仝 1 7→0 ?9 16 64Q 19.655 

濤渇料金 27.080 29174 2 9,9 1 7 

）人槽 1保守点積料金 1 a.Ot:'16 17,089 18,626 

潰渇料金 34927 36 886 36,108 

10人槽 「保守点積料金 21 250 21,+32 19,916 

清渇料金 45 736 48 742 47,663 

-近年、物価は上昇傾向にあるが、 保守点検料金｀｝肩掃料
金、法定検査料金は増減ありつつ、総じて横ばいの傾向

て
浄化槽の維持管理業務の安定維持に向け｀

料金の見直し検討が有用

て
公共浄化槽において保守点検・清掃料金の改定が進行

しており、より多くの市町村に展開する可能性がある

文
業者における保守点検・清掃料金の改定へ

波及することを期待

r1 ，い『町●「—
7,000 

6900 [―-s-;;:—一了函―言百---―言る―-―ぷ―-:]云―---5冨―-―云――詞

§ 5,0()(] --―←-皇-----!I-__—一皇—--_.____-------J!I__----__._--
g 
1/l 4,000 >―----―---―---―---―------―---―---―---―------―---―---―---―------―---

i 3,000 > ー——--—------------------
複

し00 ,
 

e、』

卜00 
n

1

 

H10 Hl 9 Hi 9 H91 H24 H96 H2B R5 R9 

祖杢年度

出典 過 年度m「浄化槽の指導普及に関する損査桔果」より引用

( 5~10人槽の法定検査料金はほぽ横ばい

、 -
本講査では、 保守点検業者、清掃業者、保守点検・清掃

兼業者、及び公共浄化槽等整備推進事業を実施した市
町村に対し、令和6年度の維持管理費用等についてアン
ケートを行い、それらの情報を解析・整理した。回答状況

は以下のとおりであった。

■業者 ：回答率36.1%（国答689社／1,908社）
■市町村：回答率58.7%（回答158市町村／269市町村）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【資料４】大台町における生活排水処理事業使用料の改定について 
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-
平成10年度以降の既存調査結果との比較から、

保守点検・清掃料金は年度ごとに増減がありつつも

総じて横ばいであると考えられた

全国を「北海道・東北」、「関東・甲信越」、「東海・北

陸」、「近畿」、「中国・四国」、「九州」に分類して単

独・合併処理浄化槽の保守点検・清掃料金を比較

て単独・合併いずれも地域によって保守点検・清掃料

金にばらつきはあるが、 両料金の総額は地域間で

大幅な差はなかったと考えられた

当調査にご協力いただきました次の皆様に心より

御礼申し上げます。

■一般社団法人全国浄化槽団体連合会及び
会員団体の皆様

■全国浄化槽推進市町村協議会及び会員市町村の
皆様

■保守点検業者、清掃業者、保守点検•清掃兼業

者の皆様

※本資料の内容は編集段階のものであり、今後修正・
変更の可能性があります。

45 

巨

大台町における
生活排水処理事業
使用料の改定について

三重県大台町建設上下水道課

生活排水処理事業の概要

・公共下水道李業 （特定環境保全公共下水道）と公共浄化悟李業 （特定地域
生活排水処理施設）の2つの李業を生活排水処理李業として運営しています。

・李業の経過

三
盆活損水是曝事重処曝区域置

三一-i大•血•

「 “-.... 9 

-2 -

、
平成28年度、令和5年度の既存調査結果との比較

から、以下の傾向があると考えられた

■年問保守点検料金
H28→R5ではほぼ同等、

R5→R7では5、7人槽は増加、10人槽は減少

■年間清帰料金
H28→R5では増加、R5→R7ではほぼ同等

収支割合（使用料収入／維持笞理費用）は68.7％であり、 収支

割合が100％未満の市町村は84.8%(128市町村／151市町村）

回答市町村のうち保守点検では50%(58市町村／116市町村）、

清掃では50.4%(69市町村／137市町村）で料金改定しており、

改定時期は令和6、7年度が多かった

町の概要

・大台町は、平成18年1月10日に大台町と
宮川村の合併により誕生 しました。

・三呈阻Cl)中南勢地域に位溢し、

東西に細長く広がっています。

・面積は362,86rrl
そのうち約93％が森林が占めます。

• 町の 中央を一級河J I I 「宮） I I 」 が東流し 、
その河JII沿いに葉落か点在しています。

• 町内全域が「大台ケ原 ◆大杢山 ◆大杉谷ユネス
コエコパーク」 に登録されており、宮川Cl)，原流
部は吉野熊野国立公圏、上中流域が奥伊勢宮川
峡県立自然公園に指定された自然登かな町です。

・汚水処理施設の普及状況

整涌手法 汚水処理人口 人口苔及寧

1, 2 6 9人 1 5 2 % 

3, 0 2 8人 3 6 3 % 

1, 5 2 3人 1 8 3 % 

5, 8 2 0人 6 9 8% 

2, 5 2 0人 3 0 2% 

8, 3 4 0人

・使用料 （改定前）

区分

基本使用料

使用人数

5人まで

月柔使用料 （税込）

公共下：□|公共，示之
超過使用料 15人を絃える場合は1人増すごとに 550円 550円

※ 公共浄化構使用にかかる電気代については` 1年問分を一括して使用考9こ支払いを
行っています． 1月談1.000円以内）

-3. 
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使用料の改定の背景

・亭菜閉始当初かり使用料収入の不足分を、一般会計からの繰り 入れで補っていま した。

・使用料は、消費税の改定に伴うものを除き、亭業関始以来一度も料金改定を行って
いませんでした。

・近年の物価忘騰により、収支バランスか悪化する中、 令和6年4月に日］内の一般廃
至物収揉運搬許可業者 （し尿及び浄化栖に係る汚，尼の収委、 運搬及ひ浄化栖沼掃
業）による浄化梧渚掃料及び浄化梧保守点検料のイ直上げか行われました。

・享菜経営の改善、公共浄化壻の使用者と個人が菅理する合併処理浄化壻の維持菅理
費の町民負担額の不均衡を解消するため、使用料改定を行うこととなりました。

旦Iた：ロニ芦詞：頑円代1こ
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使用料改定の検討
累1●

公共下水道亭●

-8. 

料......

改定寧

・定顧 （携心

●累•の月Uuml l （松

，．は千円］ 下水遵事菓 ，．は千円9 '示化槽事業 ［●93 fni 
xn ooo xnono 950900 

90O OOO 900000 900900 -

：烹一戸讐言言『

事業全体

改定案決定に至る庁内会議の主な議論事項
-9. 

・公共下水道亭業と公共浄化オ晋事業の使用料を｀引 き続き同一料金と していくか。

使用者の住んでいる地域によ り料金が異なると、公共サービスの公平性が損な
われるため、現行とおり同一料金とする。

• 第 1 案以外では、使用者の負担が大きく増加する改定額であるため、使用者にどこま
で負担を求めるぺきか

使用者の負担は大きく増加するが、合併処理浄化槽を維持営理するために必要
となる霰塁限の費用 （渚掃費・ 保守点検費 ・法定点検費 ・消耗品費）について
は、使用 が負担する必要がある。

1• ： 悶霜； ヽ塁行芯唇用料算定方法である第5人槽における合併処理浄化槽の年間を用 負担していただく 、 4案を改定案としました。

生活排水処理事業運営委員会
及び議会への説明と改定案の修正

・現在の李業状況と今後の見通しかり、 料歪改定の必要性について説明を行いました
が、 改定の必要性については一定の理解が1号られたものの、使用者負担の大きな改
定率については、 約 しい忌見が相次ぎました。

・庁内会謙で再検討を行った結果、改定率は修正せず、激変緩和のために5年間をか
けて段階的に引 き上げる修正案を、再び運営委貝会 ・凛会で説明 し、 理解を求める
こと とな りました。

改定修正案（緩和ほ置）
，．は 四 （税込み）
9om 

9 lSO 

6叩 ● 50 ＼累こはば一 ＇翫閉ー ゴ＇
..00ーニぶ．、戸

"50 5 5m 6950 6 600 

-10 -
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パブリ ックコメン トの実施と条例改正案の議決
•修正案について、 運営委呂会及ひ漠会で＿定の理解か1与 りれたため 、 パプ リJクコ
メン トの実施後、 条例案を滋会に上程しま した。

• 町では、生活排水処理亭業使用料と水遥料金の同時改定を計画していま したが、同
時改定は使用者の負担が大きすぎると の意見があ り、生活排水処理享空使用料の改
定を 1年延期する修正栞か議決されま した。

・条例改正の環決後、町の広報誌及びホームページによ り住民周知を行いま した。

使用料改定衰（税込み）

年度

令和9算度

令和8隼度

令和9年度

令和10皐度

令和11年度

令和12年度以怜

公共下水道使用料

ロ
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卑度

令和9年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年9

令和12年度以悶

公共浄化槽使用料

二



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５.２.３ 質疑応答 

 発表に関する質問内容と回答を以下に示す。 
 

No. 質問内容 回答 

資料 1_浄化槽行政の現状と災害対応について 
1 能登半島地震に際し、石川県内の被

災浄化槽については、環境省が被害調

査を実施したと伺っている。能登半島

地震での対応を踏まえ、今後、災害時の

被災浄化槽の被害調査に対して新たに

支援・措置を講じる予定があるか、ご教

示いただきたい。【Q&A 投稿 都道府

県】 

令和 8 年度の予算案では、新たな支援・

措置はございませんが、被災自治体から被

災時の課題や必要とされる支援の具体例

などの声を聞きながら支援を検討してい

きたいと考えています。【環境省】 

2 特定既存単独処理浄化槽にかかる上

乗せ補助を導入した場合について、 
（１）現状の単独処理浄化槽の転換を

放置すれば上乗せ補助がもらえると考

える所有者がいるのではないかと懸念

される。 
（２）環境衛生上整備を急ぐ観点から

設けられる制度とは思うが、近隣の所

有者が世間話でこの補助金の話をした

時、悪化した単独処理浄化槽にだけ手

厚い支援をしていることについて不公

平だという苦情を受けるのではないか

と懸念される。【Q&A 投稿 匿名】 

ご質問の懸念点については認識してお

ります。一方で、当該上乗せ補助は、環境

汚染の恐れがある特定既存単独処理浄化

槽を対象に令和１１年度までの期間に限

り特別に措置したものであることをご理

解いただけますようお願いいたします。

【環境省】 
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・公共浄化栖亭菜は、 公共下水道亭菜に比ぺ、施設整偏にかかるイニシャルコストは
少額と なる ものCl)、浄化椿法に定められた維持蓄理にかかるランニングコス トは、
削減の余地はあ りません。

・公共浄化栖亭棠では、亭棠費用Cl)大部分を浄化栖の維持営理費が占める摺成となっ
ています。

• 高齢化が進む中で、高額な使用料の設定は 、 高囲者や低所1丹者の生活を脅かす可能
性があ リます。

・公共用水域の水笠汚濁の防止、生活項埓の保全を図るために、 自；台体が合併処理浄
化増の維持営理を行う公共浄化椿亭業は非常に有効な手段であ りますが、 忘額な料
金設定ができなければ、自治体の財政的負担が増加することにな ります。

・亭棠を継続していくためにも、維持営理費に対する国や直の支援笞の強化を望みます。



3 浄化槽の役割は重要なものと考えて

いるが、処理水の放流先がない場所に

ついて、その整備にかかる支援策はな

いですか。【Q&A 投稿 市町村】 

浄化槽を設置可能な場所が無い場合や、

処理水の放流先となる側溝や河川が無い

といった課題に対する施設の整備や、広い

スペースの確保など、整備に関わる支援策

は現状ありませんが、今後検討するべき課

題であると認識しています。【環境省】 
4 以前は、全国に約 700 万基あるとさ

れていた単独処理浄化槽が本資料では

約 329 万基と表記されているが、この

数値は下水道区域外を除く単独処理浄

化槽の数値なのか。もしくは、各省が努

力して「浄化槽台帳」の整備を推進した

結果、削除できた数値なのか。【Q&A
投稿 指定検査機関】 

各都道府県が取りまとめている単独処

理浄化槽の合計設置基数が約 329 万基と

なっております。これは各自治体、維持管

理業者の協力、取り組みにより合併処理浄

化槽への転換が進んだ結果であり、引き続

き、浄化槽台帳のデータを基に単独処理浄

化槽から合併処理浄化槽へ転換を進めて

いくことができればと考えております。

【環境省】 
5 下水道から浄化槽へ転換できるよう

下水道法改正法案が特別国会に提出さ

れ、年内施行を見込む旨の記事が掲載

されているが、環境省として、この改正

法案に呼応する形で浄化槽整備に関し

て、下水道事業計画区域内外を問わず、

浄化槽整備事業が導入できるなど事業

採択基準の緩和や見直しなど検討され

るのか。【Q&A 投稿 指定検査機関】 

今回の下水道法改正法案に伴い、浄化槽

整備がより円滑に進むよう環境省として

も対応していきたいと思います。なお、下

水道事業計画区域内については、今までど

おり浄化槽設置不可と理解しています。

【環境省】 

6 維持管理情報の電子データ化や情報

収集の制度化に係る都道府県、市町村

もしくは浄化槽関連業者に対する支援

拡充の予定はあるか。【Q&A 投稿 都

道府県】 

維持管理情報等のデータの電子化につ

いては指導監督交付金（都道府県）、浄化

槽整備効率化事業費（市町村および、市町

村から委託を受けた事業者）において交付

対象となっておりますので、まずは当該メ

ニューのご活用を検討いただきますよう

お願いいたします。【環境省】 
7 能登半島地震における被災浄化槽の

割合について、単独、合併の別で集計し

たデータがあれば開示いただきたい。

【Q&A 投稿 都道府県】 

単独、合併の区別なく集計しているた

め、ご要望いただいたデータについては、

ございません。【環境省】 

8 保守点検・清掃業者等からの維持管 今回の全国会議資料１のスライド 13 に
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理情報の提供を想定すると、近隣自治

体をまたいで営業する事業者も存在す

ることから、維持管理情報を浄化槽台

帳にインポートするための様式の統一

が必要と考えられる。 
当県は環境省版浄化槽台帳を利用し

ていないが、台帳の改修に際して、イン

ポート用の様式の提供が望ましい。

【Q&A 投稿 都道府県】" 

おいて、令和 7 年度に発出された「浄化槽

管理者への維持管理に関する指導・助言マ

ニュアル」に標準様式が例示された旨、記

載されています。 
これを用いた維持管理情報の収集と、環

境省版浄化槽台帳システムへのインポー

トについても、並行して検討中です。【教

育センター】 

9 今後、激甚災害が発生した際に、市町

村ではなく、国または委託した業者な

どが窓口を設置すると考えてよいか。

災害時には、災害廃棄物や公費解体等

市町村で実施すべき業務が多くある中

で、浄化槽に関する受付窓口を自治体

ごとに設置することは業務負担が大き

いので、ぜひ統合的な窓口を設置して

ほしい。【Q&A 投稿 市町村】 

相談窓口（コールセンター）については、

局地的な情報にも迅速に対応できるよう、

基本的には住民に最も近い各自治体で災

害協定等により体制を確立していただく

ことが望ましいですが、自治体が被災し機

能不全に陥るケースも想定されることか

ら、状況に応じた国や関係各所の連携した

バックアップは必要と考えます。【環境省】 

10 特定既存単独処理浄化槽の少人数高

齢世帯に対して補助基準額のかさ上げ

ができたが、この少人数高齢世帯の限

定条件（所得制限・少人数・年齢の制

限）を設定した理由はなぜか。５年の時

限措置となっているで、高齢世帯等の

限定の条件が外れればより多くの特定

既存単独処理浄化槽の解消につながる

のではないか。【Q&A 投稿 匿名】 

とりわけ少人数高齢世帯の場合には割

合として費用負担が大きくなり、特定既存

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への

転換に一層支障を来たすケースが生じる

ため、合併処理浄化槽への転換費用に対す

る交付金基準額の増額を行っているもの

です。それ以外の部分を含めた維持管理の

あり方について引き続き検討してまいり

ます。【環境省】 
資料 2_環境省版浄化槽台帳の改修の検討案について 
11 現在、環境省版浄化槽台帳に対して

保守点検記録、清掃記録、11 条検査記

録を 1 件ずつ手入力しており、CSV フ

ァイルのインポートを可能とする改修

が望ましい。 
現状では CSV ファイルをインポー

トできる項目はあるが、保守点検記録、

清掃記録、11 条検査記録は対象外と理

現行の環境省版浄化槽台帳システムは、

CSV ファイルのインポートが可能な仕様

となっております。インポート可能な項目

は以下のとおりであり、「浄化槽台帳シス

テム運用マニュアル※」p.29～31 にも記

載がありますので、併せてご参照くださ

い。 
○保守点検：以下の 3 項目 
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解される。 
11 条検査の結果は毎月、電子データ

で提出されており、検査基数の多い自

治体では CSV ファイルのインポート

を可能とすることにより、負担軽減が

期待される。 
【Q&A 投稿 市町村】 
【Q&A 投稿 指定検査機関】" 

・保守点検業者名 
 ・保守点検年月日 
・保守点検の記録票(1,000 文字の自由

記述) 
○清掃：以下の 4 項目 
 ・清掃業者名 
 ・清掃年月日 
 ・清掃の記録票(1,000 文字の自由記述) 
 ・清掃汚泥量 
○11 条検査：以下の 4 項目 
 ・検査日 
 ・BOD 
 ・検査結果(＝総合判定) 
 ・不適正の場合はその原因 
※

https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/ma
nual/ledger/pdf/daichosys_unyo.pdf 
また、システムは各自治体において独自

にカスタマイズしていただくことが可能

です。【教育センター】 
12 国による統計調査に対して、台帳デ

ータの出力のみで完了するよう、調査

項目に合わせたエクスポート機能を登

載した台帳システムに改修するか、台

帳データに合わせた調査項目とするこ

とが望ましい。 
インポート・エクスポート機能の充

実により、自治体職員の負担軽減だけ

でなく、浄化槽行政全般にかかる DX
の推進や、計上方法の統一に伴う統計

データの精度向上が期待される。

【Q&A 投稿 市町村】 

統計調査（浄化槽の指導普及に関する調

査）について、現行の環境省版浄化槽台帳

システムでは、次に示す項目を期間指定に

より出力できる機能を設けており、「浄化

槽台帳システム操作マニュアル※」p.16
にも記載がありますので、併せてご参照く

ださい。 
 ○新設基数 
○旧構造設置基数 
○新構造設置基数 
○建築用途別設置基数 
○廃止基数 
○7 条検査結果 
○7 条検査対象基数 
○11 条検査結果 
○11 条検査対象基数 
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なお、調査年度により調査項目が変わる

ことから、現行では上記項目のエクスポー

トに留めておりますが、今後の改修におけ

る課題と認識いたします。 
また、当該システムの改修では、自治体

職員の負担軽減に向けた機能改善を目途

としていますが、今回の改修項目として

は、事前調査等により需要が認められた緯

度経度情報の取得や、自動バックアップ機

能の登載を優先しました。 
※

https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/ma
nual/ledger/pdf/daichosys_eturan_print.
pdf 
【教育センター】 

13 指定検査機関の法定検査データ（情

報）と自治体が整備する台帳データの

連携はどのようになっているか。

【Q&A 投稿 指定検査機関】 

浄化槽台帳は現行法に基づき、都道府県

及び権限移譲を受けた市町村による整備

を想定しており、指定検査機関の検査デー

タとの連携については法令に明記されて

いないことから、自治体ごとの対応となり

ます。【教育センター】 
14 環境省版浄化槽台帳システムの機能

追加はいつ頃の予定か。【Q&A 投稿 

市町村】 

現在、要件定義を進めている段階であ

り、改修後の台帳システムの配布時期は未

定です。【教育センター】 
15 搭載が予定されているアドレスマッ

チング機能は、スタンドアロン運用に

おいても利用可能か。【Q&A 投稿 都

道府県】 

マスタデータをダウンロードしていた

だくことにより、スタンドアロン運用にお

いても利用できる仕様を想定しておりま

す。【教育センター】 
16 環境省版浄化槽台帳のシステム改善

を検討中とのことだが、提供者や位置

づけが異なる 2 システムが主たる台帳

システムとなることが考えられ、どこ

かのタイミングで浄化槽台帳のシステ

ム一本化を実施予定であるか。 
現状、環境省と全浄連とがそれぞれ

台帳システムを開発しているような形

環境省浄化槽台帳システムについて、全

浄連の浄化槽台帳システム（Z-join）含め、

他の台帳システムと一本化することは、各

自治体の整備・利用状況等を鑑みると現状

は困難ではないかと考えております。【環

境省】 
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に見受けられ（アドレスマッチング機

能など）、どこかのタイミングでシステ

ムの一本化のうえ共同開発を行い、例

えば災害時の広域連携時に同様のシス

テムによる操作や台帳上での被害状況

整理ができることが望ましいと考えら

れるが、いかがか。【Q&A 投稿 都道

府県】 
資料 3_浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析結果について 

17 この調査結果を維持管理費用の透明

化・標準化や行政指導などに活用する

予定はあるか。【Q&A 投稿 指定検査

機関】 
 

本調査は、維持管理費用の代表的な数値

を収集することによって実態を把握する

ことが主な目的であり、本調査結果をもっ

て直ちに国から、価格の標準化や行政指導

などへの活用を求めることは考えており

ません。【環境省】 
18 本市においても保守点検・清掃業者

から価格改定の相談を受けることがあ

るが、顧客離れ等の影響から、改定に踏

み切れない業者が多数存在する。本調

査結果について、全国の保守点検・清掃

業者に情報共有する予定はあるか。

【Q&A 投稿 市町村】 

本業務の報告書は、環境省の浄化槽サイ

トで掲載が予定されています。掲載後に

は、本調査にご回答いただきメールアドレ

スが把握できている業者、市町村等に対し

てその旨ご連絡し、解析結果をご確認いた

だけるようにする予定です。 
なお、前回の令和 5 年度調査の解析結

果は、以下のURLにおいて閲覧可能です。 
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/

manual/report/hotei_seibi/pdf/r05_hotei
_seibi.pdf 
【教育センター】 

資料 4_大台町における生活排水処理事業使用料の改定について 

19 使用料推計の経済比較をしているグ

ラフについて、浄化槽の支出が下水道

事業と比較すると支出がとても多く、

収支バランスも悪いように見える。 
これは生活排水処理事業による整備

済みの範囲も普及率も違う中で推定さ

れていることから、同条件での比較で

はなく、今回の整備区画範囲内の違っ

このグラフは同条件での比較ですが、現

金収支のみの比較であり、減価償却費等は

除いています。 
本町は下水道を整備済みで公営企業へ

移行しており、管路更新の計画予定がおよ

そ 20 年後であることから今回の料金算定

からは減価償却費等を除きました。 
料金収入と経費を比較していただけれ
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た条件での比較という見方で良いか。

【会場 教育センター】 
ば、公共下水道事業では料金収入と経費の

差は少ないですが、公共浄化槽事業では、

料金収入に対し経費は 2 倍近くとなって

いますので、収支バランスが悪く見えてい

るのだと思います。【三重県大台町】 
その他 
20 昨年度見送られた議員立法による浄

化槽法改正に向けた動きについて現時

点の情報をご教示いただきたい。

【Q&A 投稿 都道府県】 

浄化槽法は議員立法であり、現在の検討

状況は不明ですが、引き続き改正の動きを

注視し、何か情報提供できるようなものが

あれば、皆様にも共有いたします。【環境

省】 
21 過去に全浄連で保守点検と清掃料金

の積算表のガイドブックを作成してい

たが、その当時は公共浄化槽の位置づ

けとはほぼ遠く、独占禁止法に抵触す

る可能性があるとされ、廃版になって

いる。浄化槽の公共性が向上している

ことから、許可する市町村も料金に関

与できるよう、ガイドブックの復活と

ともに、事業主体が関与できるように

工夫が必要ではないか。【Q&A 投稿 

指定検査機関】 

ご質問にもありますとおり、保守点検及

び清掃の価格設定の基準となるものを提

示した場合、独占禁止法に抵触するおそれ

があることから、環境省として維持管理費

用の基準表を作成、提示することは考えて

おりません。【環境省】 

22 浄化槽の維持管理費（保守点検、清

掃、法定検査）は下水道の維持管理と比

較して割高になるのは仕方ないと考え

るが、今後、少子高齢化が進むにつれ、

公共浄化槽等を推進する際に浄化槽に

おいてもユーザーからの使用料で賄え

ない部分が相当出ることも考えられ

る。その場合、一般財形からの繰り入れ

等により市町村の財政を圧迫すること

が懸念される。将来、浄化槽で汚水処理

を整備する場合にも国がそれに対応す

る予算を組むよう検討してほしい。

【Q&A 投稿 指定検査機関】 

維持管理費については、対象が限定的か

つ一定の要件がありますが、少人数高齢世

帯への支援メニューを実施しております。

それ以外の部分を含めた維持管理のあり

方について引き続き検討してまいります。

【環境省】 

23 循環型社会形成推進交付金の指導監 都道府県における協議会の運営（委託）
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督交付金について、浄化槽整備効率化

に資する指導監督のうち、委託料（台帳

作成費に要する費用※）が対象経費と

されている。一方で、委託料（効果的な

転換促進及び管理適正化推進費）は対

象経費とされていない。 
効果的な転換促進及び維持管理適正

化の推進については、都道府県及び市

町村による浄化槽法第 54 条に規定さ

れる協議会において協議する課題のひ

とつであると認識しており、例えば都

道府県における協議会の運営（委託）に

必要な費用についても補助対象として

いただきたい。これを補助対象として

いない理由などあればご教示いただき

たい。 
※効果的な転換促進及び管理適正

化・効率化に資する、浄化槽事業に係る

中長期的な事業収支シミュレーショ

ン、浄化槽に係る効率的な維持管理や

費用低減のための一括契約や契約手続

代行等に必要な情報集約・システム構

築等、浄化槽の適切な使用や維持管理

に係る設置者向けの講習会・説明会等

の理解促進活動に要する費用 
【Q&A 投稿 都道府県】 

に必要な費用等については、指導監督交付

金の主旨（指導監督事務の実施）に沿わな

いことから、交付対象とはしていないもの

です。【環境省】 

24 浄化槽台帳の整備および維持管理情

報の収集を経て、維持管理が実施され

ていない浄化槽管理者への指導等を想

定した、法改正が検討されていると考

えられる。当県においては、地理的条件

から、浄化槽による汚水処理区域が比

較的多いが、浄化槽台帳の整備につい

て、現在も課題を抱えている。住民票が

把握できる浄化槽であれば、市町村に

おいて、設置場所や氏名等の情報精査

浄化槽法は議員立法であり、検討状況は

不明ですが、当該条文箇所含め、引き続き

改正の動きを注視し、何か情報提供できる

ようなものがあれば、皆様にも共有いたし

ます。【環境省】 

200



が可能かと思われるが、別荘や事業所

等については困難である。また、別荘地

（山間地等）では、公営の上水道事業も

ないことが多く、特に、別荘地における

簡易水道等を利用している場合、自治

体側が情報を把握できていないことも

ある。 
浄化槽法改正の折には、現行法第 49

条第 2 項（情報提供の依頼を求めるこ

とができる）の規定について、都道府県

知事からの依頼があった際に、情報を

提供しなければならない、といった義

務を課すことは検討しているか。例え

ば、別荘地を管理する不動産事業者や、

その区域に出入りする保守点検業者等

から、必ず、情報を得ることは可能にな

るのか。【Q&A 投稿 都道府県】 
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第６章 業務のまとめと今後の課題

６.１ 本年度業務のまとめ 

本業務は、「プラットフォーム構築に向けた要件定義書の作成」、「環境省版浄化槽台帳

システムの改修に向けた要件定義書の作成」、「浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析」

及び「浄化槽の維持管理向上等に関する全国会議の開催」からなる。各項目の成果の概要を

以下に示す。

（１）プラットフォーム構築に向けた要件定義書の作成 

全国の保守点検・清掃業者が地方公共団体に対し電子データでの維持管理情報を統一的

に報告することができ、また地方公共団体が当該情報にアクセス可能な Web プラットフォ

ームの構築を目的に、必要な条件整理を行った。加えて、維持管理情報を業者から電子デー

タで収集している地方公共団体、あるいは地方公共団体に電子データで報告している業者、

及び業者から維持管理情報を電子データで収集していない地方公共団体を対象に、維持管

理情報の報告・収集業務における課題や要望を抽出するためのヒアリング調査を行った。こ

れらの結果を踏まえて、維持管理情報を統一的に報告・収集するための Web プラットフォ

ームの新規構築に必要な項目を整理し、要件定義書を作成した。

（２）環境省版浄化槽台帳システムの改修に向けた要件定義書の作成

令和７年度における施行規則改正及び維持管理マニュアルに対し、既存の環境省版台帳

システムの機能として搭載されていない項目、令和２年度の環境省版台帳システムの作成

時において将来的な対応として整理された項目について調査した。また、環境省版台帳シス

テムを使用している地方公共団体に対しヒアリング調査を実施し、改修が望まれる項目等

について調査した。これらの結果を踏まえ、既存の環境省版台帳システム作成時からの変化

に対する対応、及び機能向上を目的とした改修のために必要な項目を整理し、要件定義書を

作成した。

（３）浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析

全国の浄化槽保守点検業者と清掃業者、保守点検・清掃兼業者及び公共浄化槽等整備推進

事業を実施している市町村に対してアンケート調査を行い、個人設置型浄化槽及び公共浄

化槽の維持管理費用に関する以下の事項の実態を把握し、浄化槽の維持管理の適正化や効

率化等の推進に資するための基礎資料を整理した。

 保守点検の料金と回数（1 基あたり 1 年間、人槽毎）

 清掃の料金と回数（1 基あたり 1 年間、人槽毎）

 電気料金（1 基あたり 1 年間、人槽毎、処理方式毎）

 法定検査料金（人槽毎）
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 維持管理費用に係る過年度調査との比較

（４）浄化槽の維持管理向上等に関する全国会議の開催

全国の指定検査機関、都道府県、保健所設置市担当者及び関係団体を対象とした全国会議

を開催し、「浄化槽行政の現状と災害対応」、「環境省版浄化槽台帳の改修の検討案につい

て」、「浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析結果」及び「大台町における生活排水処

理事業使用料の改定について」に関する情報提供を行うとともに意見交換が行われた。

６.２ 今後の課題 

（１）プラットフォーム構築及び環境省版浄化槽台帳システムの改修 

要件定義書作成のための調査で挙がった意見・要望について、汎用性や費用対効果等に

基づき、Web プラットフォームに搭載及び環境省版台帳システムの改修項目を決定した。

一方、収集した意見・要望のうち、汎用性や費用対効果等を考慮して要件定義書に含めな

かった項目は将来的な対応課題として整理される。Web プラットフォームの作成及び環境

省版台帳システムの改修において、これらの内容について継続的に検討し、必要に応じて

機能を追加しながら、プラットフォームの構築及び環境省版台帳システムを改修すること

が求められる。

（２）浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析

今回の調査におけるアンケートの回収率は、保守点検業者と清掃業者、保守点検・清掃

兼業者が 36.1％、市町村が 58.7％であり、令和 5 年度調査（それぞれ 23.7%、28.7%）を

上回った。調査票のページ数や設問数を抑えたことにより業者・市町村職員の回答に対す

る負担が低減し、回収率の向上につながったと考えられる。今後の調査においても、過年

度調査との比較に不可欠なデータ収集が可能となるよう配慮しながら設問の集約に努め、

回収率の向上を図ることが重要である。
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■参考資料１

Webプラットフォーム構築、及び環境省版浄化槽台帳システムの改修に向けたヒ

アリング調査議事要旨

（１）A 県に対するヒアリング調査

令和 7 年度 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務 
ヒアリング調査-A 県-議事録

日時 2025 年 10 月 8 日(水) 10:00～11:00 
場所 オンライン(Zoom ミーティング)

主な議題 保守点検・清掃情報の収集状況について

ヒアリング

出席者

(敬称略)

発注者 環境省 環境再生・資源循環局

廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室

加藤室長補佐、中山指導普及係長、杉浦環境専門調査員

ヒアリング先 A 県浄化槽担当部署 (2 名) 
請負者 公益財団法人日本環境整備教育センター

櫛田、武田、山下、宮城、石井

１．全体

請負者より、今回のヒアリング調査の背景、及び概要について説明した。

２．現在の保守点検・清掃情報の収集状況について

(1) 保守点検・清掃情報の収集はいつから何に基づき実施しているか。[教育センター]
⇒ 保守点検：平成 16 年から A 県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

（以下「条例施行規則」という。）により実施している。

⇒ 清掃：条例などでは定めていないが、「浄化槽の指導普及に関する調査」の調査項

目に加わったことから令和５年度より収集を開始した。[A 県]

(2) 保守点検・清掃情報の収集はどのように実施しているか。[教育センター]
⇒ 保守点検：オンラインシステム、もしくは Excel 様式に記入した情報を業者から収

集している。提出方法は条例などでは定めていない。

⇒ 清掃：各市町村で実施しており、県としては把握していない。[A 県]

(3) 使用しているオンラインシステムはどのようなものか。 [教育センター]
⇒ 「電子申請・届出システム」を使用している。当該システムは県が運営しており、

保守点検情報だけでなく県民から様々な届出書の提出などが可能な報告システム

である。申請者の固有の ID 発行等は不要であり、保守点検情報はプラットフォー
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ム上で直接入力、もしくは Excel ファイルをアップロードし報告される。保守点検

情報は、報告する浄化槽が設置されている市町村を管轄する県出先機関に一度集

約され、その後、本庁に集約される。[A 県] 

(4) 収集先の業者数、報告頻度、報告基数（件数）はどれくらいか。[教育センター]
⇒ 保守点検：登録のある保守点検業者のうち、収集できている業者の割合は約 5 割

であるが、複数の出先機関に報告をしている業者があるため、業者数は重複して計

上されている。報告頻度は年 1 回、報告基数は把握できていない。令和 7 年度か

ら、収集した情報の整理を指定検査機関に委託しており、正確な状況把握が可能に

なると期待している。

⇒ 清掃情報：令和 5 年度から情報収集を始めてまだ間もないため、報告している清

掃業者数や報告基数は把握できていない。[以上、A 県]

(5) どのような項目を収集しているか。[教育センター]
⇒ 保守点検：設置場所、管理者氏名、処理方式、処理対象人員、保守点検回数、浄化

槽管理士氏名である。[A 県]

(6) 進捗管理（報告期日の設定や業者へのリマインド）はどのように行われているか。[教
育センター]
⇒ 保守点検：4 月から 3 月までのデータを 1 年分として報告するよう毎年度末に通

知を送付し、次年度の 6 月末日までに提出を求めている。リマインドとして、7~8
月に開催している講習会にて、参加している業者全体に対し、期日を過ぎているが

提出するよう周知しており、システム上の進捗管理は非対応である。[A 県]

(7) 行政で管理している浄化槽情報と業者の浄化槽情報の紐づけは、どのように行ってい

るか。[教育センター]
⇒ 保守点検：行政で管理している浄化槽情報と業者の保守点検情報は、設置場所名称

や設置場所住所、人槽等の浄化槽固有の情報を元に紐づけしている。指定検査機関

に委託しているので断定はできないが、目視で浄化槽情報の紐づけをし、必要に応

じて住所表記の修正を行っていると考えられる。

⇒ 清掃：清掃情報の紐づけは行っていない。[A 県]

(8) 業者が報告するためのフォーマットを定めているか。[教育センター]
⇒ 保守点検：条例施行規則に基づき既定の Excel 様式により提出を求めている。紙媒

体での提出は電子化に対応できていない等のやむを得ない場合に認めている。

Excel と紙媒体の報告基数の割合はおおむね 6 対 4 である。
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⇒ 清掃：各市町村により異なると考えられる。[A 県] 
 
(9) システム上、現在使用しているフォーマットを変更することは可能か。例として、環境

省が示すフォーマット（【別添 1】参照）での報告は可能か。[教育センター] 
⇒ 保守点検については、フォーマットの変更の可否に関する判断が難しいが、変更す

る場合には、条例施行規則の改正が必要となると考えられる。[A 県] 
 
(10) 業者より報告された情報を浄化槽台帳に反映するまでどのような作業を実施している

か。[教育センター] 
⇒ 保守点検業者が報告した保守点検情報は、浄化槽の設置市町村を管轄する県出先

機関に送られ、本庁でまとめた後、浄化槽台帳の整備を委託している指定検査機関

に送付している。委託先では維持管理情報を手作業で浄化槽台帳に反映している

と考えられる。[A 県] 
 
(11) 業者より報告された情報に不備があった場合（例：記入欄の誤り）は、どのように修正

しているか。[教育センター] 
⇒ 現時点で具体的な事例はないが、指定検査機関から県、業者に問い合わせの上、修

正する等が想定される。システム上での不備連絡や改修は非対応である。[A 県] 
 
(12) (10)の内容について作業時間、担当者数はどのくらいか。[教育センター] 

⇒ 当該作業は指定検査機関に委託しており、委託先での作業時間は 84 日、担当者は

1 名である。[A 県] 
 
(13) 現在の保守点検・清掃情報の収集方法について、どのような課題等があるか。[教育セ

ンター] 
 未提出の業者が存在するため、全実施基数の把握が困難である。 
 個人経営等の業者のデジタル移行が進まず、紙媒体のデータを電子データに変換する

のが負担となる。 
 データ数（浄化槽基数）が膨大であるため、データ入力が負担となっている。[以上、A

県] 
 
(14) その他、上記の質問項目に加えて、以下の意見が出された。 
 浄化槽設置届の電子データでの受付は今年 10 月から始めたばかりであり、権限移譲し

ているため、各市町村で対応状況が異なる。[A 県] 
 紙媒体から Excel へ報告方法を変更した時、説明会などは設けたか。また、業者側から

意見などは挙がったか。[教育センター] 
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⇒ 担当者が変わっており詳細は把握していないが、報告様式の移行は、例年開催して

いる管理士研修会で説明を行ったと考えられる。移行に対し、業者からの意見の有

無や内容についての詳細は不明である。[A 県] 
 
３．保守点検・清掃情報の報告収集 Web プラットフォームについて 
(1) 現在、資料（【別添 2】、【別添 3】）のような Web プラットフォームを検討しているが、

このようなシステムが実用化され、導入された場合、保守点検・清掃情報の収集に関し

て現在抱えている課題の解消に繋がると考えられるか。課題の解消に繋がる、あるいは

繋がらない場合、それはどのような点か。[教育センター] 
⇒ A 県では維持管理を実施している全基数の把握ができていないが、個人経営等の

業者のデジタル移行が進まず電子データでの報告が困難であること、未提出の業

者が存在することから、Web プラットフォームを実用化することで当該課題の解

決に繋がるかどうかは不明である。[A 県] 
 
(2) Web プラットフォームについて、どのような機能があると望ましいか。[教育センター] 

⇒ 紙媒体のデータを電子データに自動変換する機能があると便利である。[A 県] 
 
(3) 検討している Web プラットフォームは、各業者にアカウントを付与し活用いただく想

定である。自治体に ID 発行権限を付与し、ID とパスワードを発行し、業者に配布す

る方式を考えている。アカウントの発行や管理等についてどのような懸念点があるか。

[教育センター] 
⇒ 年 1 回の利用が想定される為、ID やパスワードを紛失する可能性が高い。報告時

期が重なるため、ID やパスワードの問い合わせ対応が集中し、県への負担が増え

ることが懸念される。[A 県] 
⇒ 現時点では ID やパスワード紛失を想定した場合のリマインダ機能の搭載により、

オンライン上での確認が可能なシステムを検討している。[教育センター] 
 
(4) 都道府県（または市町村）が収集する保守点検・清掃情報について、該当する市町村（ま

たは都道府県）が閲覧する機会・需要はあるか。[教育センター] 
⇒ 保守点検については、県への報告であることから、市町村の閲覧の機会や需要は少

ないと考えられる。清掃については、報告を求めていない市町村もあることから、

閲覧の機会や需要はある可能性がある。また収集情報に基づいた行政指導等は現

時点で実績はないが、今後活用することは可能と考えられる。[A 県] 
 

＜配布資料＞ 
・ヒアリング質問リスト A 
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・【別添 1】報告様式 
・【別添 2】システム連携イメージとプラットフォーム画面遷移図 
・【別添 3】プラットフォームのイメージ 
 
 
（２）B 社に対するヒアリング調査 

令和 7 年度 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務 
ヒアリング調査-B 社-議事録 

日時 2025 年 10 月 9 日(木) 10:00～11:00 
場所 オンライン(Zoom ミーティング) 

主な議題 保守点検・清掃情報の報告状況について 

ヒアリン

グ出席者 

(敬称略) 

発注者 環境省 環境再生・資源循環局 
廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 
加藤室長補佐、杉浦環境専門調査員 

ヒアリング先 B 社 (2 名) 
請負者 公益財団法人日本環境整備教育センター 

櫛田、武田、山下、濱中、石井 
 
１．全体 

請負者より、今回のヒアリング調査の背景、及び概要について説明した。 
 
２．現在の保守点検・清掃情報の報告状況について 
(1) 保守点検・清掃情報の報告はどのように実施しているか。[教育センター] 

⇒ 保守点検・清掃情報は社内で使用している管理システムから報告項目のデータを

抽出し、Excel や CSV など各市町村指定の様式に合わせ、メールに添付して報告

している。[B 社] 
 
(2) 報告先の自治体数、報告頻度、報告基数（件数）はどれくらいか。[教育センター] 

⇒ 報告先の自治体数は県内の全市町村である。報告頻度は b 町のみ半年に 1 回、そ

れ以外の市町村は年 1 回、報告基数は 1 万 5 千基ほどである。[B 社] 
 
(3) どのような項目を報告しているか。[教育センター] 

⇒ 浄化槽の処理方式、設置者名、住所、保守点検回数や実施日、清掃手配時の予定日、

11 条検査の実施日、処理方式や処理対象人員ごとの契約基数の総数などの情報を、

各市町村の浄化槽維持管理状況報告書の内容に沿った一覧表にして提出している。

市町村によっては型式名を報告することもある。保守点検回数が多いことで日付
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がすべて含められない場合は、最後の点検日から遡って所定の回数分を記入する

ように指定されている。[B 社] 
 
(4) 行政への報告に関して、どのような作業内容があるか。[教育センター] 

⇒ 県内 3 営業所のデータを、一括で Excel に変換・抽出できる顧客管理システムを

使用して管理している。ここから抽出したデータを、指定された報告様式に合うよ

うに書き換える、あるいは会社の様式のままメールに添付して送信している。主に

年度明けの 4~7 月の間で報告している。 
⇒ 入れ違いにより報告期日を過ぎたときは、市町村から連絡があり、期日を決めた後、

改めて提出した例がある。また、報告内容についての確認等は受けておらず、報告

後の流れは把握していない。[以上、B 社] 
 
(5) (4)の内容について、1 回の報告に要する作業時間、担当者数はどれくらいか。[教育セ

ンター] 
⇒ 市町村コードを振っており、提出先に応じた仕分けに時間を要しないため、データ

ベースから 5 分程度で必要な情報を抽出できている。業務内の空き時間で作業し

ており、全市町村合わせても 8 時間未満程度である。担当者は 1 名である。市町

村で報告期日が異なるため、個別に提出している。1 基の情報を一行にまとめる等、

市町村ごとのフォーマットの統一化が進んでいるため、徐々に効率化が進んでい

る。[B 社] 
 
(6) 行政からは報告のためのフォーマットは指定されているか。[教育センター] 

⇒ 市町村ごとに報告のためのフォーマットが指定されている。[B 社] 
 
(7) 報告項目や使用しているフォーマットを変更することは可能か。例として、環境省が示

すフォーマット（【別添 1】参照）での報告は可能か。（自治体が認めた場合）[教育セン

ター] 
⇒ 項目の追加がある場合、システム会社に依頼するため時間がかかるが、技術的には

可能である。[B 社] 
 
(8) 現在の保守点検・清掃情報の報告方法について課題等はあるか。[教育センター] 

⇒ 市町村の報告フォーマットを統一してほしい。[B 社] 
 
(9) その他、上記の質問項目に加えて、以下の意見が出された。 
 清掃の手配時、指定の依頼書が都度手書きやファックスなど、市町村ごとに報告様式が

異なるため、統一してほしい。[B 社] 
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 住所入力の指定はどのようになっているか。[教育センター] 
⇒ ある市町村は地名と番地、ある市町村は町名を抜いた番地から入力するなど、市町

村によって異なる。市町村が収集したいデータが統一されれば、維持管理業者側が

報告しやすくなると考えられる。[B 社] 
 報告開始時期はいつ頃から開始したのか。[教育センター] 

⇒ 20 年程前から、指定の書類に人槽ごとの基数を記入し、年に 1 回保健所を通して

県に報告していた。5 年程前から報告先が市町村単位に切り替わり始め、報告様式

が電子ベースとなり、3 年程前から全市町村が報告を希望するようになった。[B 社] 
 管理番号や顧客番号の報告はしているか。[教育センター] 

⇒ 基本的に設置者名の報告を行っている。[B 社] 
 
３．保守点検・清掃情報の報告収集プラットフォームについて 
(1) 現在、資料（【別添 2】、【別添 3】）のようなプラットフォームを検討しているが、この

ようなシステムが実用化され、導入された場合、保守点検・清掃情報の収集に関して現

在抱えている課題の解消に繋がると考えられるか。課題の解消に繋がる、あるいは繋が

らない場合、それはどのような点か。[教育センター] 
⇒ フォーマットが市町村で統一されれば、報告のための情報整理に係る作業時間は

低減できると考えられるが、プラットフォーム上のフォーマットへの統一に時間

がかかる可能性がある。フォーマットが市町村で統一されていない場合、特に負担

は変わらないと考えられる。 
⇒ 報告内容には個人情報が含まれることから情報漏洩対策が必要と考えられる。現

状ではパスワードを付した zip ファイル形式で送信しているため、ある程度の情報

漏洩対策ができていると認識している。 
⇒ 一方、保守点検・清掃情報の収集が電子化されてない市町村にとって、国からのプ

ラットフォームの提供は大きなプラスになると考えられる。[以上、B 社] 
 
(2) Web プラットフォームについて、どのような機能があると望ましいか。[教育センター] 

⇒ 個人経営の事業者向けに、スマートフォン等を使用して現地で保守点検・清掃情報

を入力することが可能となる機能があれば電子化に寄与すると考えられる。[B 社] 
 
 

＜配布資料＞ 
・ヒアリング質問リスト 
・【別添 1】報告様式 
・【別添 2】システム連携イメージとプラットフォーム画面遷移図 
・【別添 3】プラットフォームのイメージ 
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（３）C 社に対するヒアリング調査 
令和 7 年度 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務 

ヒアリング調査- C 社-議事録 
日時 2025 年 10 月 14 日(火) 10:30～11:30 
場所 オンライン(Zoom ミーティング) 

主な議題 保守点検・清掃情報の報告状況について 

ヒアリング

出席者 

(敬称略) 

発注者 

環境省 環境再生・資源循環局 
廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 
沼田室長、加藤室長補佐、中山指導普及係長、杉浦環境 
専門調査員 

ヒアリング先 C 社 (2 名) 

請負者 
公益財団法人日本環境整備教育センター 
櫛田、濱中、武田、山下、宮城、石井 

 
１. 全体 

請負者より、今回のヒアリング調査の背景、及び概要について説明した。 
 
２. 現在の保守点検・清掃情報の報告状況について 
(1) 保守点検・清掃情報の報告はどのように実施しているか。[教育センター] 

⇒ 保守点検・清掃情報は社内で使用している管理システムから報告項目を抽出し、パ

スワードを設定した Excel をメールに添付して送信、もしくはファックスを使用

して報告している。[C 社] 
 
(2) 報告先の自治体数、報告頻度、報告基数（件数）はどれくらいか。[教育センター] 

⇒ 保守点検契約実績一覧と清掃実績基数の報告を 6 市町に、各市町より依頼を受け

ている浄化槽台帳整備に係る報告を 4 市町に対し行っている。2024 年度の報告基

数は、保守点検は約 4,050 基、清掃は約 4,020 基であった。また、保守点検基数、

及び 11 条検査結果を指定検査機関に報告している。[C 社] 
 
(3) どのような項目を報告しているか。[教育センター] 
＜保守点検情報＞ 

⇒ 市町により異なるが、設置住所、設置場所名、管理者住所、管理者名、保守点検実

施日、清掃実施日、保守点検及び清掃業者名、浄化槽の年度内休止・廃止情報を報

告している。[C 社] 
＜清掃情報＞ 

⇒ c 市にのみ住所、管理者氏名、引き抜き量を毎月報告している。c 市以外の市町で

211



はし尿処理施設の搬入実績を基に清掃実績を収集していると推測される。[C 社] 
 
(4) 行政への報告に関してどのような作業内容があるか。[教育センター] 

⇒ 社内のシステム担当に依頼して、社内管理システムから報告項目を抽出し、Excel、
もしくはファックスで市町に報告している。報告後のデータは Excel もしくは指

定帳票で管理している。報告内容の追加や修正に係る依頼等はこれまでない。報告

期日は、保守点検・清掃実績基数の報告は年度末の締切りが多く、浄化槽台帳整備

に関わる報告は 4、5 月を締切りとしている市町が多い。 [C 社] 
 
(5) (4)の内容について、1 回の報告に要する作業時間、担当者数はどれくらいか。[教育セ

ンター] 
⇒ 保守点検・清掃実績基数の報告は、6 市町を対象に、業務の合間に 1 名で 1 週間程

度の作業をしている。浄化槽台帳整備に関わる報告は 4 市町を対象に、基数のみ

の報告は保守点検・清掃実績基数のデータを元に、1 市町につき 1～2 時間の作業

を 1 名で行っている。基数に加えて保守点検情報における実績、契約者・管理者な

ど詳細を報告する場合、1 市町につき 2 名で 1 週間程度作業している。清掃情報は

担当が異なるため、作業量等は把握していない。[C 社] 
 
(6) 行政からは報告のためのフォーマットは指定されているか。[教育センター] 

⇒ 市町から指定された Excel 様式に入力し、報告をしている。指定されていない場合

は、当社独自の様式で提出している。また、維持管理の業登録や許可はあるものの、

業務実績のない自治体に対しては、電話やメールで業務実績を回答している場合

もある。[C 社] 
 
(7) 報告項目や使用しているフォーマットを変更することは可能か。例として、環境省が示

すフォーマット（【別添 1】参照）での報告は可能か。（自治体が認めた場合）[教育セン

ター] 
⇒ 現在データとしてまとめている項目であれば、様式の変更は技術的には可能であ

る。それ以外の項目として、例えば浄化槽番号について、自治体用の番号を新規に

付す場合は各浄化槽情報の抽出、手作業での突合が必要になるが、可能である。各

点検項目について、データは管理システムから直接取得していないため、すぐに対

応するのは難しい。また、保守点検と清掃の情報を管理するシステムが異なるため、

様式の変更に対応可能な項目と不可能な項目があり、これらのシステムは外部発

注のため対応が難しい。[C 社] 
 
(8) 現在の保守点検・清掃情報の報告方法について、課題等はあるか。[教育センター] 
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 個人名や住所、水質の情報など個人のデータを外部に提出することになるため、セキュ

リティ面が懸念される。 
 報告様式が市町間で統一されていないため、作業が煩雑となる。 
 行政から浄化槽台帳についてのヒアリングは報告開始時にのみ行われたが、それ以降

は意見を伝える機会は設けられていない。[以上、C 社] 
 
３. 保守点検・清掃情報の報告収集プラットフォームについて 

ヒアリング先より、下記の通り回答があった。 
(1) 現在、資料(【別添 2】、【別添 3】参照)のような Web プラットフォームを検討している

が、このようなシステムが実用化され、導入された場合、保守点検・清掃情報の収集に

関して現在抱えている課題の解消に繋がると考えられるか。課題の解消に繋がる、ある

いは繋がらない場合、それはどのような点か。[教育センター] 
＜メリット＞ 

⇒ 様式が統一されるのであれば、作業が簡略化し、報告書の作成が効率化できると考

えられる。 
＜デメリット＞ 

⇒ Web プラットフォーム用の報告様式とは別に、従来の市町ごとの報告様式での提

出も必要となる場合、作業量が増加し負担となる。[C 社] 
 
(2) Web プラットフォームについて、どのような機能があると望ましいか。[教育センター] 
 事業者が過去の実績を検索、閲覧できる機能。 
 事業者から自治体へ情報を提供する一方通行のシステムではなく、自治体から事業者

に以下のような情報提供が可能な、相互にメリットのあるシステムであってほしい。 
 各浄化槽のメーカー、型番、処理方式がマスタ化されダウンロードできる機能。 
 各浄化槽の保守点検方法、維持管理要領書の掲載機能。 
 自地域の浄化槽における新設・休廃止情報等を検索、閲覧できる機能。[以上、C 社] 

 
上記の質問項目に加えて、当日は以下の意見が出された。 

 当該プラットフォームはいつ頃の運用を想定しているか。[C 社] 
⇒ 今回のヒアリングは現状の維持管理情報の収集方法、プラットフォームのニーズ、

プラットフォーム構築が情報収集の効率化に繋がるか否かについて情報収集を行

うものであり、運用開始時期を含めて現在検討中である。[環境省] 
 
＜配布資料＞ 
・ヒアリング質問リスト 
・【別添 1】報告様式 
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・【別添 2】システム連携イメージとプラットフォーム画面遷移図 
・【別添 3】プラットフォームのイメージ 
 
 
（４）D 県に対するヒアリング調査 

令和 7 年度 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務 
ヒアリング調査-D 県-議事録 

日時 2025 年 10 月 17 日(金)(10:00～11:00) 
場所 オンライン(Zoom ミーティング) 

主な議題 ・環境省版浄化槽台帳システムの改修について 
・保守点検・清掃情報の収集状況について 

ヒアリング

出席者 

(敬称略) 

発注者 環境省 環境再生・資源循環局 
 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 

加藤室長補佐、中山指導普及係長、杉浦環境専門調査員 
ヒアリング先 D 県浄化槽担当部署(1 名) 

出先機関 1(1 名) 
出先機関 2(1 名) 

請負者 公益財団法人日本環境整備教育センター 
櫛田、古市、武田、山下、宮城、濱中 

 
１. 全体 

請負者より、今回のヒアリング調査の背景、及び概要について説明した。 
 
２. 現在の保守点検・清掃情報の収集状況について 
ヒアリング先より、下記の通り回答があった。 

(1) 環境省版浄化槽台帳システムをカスタマイズして使用しているか。過去にカスタマイ

ズをした場合、どのような内容か。[教育センター] 
⇒ 指定検査機関の協力で、建築物名称や DM 発送予定日の検索機能追加、検索結果

に建築物名称の表示を追加、及び検索結果の項目名を選択して操作できるように、

システムをカスタマイズした。現在 10 個ある任意項目の内、9 個を DM 専用項目

として使用している。 [D 県] 
 
(2) 環境省版浄化槽台帳システムについて、特に改修を希望される項目はあるか。[教育セ

ンター] 
⇒ 改修を希望する項目について以下の要望が挙がった。 

 各浄化槽の情報を一括で削除出来ると良い。 
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 外字を含むデータの出力時に、エラーが発生しないよう修正。 
 浄化槽管理者住所（使用開始タブで入力）が検索項目に入っているとよい。 
 個人情報がオンライン上に流出する恐れを考慮し、アドレスマッチングはオフライン

で行なえるとよい。 
 14 桁程度の浄化槽番号を自動で付す機能。 

[以上、D 県] 
 浄化槽台帳システムに登録する際の設置届出書タブに、設置届出書による届出なのか、

建築確認を伴う届出なのかを区別できるような機能があると良い。 
 県がカスタマイズしたシステムを地域ごとにスタンドアロンで使用している。スタン

ドアロンでも改修内容が更新される仕組みであると良い。 
 カスタマイズをシステム上で行える機能。 
 検索条件の保存、及び読み込む機能。 
 ノートパソコンの場合、システム起動時に表示画面が見切れてしまう。全画面表示時に、

スクロールする機能があると良い。 
[以上、出先機関 1] 

 指導記録から検索結果を出力するときにエラーが発生したことがあった。カスタマイ

ズが原因でない場合、修正を希望する。 
 住所の入力作業を効率化する為、記入欄に頭文字を入れると欄の下に予測候補が出て、

選択すると大字や字を含む町域名が自動で入力される機能があると良い。 
 D 県の様式では、使用開始報告書に契約した保守点検業者の記入項目がある。現行シス

テムでは、保守点検実施日が入力必須となっている維持管理情報登録でしか業者名を

入力できないため、使用開始の報告の項目として保守点検業者名を保持できるとよい。 
[以上、出先機関 2] 

 
(3) 環境省版浄化槽台帳システムが最新版に改修された場合、その導入に当たりどのよう

な課題が想定されるか。[教育センター] 
 独自にカスタマイズした機能が含まれない場合は、改修版のシステムは使用し難いと

考えられる。 
[以上、出先機関 1、出先機関 2] 

 何十万基というデータを扱う中で、現在使用している PC スペックで十分に操作できる

か懸念される。[出先機関 1] 
 浄化槽台帳システムの導入環境として、最低限必要な機器のスペックではなく、推奨さ

れるスペックを示してほしい。[出先機関 2] 
 
(4) その他、以下の意見が挙がった。 
 アドレスマッチングとはどのような機能を想定しているのか。[出先機関 2] 
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⇒ アドレスマッチングは、住所に緯度経度情報を追加するものを想定している。[教
育センター] 

 区画整理事業による地番変更によって、旧地番から推定した浄化槽の位置と新地番よ

り推定される浄化槽の位置が異なる場合、手作業で旧地番を新地番に調整している。地

番から自動的に緯度経度を得ることによって、業務の効率化が進むと考えられるが技

術上可能か。[出先機関 2] 
⇒ 現時点で地番から緯度経度を得ることは難しい。[教育センター] 

 設置場所の表記ゆれとはどのようなイメージであるか。[出先機関 2] 
⇒ 丁目、番地、号の表記や全角、半角が統一されていない状態を指している。[教育

センター] 
 同一敷地内に、母屋と離れ各々に接続するなど、浄化槽が 2 つ存在する場合、アドレス

マッチングを行うと 1 つの浄化槽として判断されるのか。[出先機関 2] 
⇒ 同一住所で登録された場合、1 つの浄化槽として判断されると考えられる為、浄化

槽ごとの緯度経度情報が必要と考える。[教育センター] 
 区画整理事業による地番変更や、同一住所に 2 つの浄化槽が登録される可能性がある

こと、届出上の住所と管理者側の住所認識とのズレ等の事例が想定されることから、浄

化槽を住所単位で管理することに限界があると考える。浄化槽ごとの緯度経度情報で

管理する、あるいは届出時点で浄化槽に番号を付し、管理者と共有するべきではないか

と考える。 [出先機関 1] 
 行政が浄化槽番号、浄化槽 ID を付す場合、事務手続き上適切なタイミングはいつか。 

[環境省] 
⇒ 現状、浄化槽番号は浄化槽台帳登録時に付している。また、県内約 33 万基の浄化

槽番号、浄化槽 ID を管理者や維持管理業者に正確に伝達できるか懸念される。 [D
県] 

 以前の法改正時のヒアリングで浄化槽システム協会より、浄化槽台帳整備にあたって

は、浄化槽を出荷時の段階で個別 ID を付すと良いのでは?という話があったが、引き

続き自治体側が付与していく、という認識で良いか。[出先機関 2] 
⇒ ご指摘の通り、自治体側が付与していくことが望ましいと考えられる。浄化槽シス

テム協会側の話は把握していないが、徳島県では県の指示により法定検査の際に

個別 ID を付した QR コードのシールを貼り、維持管理情報の収集に活用している

事例がある。[教育センター] 
 
３. 保守点検・清掃情報の報告収集 Web プラットフォームについて 
ヒアリング先より、下記の通り回答があった。 

(1) 保守点検・清掃情報を収集し、浄化槽台帳に反映するまで、どのような作業内容か。[教
育センター] 
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⇒ D 県では現在業者から直接保守点検・清掃情報を受け取っていないが、指定検査機

関から検査を受けた浄化槽の保守点検・清掃実施情報を収集している。 [D 県] 
 
(2) 浄化槽台帳に保守点検・清掃情報を反映するうえで、現在抱えている課題はあるか。[教

育センター] 
 保守点検・清掃情報を紙媒体で記録・保管している業者への対応方法。 
 事業者番号と業者の紐づけや、浄化槽管理者が契約業者を変更した場合の紐づけ方法。 
 現行システムは CSV を介して出力等を行う為、報告に関わる事務負担がある。 
 システム上の情報と事業者からの情報の相異により突合時に齟齬が生じることがある。 

[以上、D 県] 
 
(3) 現在、資料（【別添 1】～【別添 3】）のような Web プラットフォームを検討している。

このようなシステムが実用化され、導入された場合、現在抱えている課題の解消に繋が

るか。課題の解消に繋がる場合、あるいは繋がらない場合、それはどのような点か。[教
育センター] 

 情報管理の電子化が進んでいない業者は Web プラットフォームを導入しても紙媒体を

使用し続けると考えられる。 
 Web プラットフォーム上の様式と独自の項目様式に違いがある場合、業者側に作業負

担を求めると利用してもらえないし、行政側でとなると事務負担が増え対応しきれな

い。ここのバランスが上手くいかないと Web プラットフォームを導入しても活用され

ない可能性がある。 
[以上、出先機関 2] 

 
(4) Web プラットフォームについて、どのような機能があると望ましいか。[教育センター] 
 CSV を介さず、自動で情報が反映される機能。 
 報告状況が適宜分かる機能。 
 報告のあった期間を限定しダウンロード、アップロード可能な機能。 
 直近 1 年間で清掃が行われていない浄化槽の検索機能。 
 浄化槽台帳に記載のない浄化槽の保守点検・清掃情報が報告された場合、浄化槽台帳に

収集した情報を登録できないことが想定される。 
[以上、D 県] 

 保守点検・清掃依頼代行者を業者が管理者と認識し、報告書に記載することがあり、こ

の場合管理者が変更されたのか、代行者なのか判断が難しい。これを解決できる機能が

何かあれば良いと考える。 
 業者が CSV ファイルを作成することなく Web プラットフォームに直接入力する機能。 

[以上、出先機関 1] 
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 行政と業者で把握している情報が一致しない報告の抽出機能。[出先機関 2] 
 
(5) 検討中の Web プラットフォームは、各業者にアカウントを付与し活用いただく想定で

ある。自治体に ID 発行権限を付与し、ID とパスワードを発行し、業者に配布する方

式を考えている。アカウントの発行や管理等について懸念点等はあるか。[教育センタ

ー] 
⇒ 保守点検は都道府県の許可、清掃は市町村の許可であることから、管理主体が異な

るため、統一的な運用が可能かどうか懸念される。[D 県] 
 
(6) 都道府県（または市町村）が収集する保守点検・清掃情報について、該当する市町村（ま

たは都道府県）が閲覧する機会・需要はあるか。[教育センター] 
 閲覧する場合、何を根拠にどの情報まで閲覧可能か分からないと、現時点での回答は難

しい。 
 個人情報をオンラインシステムで送信・管理することは個人情報保護の観点から憚ら

れる。 
[以上、D 県] 

 閲覧権利の付与は、法の権限を担保した上で判断するべきと考える。[出先機関 1] 
 市町村に入る悪臭の苦情は、生活排水由来の場合、単独処理浄化槽か合併処理浄化槽か

で対応が変わる為、需要はあると考える。一律で閲覧できて良いのか等、法整理は必要

と考える。[出先機関 2] 
 環境省より「浄化槽法の施行に伴う個人情報の保護に関する法律に係る解釈について」

が通知されているので、その内容を参照の上、ご検討いただきたい。[教育センター] 
 
＜配布資料＞ 
・ヒアリング質問リスト 
・【別添 1】報告様式 
・【別添 2】システム連携イメージとプラットフォーム画面遷移図 
・【別添 3】プラットフォームのイメージ 
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（５）E 町に対するヒアリング調査 
令和 7 年度 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務 

ヒアリング調査-E 町-議事録 
日時 2025 年 10 月 9 日(木) 13:20～14:20 
場所 オンライン(電話) 

主な議題 ・環境省版浄化槽台帳システムの使用状況と課題について 
・保守点検、清掃情報の収集に関するプラットフォームについて 

ヒアリン

グ出席者 

(敬称略) 

ヒアリング先 E 町浄化槽担当部署 (1 名) 
請負者 公益財団法人日本環境整備教育センター 

櫛田、武田、山下、濱中、石井 
 
１．全体 

請負者より、今回のヒアリング調査の背景、及び概要について説明した。 
 
２．現在の保守点検・清掃情報の収集状況について 
(1) 環境省版浄化槽台帳システムをカスタマイズして使用しているか。過去にカスタマイ

ズをした場合、どのような内容か。[教育センター] 
⇒ これまでカスタマイズの実績はない。[E 町] 

 
(2) 環境省版浄化槽台帳システムについて、特に改修を希望される項目はあるか。 

 [教育センター] 
 現在業務で使用しているノート PC では浄化槽台帳の全体表示ができず、別モニターで

ないと表示できない。（※PC のスペックによっては設定で解決できる） 
 GIS マップの背景（建物図）の更新がされるとよい。 
 住所入力の欄に、字名が一覧表示される機能があると作業の効率化につながる。 
 環境省による統計調査などに対し、浄化槽台帳のデータが反映されるようであれば、業

務の効率化につながる。 
 ある入力欄が他の入力欄と関係がある場合、選択肢の入力内容が他の欄と連動できる

とよい（例：欄Ａで都道府県を選択すると、欄Ｂでは該当する市町村のみが表示される

等）。 
 空き家情報の入力欄があれば、全国的に需要があるのではないか。 
 自動バックアップ機能、エラーチェック機能はあるとよい。 
 使い勝手（ボタンの大きさ等）については特に改善希望はない。[以上、E 町] 
 
(3) 環境省版浄化槽台帳システムが最新版に改修された場合、その導入に当たりどのよう

な課題が想定されるか。[教育センター] 
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⇒ 改修版のシステムで最新の OS が必要な場合は導入できない可能性がある。予算を

確保できるかどうかにより状況は変わる。[E 町] 
 
３．保守点検・清掃情報の報告収集プラットフォームについて 
(1) 保守点検・清掃情報を収集し、浄化槽台帳に反映するまで、どのような作業内容か。[教

育センター] 
⇒ 指定検査機関より法定検査の結果を Excel で収集し、総合判定が不適正の浄化槽

について、浄化槽台帳に所見を入力している。令和 7 年度から、所見に加え保守点

検・清掃の業者名、年間契約回数、実施日も報告を受けており、不適正の場合のみ

浄化槽台帳に入力し、指導に役立てる仕組みとしている。入力した所見は上書きせ

ず、過年度の不適正判定の内容も閲覧可能としている。 
⇒ 行政区域内の浄化槽（休止含む）の基数は約 2,000 基、検査対象基数は約 1,600 基

/年、不適正基数は約 100 基/年未満である。 
⇒ 維持管理業者からの網羅的な維持管理情報の収集は、これまで行っていない。[以

上、E 町] 
 
(2) (1)の内容について作業時間、担当者数はどれくらいか。[教育センター] 

⇒ 作業時間はその都度対応で 1～2 日、担当者は 1 名（他業務も兼任）である。[E 町] 
 
(3) 浄化槽台帳に保守点検・清掃情報を反映するうえで、現在抱えている課題はあるか。[教

育センター] 
⇒ 現在、浄化槽台帳に入力する項目は、不適正判定の浄化槽情報がメインであり、入

力項目・入力基数が増えると、人手不足が懸念される。[E 町] 
 
(4) 現在、資料（【別添 1】～【別添 3】）のような Web プラットフォームを検討していま

す。このようなシステムが実用化され、導入された場合、現在抱えている課題の解消に

繋がるか。課題の解消に繋がる場合、あるいは繋がらない場合、それはどのような点か。

[教育センター] 
⇒ システムが導入されたとしても、人手不足が必ずしも改善されるとは思わないが、

指導を行う際のデータとしては使えると思われる。一部の市町村において浄化槽

台帳の電子化が遅れている。全市町村が足並みを揃えなければ、業者へ電子データ

で報告させることへの働きかけができない。[E 町] 
 

(5) Web プラットフォームについて、どのような機能があると望ましいか。[教育センター] 
⇒ 浄化槽台帳に一括登録した段階で誤った情報があった場合に、エラー表示がある

とよい。[E 町] 
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(6) 検討中の Web プラットフォームは、各業者にアカウントを付与し活用いただく想定で

ある。自治体に ID 発行権限を付与し、ID とパスワードを発行し、業者に配布する方

式を考えている。アカウントの発行や管理等について懸念点等はあるか。[教育センタ

ー]
⇒ 保守点検は都道府県の許可、清掃は市町村の許可であることから、管理主体が異な

るため、統一的な運用が可能かどうか懸念される。[E 町]

(7) 都道府県（または市町村）が収集する保守点検・清掃情報について、該当する市町村（ま

たは都道府県）が閲覧する機会・需要はあるか。[教育センター]
⇒ 浄化槽台帳の整備は都道府県から市町村へ権限移譲されており、現状、県が各市町

村の浄化槽台帳を閲覧する状況は想定し難い。また、市町村の浄化槽台帳も統一的

に電子化されなければ、県との相互活用も進まないのではないかと考えられる。[E
町]

(8) その他、以下の意見が挙がった。

 指導普及調査にて保守点検・清掃の実施率の集計が開始されたことから、令和 5 年か

ら県と市町村で集計方法について協議し、保守点検・清掃情報の収集を開始した。[E 町]
 指定検査機関から検査実績として浄化槽情報を収集しているが、市町村所有の浄化槽

台帳の情報と整合しないことがある（廃止届未提出であるが検査にて廃止状態の発覚

など）。その場合、職権で浄化槽台帳を目視確認により個別で修正しているが、非効率

かつ担当者の判断にゆだねられることから正確性に欠ける。業務の効率化のため、指定

検査機関所有の浄化槽情報と連携できる機能が望まれる。[E 町]

＜配布資料＞

・ヒアリング質問リスト

・【別添 1】報告様式

・【別添 2】システム連携イメージとプラットフォーム画面遷移図

・【別添 3】プラットフォームのイメージ
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■参考資料２

発注者及び受注者における打合せ議事録

（１）第１回打合せ

令和 7 年度 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務 
第 1 回打合せ録 

日時 2025 年 8 月 22 日(金)(14:00～16:00) 
場所 環境省 

主な議題 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務の方針 

出席者 発注者 環境省 環境再生・資源循環局 

廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 

沼田室長、永浦総括補佐、中山指導普及係長、杉浦環境専門調 

査員 

請負者 公益財団法人日本環境整備教育センター 

櫛田、古市、武田、山下、宮城 

(1) 全体計画とスケジュール

請負者より、業務の方針、計画について説明した。

(2) Web プラットフォーム構築に向けた要件定義書の作成について

Web プラットフォーム構築に向けた要件定義書の作成について、以下の意見が出された。 
 保守点検業者と清掃業者(重複、複数の地区にまたがっている業者を含む)およそ 2 万社

が利用することを前提に、アクセスが集中してもサーバーが負荷に耐えられるように

対応を検討している。[教育センター]
 ダウンロードは都道府県と全市町村を対象とすること。[環境省]
 容易に入力が可能な UI について、デザインやイメージは現時点であるか。[環境省]

⇒ 現時点ではないが、ヒアリング調査前に概略図を作成する予定である。[教育セン

ター]
 UI のイメージについて、類似のクラウドサービスなどのサンプルを現時点で持ってい

るか。[環境省]
⇒ 類似例があるが、前年度のヒアリング調査結果を踏まえると、より簡便な UI が有

用と考えている。[教育センター]
 維持管理情報の電子化率が全国平均 20%とは、何に対する割合か。[環境省]

⇒ 台帳に記載された浄化槽の全基数の内、保守点検・清掃結果が電子化されている基

数の割合を示している。このデータを念頭に、環境省版浄化槽台帳システムを利用

している北海道や静岡県などをヒアリング対象とする想定である。当該データか
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らは市町村名までは分からないため、指定検査機関や県から情報を頂くことを検

討している。[教育センター] 
 Web プラットフォーム利用者からの費用徴収はないとの認識でよいか。[教育センター]

⇒ 費用徴収は想定していない。[環境省]
 問合せ対応等、Web プラットフォームの運用、維持管理の体制はどこか。[教育センタ

ー]
⇒ 確認する。[環境省]

 仕様書の８．その他(3)の適用範囲はどのような想定か。[教育センター]
⇒ JIS X 8341-3:2016 について、後ほど省内で情報収集を行う。[環境省]

 有事に備えたデータの保存期間として、どの程度を想定すべきか。[教育センター]
⇒ 省内で確認するが、セキュリティの観点から Web プラットフォーム上に長期間保

存する必要はないと整理できる。一方で、環境省関係浄化槽法施行規則にならい、

3 年の保存を目安と考えることもできる。要する費用も判断の材料としたいため、

保存期間に伴う費用の変化等を把握したい。[環境省]
⇒ 確認する。[教育センター]

(3) 環境省版浄化槽台帳システムの改修に向けた要件定義書の作成について

環境省版浄化槽台帳システムの改修に向けた要件定義書の作成について、以下の意見が

出された。

 画像データの収集・保存は仕様書上、環境省版台帳システムの改修に記載されているの

みだが、Web プラットフォームにおいても必要か。[教育センター]
⇒ 当該画像データとは、どのような想定か。[環境省]
⇒ 特定既存単独処理浄化槽にかかる写真を想定している。[教育センター]
⇒ 画像データは Web プラットフォーム上には不要だが、特定既存単独処理浄化槽に

関するチェック項目は必要である。[環境省]

(4) 浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析について

浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析について、以下の意見が出された。

 アンケートの形式について、全体像が分かるように目次を設けること。[環境省]
⇒ 承知した。[教育センター]

 アンケート回答の方法として、業者所有の料金表の添付は可能か。[環境省]
⇒ 可能と考えられるが、必要なデータが揃わない可能性がある。また、集計作業の効

率化の観点から、調査票に記入・回答していただくことが望ましい。[教育センタ

ー]
 R5 年度の調査では、回答に対するリマインドを実施しなかったが、今年度調査では市

町村に対しては全浄協を介してリマインドを実施するよう、全浄協に相談する。[教育
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センター]
⇒ 環境省からも、調査目的が明確となるような依頼文書を作成する。[環境省]

 R5 年度調査の際に使用した依頼文書を環境省に提供すること。[環境省]
 複数の地域で保守点検・清掃業を営む業者について、地域ごとに異なる料金設定を行っ

ていて回答できない可能性が考えられる。本調査とは位置づけが異なるが、当該業者の

料金設定の実態等について可能な限り独自にヒアリング調査を実施する。[教育センタ

ー]

また、アンケートの設問について、以下の方針で作成することを双方で確認した。

 アンケート回収率の向上のため、ページ数や設問数を抑え、コンパクト化を図ることと

する。今年度調査では 5、7、10 人槽を調査対象とし、単独処理浄化槽と合併処理浄化

槽の保守点検・清掃費用について、処理方式別ではなく各業者の代表的な金額を回答し

てもらうこととする。

 回答した保守点検費用に消毒剤の費用を含むか否かの項目を設け、含まない場合には

消毒剤の年間費用を別途回答する項目を設ける。

 消耗品及び機器交換費用は、消毒剤を除き今回の調査の対象外とする。

 公共浄化槽について、直近の費用改定時期の項目を追加する。

(5) 浄化槽の維持管理向上等に関する全国会議の開催について

浄化槽の維持管理向上等に関する全国会議の開催について、以下の意見が出された。

 発表議題として、今年度実施する維持管理費用調査の集計結果の報告や、外部団体から

の情報提供（電子化の促進に関する情報、空き家情報に基づく台帳突合の事例紹介等）

が考えられるが、発注者と請負者で引き続き検討していく必要がある。[環境省]

＜打合せ配布資料＞

・0822 打合せ資料

・仕様書

・提案書（抜粋）

・【別添 1】報告様式

・【別添 2】維持管理情報電子化率

・【別添 3】台帳整備・システム利用状況

・【別添 4】R5 業者アンケート調査票

・【別添 5】R5 市町村アンケート調査票

・【別添 6】R5 維持管理費用調査（業者回答）の解析結果
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（２）第２回打合せ 
令和 7 年度 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務 

第 2 回打合せ録 
日時 2025 年 9 月 12 日(金)(10:00～12:00) 
場所 環境省 

主な議題 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務の方針 
出席者 発注者 環境省 環境再生・資源循環局 

 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 
沼田室長、永浦室長補佐、杉浦環境専門調査員 

請負者 公益財団法人日本環境整備教育センター 
櫛田、古市、武田、山下、宮城 

再委任先 MR コンサルティング株式会社 
箱島、安達 

 
(1) 全体計画、方針 

請負者、及び再委任先より、業務の方針、計画について説明した。 
 
(2) Web プラットフォーム構築、及び環境省版浄化槽台帳システムの改修に向けた要件定

義書の作成について 
各要件定義書の作成について、以下の意見が出された。 

 JIS X 8341-3:2016 の適用範囲は AA 準拠とするべきか。[MR コンサルティング] 
⇒ 利用者は不特定多数ではなく、業者と自治体職員等を想定しているものなので、

JIS X 8341-3:2016 に全て準拠する必要はないと考える。後ほど類似の利用者を対

象としている既存のプラットフォームを確認する。[環境省] 
 Web プラットフォームの運営について、他の部署との連携を行いながら、教育センタ

ーで請け負えるよう体制構築を図っている。引き続き相談させていただければと思う。

[教育センター] 
 
(3) ヒアリング調査対象について 
 ヒアリング調査対象について、以下の意見が出された。 
 利用者側の意見を収集することがより良いプラットフォームの構築に繋がると考えて

いる。[環境省] 
 ヒアリング対象業者について、清掃専業の業者に調査の可否を確認中である。[教育セ

ンター] 
 現時点では、具体的な日時は未定で、オンライン上で 1 時間程度行うことを想定して

いるが、環境省は参加するか。[教育センター] 
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⇒ 参加可能な日程であれば参加したい。[環境省] 
 
(4) Web プラットフォーム及び浄化槽台帳システムの連携イメージについて 

Web プラットフォーム及び浄化槽台帳システムの連携イメージについて、以下の意見が

出された。 
 デジタル庁のアドレス・ベース・レジストリと連携することで、アップロードされた住

所の表記ゆれを修正、正規化することが可能である。存在しない住所や、打ち込みや変

換ミスなどの修正不可能な住所がデータに記入されていた場合、エラーメッセージを

出力することを考えている。このレジストリは頻繁に更新されると考えられるため、自

動でダウンロードするシステムを組み込むことを考えている。[MR コンサルティング] 
 浄化槽情報と住所が一致したマスタデータや ID は存在するか。[MR コンサルティン

グ] 
⇒ ID を発行している自治体は、電子化が進んでいる自治体の中でも少数である。現

時点では、ID がない県は住所で突合するしかない。[環境省] 
 設置届提出時は浄化槽台帳に地番で登録される。一方、清掃・保守点検時は住所で管理

するため、自治体と業者の突合が必要となる。行政の仕事は増えるが、運用しながら突

合することを想定している。[環境省] 
⇒ 浄化槽は毎年約 10 万基新規設置されるので、既存のデータとの突合作業は毎年必

要となる。[教育センター] 
⇒ 突合時に浄化槽台帳の地番を正規化された住所に変更してもらう。[環境省] 

 写真アップロードは Web プラットフォーム上では実施しないことを想定している。[教
育センター] 

 業者側は規定のエクセルデータをアップロードし、自治体は CSV ファイルとしてダウ

ンロードする。このとき規定から外れたデータがアップロードされたらエラーメッセ

ージが出る、という認識で良いか。[環境省] 
⇒ そのとおりである。[MR コンサルティング] 

 電子化済みの自治体が使用している独自のシステムなど、エクセル以外の書式での提

出にも対応することは可能か。[環境省] 
⇒ 可能だが、システムが複雑化するので統一化したほうが良いと考える。[MR コン

サルティング] 
⇒ 国のマニュアルで示された標準方式に沿って、各自治体は情報を集めるよう促す

ためのプラットフォームと捉え、統一化する方針とする。[環境省] 
 台帳に保守点検・清掃の情報が登載されている自治体においても、法定検査の情報から

の抽出がほとんどとのことであった。また、電子化済みの自治体が使用している独自の

プラットフォームからフォーマットを変更することは容易にできる、とのことだが、ヒ

アリングで確認する。[教育センター] 
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 ヒアリング対象の自治体は現状、フォーマットを定めて運営しているのか。[環境省] 
⇒ 現時点では把握できていない。[教育センター] 

 業者が独自の様式で維持管理情報を集約している場合は、業者側に報告様式に則りデ

ータ整理を行ってもらう必要がある。 [教育センター] 
 電子化が進んでいない業者と自治体が本 Web プラットフォームのメインターゲットで

あるため、Webプラットフォームの構成はできるだけ簡潔にするべきである。[環境省、

教育センター] 
 3 年以上更新がない浄化槽データは、空き家や撤去の可能性が考えられるため、廃止ま

たは休止と整理できる。[環境省] 
 QGIS に対する対応については後日改めて打合せの機会を設けたい。[環境省] 
 
(5) Web プラットフォーム画面遷移図について 

Web プラットフォーム画面遷移図について、以下の意見が出された。 
 アカウント作成について、個人のメールアドレスを使用するのではなく、団体のアドレ

スを登録する方式か、もしくは自治体が ID とパスワードを業者に配布する方式が良い

のではと考える。[MR コンサルティング] 
⇒ 業者の新規登録や廃業のことも考えて、自治体がアカウントを発行、各業者に配布

する方式が良いと考える。[環境省] 
⇒ 自治体からのアカウント配布について、ヒアリングで確認する。[教育センター] 

 自治体側の機能にアカウントを発行する機能、ユーザー管理の機能は必要か。[MR コ

ンサルティング] 
⇒ 必要である。[環境省] 

 2 段階認証のワンタイムパスワードは業者のみで、自治体は不要と思うが、異なる設定

は可能か。[環境省] 
⇒ アクセス元 IP アドレスが固定であるならば、ワイタイムパスワード認証を省略す

る等の対策は可能である。[MR コンサルティング] 
 複数の自治体、都道府県で営業している業者の場合、自治体別に報告データを分けてか

らアップロードする方法と、複数の自治体における報告データが混合している状態で

アップロード後に自治体ごとに分ける方法が想定され、どちらも実装が可能か。[環境

省] 
⇒ 複雑になるがどちらも可能である。ただし、プラットフォームをシンプルにしたい

場合は、報告データをあらかじめ自治体ごとに分けてもらう必要がある。[MR コ

ンサルティング] 
⇒ 営業所単位でアカウントを作成し、自治体ごとに分けてデータ入力を行うことを

検討する。[環境省、教育センター] 
 アカウントに大量のデータを保存することは負荷がかかるか。[教育センター] 
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⇒ 著しい負荷はかからない。ただし、一時保存の期間が延びることで、データ容量も

増え、ランニングコストも増える。[MR コンサルティング] 
 様式との相違によるエラー表示等が必要である一方、突合していないことのエラー表

示等は必須ではないと考えている。[環境省] 
⇒ QGIS に取り込んで突合できなかったときなどに、自治体が業者に対して再提出を

依頼できる機能を設けることとする。[MR コンサルティング] 
 同じデータの上書きや更新は業者と自治体がそれぞれどこまで関与できるようにする

か。何度も自由にアップロードできるようにしても問題はないか。[環境省] 
⇒ アップロード時に、業者側の過去と今回のデータとの比較などを行ってエラー表

示して再提出や修正を促す、または受理通知を表示することが検討される。自治体

によるチェック時に既存データとの相違がみられた場合、自治体側で受理を撤回

し、再提出を催促できるシステムにすることが良いと考えられる。[教育センター] 
 維持管理情報をメールで集めている県に対し、再提出や修正依頼をどのように行って

いるか、ヒアリングを実施してほしい。[環境省] 
⇒ 承知した。 [教育センター] 
⇒ 修正希望箇所を Web プラットフォーム上で選択、明示を行う場合、システムの動

作が重くなる可能性がある。現在の運用についてのヒアリングをした上で仕様を

検討したい。[MR コンサルティング] 
 業者側によるアップロードのタイミングや、自治体側のダウンロードのタイミングや

頻度は分かるか。[MR コンサルティング] 
⇒ 業者からの報告頻度に対する統一した制度はないが、月 1 回等が多いと考えられ

る。[環境省] 
 自治体がダウンロードしたデータが、次の機会のダウンロード時に重複する可能性は

無いか。[環境省] 
⇒ 報告を１ヶ月単位で締め切る場合、月を選択してダウンロードする方式が分かり

やすいのではないか。[MR コンサルティング] 
⇒ 日付とアカウントでの検索や、期間を限定したうえでダウンロードやアップロー

ドする機能等を設ける方針とする。[環境省、教育センター、MR コンサルティン

グ] 
⇒ 利用者にとって、どのような機能や運用が望ましいか、ヒアリングで確認する。[教

育センター] 
 ひと月分のデータの各業者のアップロードの状況が分かる一覧表をつくることは可能

である。報告件数の%表示もできる。この場合、提出期限の設定が必要になる。[MR コ

ンサルティング] 
⇒ 一覧表があることによって、自治体が業者にアップロードの催促を行うことが容

易になると考えられる。[環境省] 

228



 業者がデータをアップロードしたことや、ダウンロードができる状態になったことを

自動的に自治体に知らせるメール配信機能の実装は可能か。[環境省] 
⇒ 可能である。[MR コンサルティング] 

 都道府県知事等の大元の台帳管理者が、一括で各自治体の清掃実施記録などを閲覧可

能にすることはできるが、そのような機能は必要か。コストは大きく増加しない。[MR
コンサルティング] 
⇒ 都道府県知事が完全に権限移譲した場合は見られないようにすべきだか、どの程

度市町村に移譲しているかは都道府県によって異なる。[教育センター] 
⇒ ヒアリングで県に対し、アカウント閲覧権限等についての質問をすること。[環境

省] 
⇒ 承知した。[教育センター] 

 環境省が収集データを閲覧することもあるか？[MR コンサルティング] 
⇒ 環境省も閲覧できるようにしてほしい。[環境省] 

 国や自治体側が閲覧可能な情報の範囲について、それぞれ設定は可能か。[環境省] 
⇒ 可能である。[MR コンサルティング] 

 業者は自身のアカウントの履歴のみを閲覧できるという認識でよいか。[環境省] 
⇒ そのとおりである。[MR コンサルティング] 

 
＜打合せ配布資料＞ 
・【資料 1】浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務_打合せ資料_20250912 
・【別添 1】浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務_業務イメージ_20250912 
・システム連携イメージとプラットフォーム画面遷移図 
・JIS 難易度調査 
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（３）第３回打合せ 
令和 7 年度 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務 第 3 回打合せ議事録 

日時 2025 年 11 月 25 日(火)(14:00～16:00) 
場所 教育センター4 階会議室、オンライン(Zoom) 

主な議題 Web プラットフォーム構築及び環境省版浄化槽台帳の改修に係る検討 

出席者 

発注者 
環境省 環境再生・資源循環局 
 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室  
中山指導普及係長、杉浦環境専門調査員 

請負者 
公益財団法人日本環境整備教育センター 
櫛田、武田、山下、宮城、濱中、石井 

再委任先 
MR コンサルティング株式会社  
箱島、安達 

 
(1) Web プラットフォーム構築及び環境省版浄化槽台帳の改修に関するヒアリング結果 
請負者より、ヒアリング調査の結果及び既存の電子申請システムの利用状況の調査結果

について説明した。 
 
(2) 都道府県等における既存電子申請システムを利用した維持管理情報収集状況について 

請負者より、都道府県における既存電子申請システムを利用した維持管理情報の収集状

況について説明し、以下の意見が出された。 
 【別添 2】の既存電子申請システムのメリットとデメリットは、G ビズ ID や LoGo フ

ォームに共通するものという認識で良いか。[環境省] 
⇒ そのとおりである。[教育センター] 

 今年度業務としては要件定義書の作成となる。既存電子申請システムとのメリットデ

メリットの比較を踏まえつつ、自治体によって既に利用可能なプラットフォームがあ

る程度整備されている点については、今後慎重に検討していくべきと考えられる。[環
境省] 

 
(3) 保守点検・清掃情報の報告収集 Web プラットフォームについて 
保守点検・清掃情報の報告収集 Web プラットフォームについて、以下の意見が出された。 

 Web プラットフォームはG ビズ ID をログインに活用する方針で検討するとの認識か。

[MR コンサルティング] 
⇒ ログイン方法については、現段階では決定していない。[教育センター] 

 G ビズ ID 活用のメリットは、自治体によるアカウント管理を省略できることである

が、一方、自治体の ID 取得が可能か否かは現時点で不明である。 [MR コンサルティ

ング] (※打合せ後、自治体も ID 取得は可能であることを確認した。) 
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 どれくらいの事業者が G ビズ ID 等を利用した電子申請を行っている情報はあるか。

[MR コンサルティング] 
⇒ 今回のヒアリング対象で、G ビズ ID を導入している都道府県では、事業者数ベー

スで 5 割、基数ベースで 6 割程度が電子申請とのことであった。[教育センター] 
⇒ 実際に取得手続きをしたが、G ビズ ID はアカウントを取得するまでのハードルが

高いことから、現在紙媒体で報告している事業者は取得に抵抗を感じる可能性が

ある。アカウントは①エントリー、②プライム、③メンバーの 3 段階であり、エン

トリーは本人確認が要らず手続きは容易だが、二段階認証の運用を考えているこ

とから本人確認必須のプライムでの取得が想定される。[MR コンサルティング] 
 環境省は既存のシステムを利用するべきと考えているか。[教育センター] 

⇒ 業務発注時は、G ビズ ID の利用の想定はなかった。[環境省] 
 各プラットフォームは汎用的な仕組みなのか。[環境省] 

⇒ 入居届などの住民向けの手続きから、要介護認定申請などの事業者向けの申請ま

で、様々な行政手続きの申請フォームとして使われている。[教育センター] 
 G ビズ ID は既に比較的活用されていることから、活用する場合、アカウント発行の手

続きが省略でき、都道府県等の作業負担は軽減できると考える。一方で、アカウントの

取得難易度が高いことから、零細事業者が多いことも鑑みると、全事業者に取得を依頼

することは難しいとも考えられる。行政としては、G ビズ ID の取得を推進しており、

汎用性を持たせた方が望ましいと考える。これらを踏まえた上で要件定義を策定して

いくべきと考えるが、現時点で G ビズ ID を活用するか否かについて断定できない。G
ビズ ID の使用の有無で比較をする必要があると考える。[環境省] 

 要件定義書では G ビズ ID を使うか否かを決めた上で作成に入るということか。[教育

センター] 
⇒ プラットフォーム側で申請を受ける場合、数多くの既存のプラットフォームの内

から一つを選び、改修して利用することは様々なハードルが想定されることから、

既存プラットフォームの使用は選択し難い。選択肢としては ID とパスワードだけ

を共通とし、G ビズ ID を取得済みの事業者は同じ ID とパスワードでログインで

きる機能とするか、あるいは G ビズ ID とは関係のない専用 ID とパスワードを発

行するかの 2 択と認識される。この点については早急に決定する必要がある。 [MR
コンサルティング] 

⇒ 直接 G ビズ ID を使用するということではなく、既存の G ビズ ID と同様の ID と

パスワードであれば使用できるシステムとしつつ、並行してプラットフォーム独

自の ID とパスワードを発行するという認識でよいか。自治体向けに G ビズ ID と

は異なるアカウントが必要となるため、ログイン方法を 2 つ設ける必要があると

いう認識でよいか。[ [環境省] 
⇒ 現時点では、業者側は G ビズ ID によりログインする場合のみを想定していたが、
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自治体向けに新規アカウントの発行機能を持たせる必要がある。ログイン方法を 2
種類設けると、プラットフォームの複雑化に繋がる。[MR コンサルティング] 

 自治体側のアカウントの発行はどういった流れを想定しているか。[教育センター] 
⇒ これまでの打合せと同様、申請画面を作成するか、こちらから配布する形のいずれ

かを想定している。自治体の場合、総数は分かっているので配布しやすいと考えら

れる。[MR コンサルティング] 
 検討を行う場合、追加で調べることはあるか。または、この場で判断することは可能か。

どのように検討すればよいか。[教育センター] 
⇒ 現時点で判断することは出来ず、十分な情報に基づき決定したい。G ビズ ID の有

無によるコストやハードルの比較について調べてまとめることは可能か。[環境省] 
⇒ 可能である。[教育センター、MR コンサルティング] 

 将来的な対応として、エクセル様式なしでのスマホ入力が考えられるが、実用化には自

治体における全浄化槽情報をマスタデータ化して管理する必要がある。マスタデータ

があれば、スマホで入力できることが可能となると考える。[MR コンサルティング] 
 JIS X 8341-3:2016 の AA 準拠について確定されたことはあるか。[MR コンサルティ

ング] 
⇒ 環境省内で同様に事業者から情報収集している部署に確認したところ、AA ランク

で行っているとのことであったため、本件も同様に扱うこととする。[環境省] 
 
(4) 環境省版浄化槽台帳システムの改修について 

環境省版浄化槽台帳システムの改修について、ヒアリング先より要望のあった項目を検

討したところ、以下の意見が出された。 
 資料中の対応期間は、できるか否かを調べる期間の目安であり「小」：5 人日以内、「中」：

10 人日以内、「大」：それ以上の期間、のイメージである。[MR コンサルティング] 
 保守点検・清掃依頼について、浄化槽管理者と依頼代行者を区別できる機能とあるが、

具体的にどのようなものか。[環境省] 
⇒ 保守点検・清掃依頼代行者を業者が管理者と認識し、報告書に記載することがあり、

この場合、管理者が変更されたのか、代行者なのか判断が難しく、これを解決でき

る機能があれば良い、という趣旨であった。[教育センター] 
⇒ 保守点検・清掃記録に記載されている名前が必ずしも管理者本人とは限らず、代行

者が記載されている場合があるため、代行者の入力をする段が必要、という認識で

良いか。浄化槽台帳に登載するべき事項に該当すると考えるか。[環境省] 
⇒ ヒアリング不便であると感じていると考えられる。代行者の入力欄どの項目に追

加するか等は要検討と考える。[教育センター] 
⇒ 法令上の必須事項ではないと考えるが、どういう形で実装するかを含めて検討し

たい。[環境省] 
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 本システムに対し、一般廃棄物処理実態調査などに対応している機能の追加は必要と

考えるか。[教育センター] 
⇒ 環境省版浄化槽台帳システムは浄化槽法に基づくシステムであり、廃棄物処理法

関連などを想定しているものではないと考える。浄化槽指導普及調査には現行の

出力システムで対応できていると考えている。利用者側で逼迫している状況であ

るか。[環境省] 
⇒ 逼迫はしておらず、あるとより良いという回答であった。仮に機能を追加するとし

た場合、現行システムにおいて、不足項目等は何かあるか。[教育センター] 
⇒ 現時点で具体的に把握は出来ていない。他の要望より優先するかは要検討となる。

今回の台帳システム改修の主旨から離れるため、将来的な課題として整理するこ

ととしたい。[環境省] 
 アドレスマッチングについて、現行の環境省版浄化槽台帳システムはスタンドアロン

であり、オフライン環境下では困難と認識しているが、災害対応を想定し、GIS の地図

上に浄化槽の位置情報を正確に表示する機能は重要である。ダウンロードした時点で

のアドレス情報に照らし合わせてのマッチングという方法は難しいか。[環境省] 
⇒ 技術的には可能であるが、現実的な課題を把握した上で実施する必要がある。マス

タデータの容量が大きいため、マスタデータのアップデート方法や利用者側のデ

ィスク容量の確保などの地方公共団体の運用面で解決していくことが求められる。

[MR コンサルティング]  
⇒ 各市町村や都道府県単位で分割したファイルのダウンロードは可能か。[教育セン

ター] 
⇒ 可能であることを確認した。約 10GB 未満であり、自治体の規模にもよる。[MR

コンサルティング] 
⇒ ある程度限定した形でアドレスマッチングを行うことが可能となる仕様としたい。

改修する上で重要な要素になると考えられるので、実装する方向で検討していき

たいが、ダウンロードする仕組みは作り、ダウンロードするか否かは各自治体が選

ぶ形で実装することは可能か。[環境省] 
⇒ 可能である。[MR コンサルティング] 

 オフライン下で緯度経度情報を基に自動でスポッティングする機能は可能か。[環境省] 
⇒ 可能である。また、仮にプラットフォーム上で正規化した住所データに緯度経度情

報を追加する場合、スポッティングする作業が必要無くなると考えている。[MR コ

ンサルティング] 
 Web プラットフォームの利用を前提とした場合、自治体担当者は浄化槽台帳システム

側ではアドレスマッチングが不要となるといった理解でよいか。[環境省] 
⇒ 自治体が持っている情報を一度 Web プラットフォームにアップロードするという

機能は持たせない予定であり、また、全ての浄化槽が直ちに報告されるとは限らな
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い。そのため、浄化槽台帳システム上でもアドレスマッチング機能は必要であると

考える。[教育センター、MR コンサルティング] 
 浄化槽番号の採番に共通ルール等はあるか。[MR コンサルティング] 

⇒ 存在しない。異なる自治体で同じ番号を使用し、異なる浄化槽をコード化している

可能性はある。[教育センター] 
 画面が見切れた場合のスクロール機能や横幅の調整機能については実際のプログラム

を見てからの対応となる。[MR コンサルティング] 
 現行システムでは使用開始の報告内容で検索することはできない。設置者住所の場合、

引っ越し前の住所である場合や大家の住所の可能性がある。地名地番だけでなく、使用

開始の報告に記入項目がある設置場所の住所で検索が行えるようにしてほしい、とい

う趣旨であった。[教育センター] 
 現状では、検索の対象となる項目が限られているが、自治体ごとに任意に選ぶことは可

能か。[教育センター] 
⇒ 理論上可能ではあるが、画面のレイアウト等、どこまで出来るようにするかによっ

て対応期間は大きく変動する。[MR コンサルティング] 
 修正内容には、カスタマイズによる内容も含まれると考えられる。機能は一旦統一され

るということなのか。カスタマイズ済みのものも改修の対象となるか。[MR コンサル

ティング] 
⇒ 環境省版浄化槽台帳システムはすでに作成され、各自治体で運用されていること

から別物として扱われる。カスタマイズ済みのものはエラー修正の対象とならな

い。一方、今現在、カスタマイズ前のものでエラーが発生する場合は修正の対象と

なる。[環境省、教育センター] 
⇒ 承知した。[MR コンサルティング] 

 
全体的な改修の進め方について、以下の意見が出された。 
 どの自治体からも提言されている要望であるため優先して改修してほしい、などのよ

り具体的な話を聞く機会が欲しい。その上で改修項目の優先度や取捨選択を行いたい。

[MR コンサルティング] 
⇒ 本年度は追加でヒアリングを行う予定はない。ヒアリングで出た要望には対応し

ていく方針で進めたいが、優先度や取捨選択は行うべきと考える。[教育センター] 
 入力した項目をどこに表示するかなどは正確に把握したい。実際の画面を見ながらど

この段にするか等の確認をおこなう機会を別途設けてほしい。[MR コンサルティング] 
⇒ 承知した。[教育センター] 

 環境省として優先的に改修したいと考えている項目等はあるか。[教育センター] 
⇒ 省令を改正した結果変更となった項目には必須で対応したいと考えている。現行

システムでは備考欄として対応していた内容に関して、要望のあった項目につい
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ては工数が少ないのであれば実装したい。[環境省] 
 要望のあった項目は、取捨選択後、解像度を高めた上で優先して改修する、という方針

で良いか。[教育センター] 
⇒ 環境省の方で優先事項を追加で記載する。その資料を基に打合せを行ってほしい

と考えている。要望のあった項目の内、保守点検・清掃依頼について、浄化槽管理

者と依頼代行者を区別できる機能は除いて、対応期間が小と記載されているもの

は確定で改修したいと考えている。[環境省] 
 カスタム機能について、実装は理論上可能だと思うが、コスト等はかなり大きいのでは

と考えるがその認識で良いか。[環境省] 
⇒ 自由に設定できる機能は、固定で使用する場合と比較して工数は大幅に増加する。

自由に設定した画面が他の画面などに与える影響を調べる必要もある。[MR コン

サルティング] 
 現状のヒアリング内容のみでは、自治体が使用することの多い検索条件等のデータが

ない為、検索画面についての改修方針はすぐに示せない。[環境省] 
⇒ 教育センターとしても具体的な情報は持っていない為、追加でヒアリング先に電

話で確認することも必要になると考える。[教育センター] 
⇒ ヒアリング対象が少ない以上、検索項目の改修の優先度は下げるべきと考える。[環

境省] 
⇒ ヒアリングで上がった検索項目は明確に言及されていることもあり、優先するべ

きと考える。[教育センター] 
⇒ 具体的に要望が挙がっている項目で、対応期間が小さいものは優先して改修した

いと考えている。[環境省] 
⇒ 業務に支障のないものは優先度を下げる、という考え方で良いと考える。[MR コ

ンサルティング] 
 現行システム上のエラー再現や、改修時にエラーが発生するかを調べる為、具体的な内

容が書かれた 100 件分のサンプルデータの提供は可能か。[MR コンサルティング] 
⇒ 教育センターが 100 件分のサンプルデータを用意し、MR コンサルティングに提

供する。[教育センター] 
 
(5) 要件定義作成におけるコスト影響因子について 

再委任先より、要件定義作成において、コストに大きな影響があるものとして、以下の項

目が挙げられた。 
① G ビズ ID を認証用アカウントとして利用するか否か。 
② 市町村の情報を都道府県が閲覧可能にする場合、閲覧権限のカスタマイズなどグルー

プ管理機能を実装するか。 
⇒ 工数はどれくらいの違いが生じるか。[教育センター] 
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⇒ 無条件閲覧か細かい権限制御の有無によって工数が変動する。[MR コンサルティ

ング] 
③ アカウントを事業所単位で発行するか。自治体をまたぐ事業者をアカウント 1 つで運

用した場合、管理や画面構成が複雑化しコストの増加が想定される。なお、1 アカウン

トで複数報告先がある場合、ログイン後に報告対象選択画面を追加する想定である。 
⇒ 複数の自治体にまたがって業務を行う事業者も多い。一方で大きい業者であれば、

社内システムが整備されており、専門の社員が担当しているため、アカウント管理

も容易になると考えらえる。[教育センター] 
④ 進捗管理について、事業者と基数、片方又は両方を母数とするのか。インプットは都度

自治体で追加しなければいけないが、それが可能かどうか。 
⑤ 書式の必須項目は統一するか。必須項目のうち、不明な情報は空欄や「不明」の選択肢

とする。すでにバラバラに使用している書式を取り込むシステムは非効率と考えられ

る。 
⇒ 条例等により報告様式をすでに定めている自治体は、様式を変更することが困難

である。[教育センター] 
⇒ 基本的にはマニュアルに示している報告様式をベースとしてよいと考えるが、既

存のシステムからの乗り換えを想定した場合、統一的な様式が必要となる。[MR コ

ンサルティング] 
⇒ 本 Web プラットフォームは、現状業者に対しての情報収集の取り組みを行ってい

ない自治体に使用してもらうことが主旨であり、基本的にはマニュアルに示した

統一様式をベースにした情報収集の仕組みとして良いと考える。現状、独自様式で

情報収集している自治体に対して、独自様式への適応を優先する必要はないと考

えられる。一方で既存の情報収集が非効率のため、環境省が提供する WEB プラッ

トフォームを活用したいという需要も想定される。 [環境省] 
⇒ マニュアルにて示されている報告様式をベースとする。[MR コンサルティング] 

 
(6) 今後の方針について 

今後の方針について、以下の意見が出された。 
 教育センターと MR コンサルティングは、G ビズ ID の有無によるコストやハードル

の比較をまとめ、環境省に提出する。 
 環境省は、環境省版台帳システムの改修について、各項目の優先度の判断を行う。 
 環境省版浄化槽台帳システムの改修項目については要件定義の進捗に支障をきたさな

いよう、2 週間以内に中身を確定させる。12 月の初週に、上記の情報を基に、打合せを

行うことができるよう日程調整を行う。 
 教育センターは、環境省版浄化槽台帳に入力用のサンプルデータ 100 基分を用意し、

MR コンサルティングに提出する。 
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＜打合せ配布資料＞ 
・【資料 1-1】：Web プラットフォームについてヒアリングで挙がった意見のまとめ 
・【資料 1-2】：環境省版浄化槽台帳システムについてヒアリングで挙がった意見のまと

め 
・【別添 1-1】：各都道府県の電子申請システムの状況として、最も利用されていた G ビ

ズ ID による申請内容の一覧 
・【別添 1-2】：別添 1-1 の G ビズ ID 以外のシステム利用による申請内容の一覧 
・【別添 2】：維持管理情報の収集システムについて 
 
 
（４）第４回打合せ 

令和 7 年度 浄化槽の維持管理強化に係る調査検討業務 第 4 回打合せ録 
日時 2025 年 12 月 12 日(木)(10:00～12:00) 
場所 オンライン(Zoom) 

主な議題 (1) 環境省版浄化槽台帳の改修に関する対応方針について 
(2) 保守点検・清掃情報の報告収集 Web プラットフォームについて 
(3) R7 維持管理強化における全国会議の内容及びタイムスケジュール案に

ついて 

出席者 

発注者 環境省 環境再生・資源循環局 

 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 

永浦室長補佐、中山指導普及係長、杉浦環境専門調査員 

請負者 公益財団法人日本環境整備教育センター 
櫛田、山下、宮城、濱中、石井 

 
(1) 環境省版浄化槽台帳の改修に関する対応方針について 

環境省版浄化槽台帳の改修に関する対応方針について、再委任先と確認したことを説明

し、以下の意見が出された。 
 空き家情報の入力、及び参照欄は、「その他」テーブルへの追加を想定している。入力

情報はテキストかコード選択か、検討を要する。[教育センター] 
 保守点検・清掃情報について管理者と代行者を区別できる機能について、【浄化槽参照】

の【浄化槽特定】のテーブルに、代行者住所、氏名を保持する項目の追加を想定してい

る。 [教育センター] 
 【登録】のチェックボックスに記載の【項目名】の変更は、他の項目等に影響を及ぼす

可能性がある為、根拠法令と届出名の対応についてはマニュアルに記載し対応する形

を想定している。[教育センター] 
 ヒアリング先からの要望より、浄化槽台帳登録時、浄化槽設置者と浄化槽管理者などが
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重複する場合に、住所情報などをコピー出来る機能を考えており、再委任先より実装可

能との見解を得ている。[教育センター] 
 欄Ａで都道府県を選択すると、欄Ｂでは該当する市町村のみが表示される機能は再委

任先より実装可能との見解を得ている。[教育センター] 
 外字を含むデータ出力時のエラーについて、根本的な解決にはエラー内容の詳細を把

握する必要があるが、JIS X 0208 の第一基準といった基準に合わせる形であれば対応

可能であるとの見解を得ている。[教育センター] 
 改修版台帳システムは、アップデート用のプログラムを配布する方法と、改修版をイン

ストールしてデータを入れ直す方法のどちらが適当か確認したところ、現場画像の保

存機能等によりテーブルの構造が変わる可能性が高いことから、後者が適当との回答

であった。[教育センター] 
 検索結果の任意カスタマイズ機能は将来的な対応とするが、ヒアリング先から要望の

あった検索対象項目については、取捨選択を教育センターで行った上で増やす方針で

対応する予定である。[教育センター] 
 自動採番機能について、各自治体のルールに則って採番するためには、既存のルールを

全て把握する必要があること、自治体によっては浄化槽番号に文字等を含むため、未使

用の番号をシステムで探し、振るという機能搭載は難しいと考えているが、いかがか。

[教育センター] 
⇒ 本機能は浄化槽番号の採番が未実施の自治体を対象と想定し、番号のみを連番で

付すだけの簡易な機能としたうえで、その使用は自治体に委ねる機能として検討

してほしい。[環境省] 
⇒ 承知した。再委任先に自動採番の機能の有効／無効を切り替え可能か確認する。[教

育センター] 
⇒ 自動採番機能を搭載する場合、浄化槽台帳登録画面における、浄化槽番号の入力欄

の横にトリガーを追加する形を想定している。[教育センター] 
 自動バックアップ機能については、再委任先より対象項目と頻度を考慮する必要があ

るとの見解を得ている。また、バックアップ先は不具合発生の回避等を重視し、同一 PC
内が想定される。実用性を考慮した自動バックアップの条件として、例えば 1 日 1 回、

写真データを除いたデータのバックアップが想定されるが、いかがか。[教育センター] 
⇒ 本機能は誤って上書きをした場合や削除した場合を想定したものである。そのた

め、バックアップ先は同一 PC 内で良いと考える。頻度は作業環境に負担を与えな

いよう考慮した設定が良いと考える。またバックアップ内容もテキストのみで良

いと考える。[環境省] 
⇒ 承知した。再委任先に確認する。[教育センター] 

 エラーチェック機能の実装については、令和 2 年度において、浄化槽番号を自治体と

業者が共有した場合、浄化槽台帳に誤った基本情報が入力されることを懸念し、基本情
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報に対するチェック機能があると良いと考えた。しかし前年度業務のヒアリングにお

いて、浄化槽番号の共有が難しいという意見が出たことから、異なる内容を考えている。

再委任先は項目を比較して異なる内容が入力されていないか確認する機能は搭載可能

だが、チェックする項目の範囲が課題となるとの見解であった。[教育センター] 
⇒ 当該機能について、出力できない文字を入力した場合にエラー表示する機能を想

定している。[環境省] 
⇒ この内容で再委任先に確認する。[教育センター] 

 浄化槽情報の一括削除について、検索結果から削除する浄化槽の行を選び、浄化槽 ID
ごと全て削除することと、浄化槽台帳登録ページで入力項目を一括削除する 2 通りを

考えている。前者は誤ったものを削除してしまうリスクがあり、後者は中身を確認しつ

つ削除可能であるため、後者が適当と考えている。[教育センター] 
 画面が見切れた場合のスクロール機能の実装、及び浄化槽台帳画面の全体表示につい

てについて、推奨スペックに達しているにも関わらず、支障が出ている可能性が考えら

れる。再委任先より、支障が出ている画面を特定することで対応が容易になるとの見解

を得た。画面表示に関してどのような問合わせがあるか、差支えない範囲で教えていた

だくことは可能か。[教育センター] 
⇒ 細かい設定を行わないと正しく表示されないケースがあった。問合せ対応の備忘

録はあったと記憶しているが、共有できる状態ではないため、確認する。[環境省] 
⇒ 台帳システムの更新マニュアルなどに、全体表示可能なディスプレイの推奨スペ

ックを示すことが必要と考えている。[教育センター] 
 使用開始報告届の浄化槽設置場所住所を、台帳検索の【簡易】あるいは【浄化槽】に検

索欄を追加する形は可能であるということであったが、検索予測に関する要望とはど

のようなものを想定しているか。[教育センター] 
⇒ 入力済みの内容を記憶して、頭文字を入力すると候補が出てくるものをイメージ

している。検索項目として追加を要望しているものは設置場所住所なのか、管理者

住所なのか、ヒアリング内容の改めての確認を希望する。[環境省] 
⇒ 承知した。[教育センター] (※打合せ後、「使用開始の報告」で入力した設置場所(住

居表示)の検索であることを確認した。) 
 ヒアリング時に言及されたエラーの発生について、カスタマイズによるエラーであれ

ば修正を行わない一方、カスタマイズ前のものでエラーが発生する場合は修正を行う

予定である。[教育センター] 
 要件定義をまとめる上で、仕様書の記載内容は必須項目という認識で良い。[環境省] 
 特定既存単独処理浄化槽に関する項目の追加について、浄化槽参照時、【法定検査】に

「特定既存単独処理浄化槽に該当する恐れの有無」を追加、【保守点検】及び【清掃】

に「躯体の漏水の有無」、「躯体・内部設備の著しい破損の有無」、「槽周辺の環境（臭気

の有無）」を追加、検査項目、及び参照時に備考欄を追加することを想定している。[教
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育センター] 
⇒ どのような理由から特定既存単独処理浄化槽に該当するか、機械的に判断するた

め、備考欄はプルダウン方式と自由記入方式の選択制とすることは可能か。[環境

省] 
⇒ 現行システムにおいて、維持管理情報登録の法定検査項目に、不適正判定の場合そ

の原因を入力することができる項目があり、選択入力だったと記憶しているが、後

ほど確認する。特定既存単独処理浄化槽と判断した要因をプルダウンで複数選択、

もしくは記入できる項目を追加することは可能か、再委任先に確認を取る。[教育

センター](※打合せ後、選択入力と直接記入どちらも選択できるシステムとなって

いることを確認した。) 
 現場画像の追加方法として、当初はデータ入力時に現場画像を追加することを想定し

ていたが、再委任先との打合せで、浄化槽 ID と紐づけられるよう専用の入力欄を設け

る形がより良いとの意見が出た。これは、浄化槽参照時に、浄化槽画像のテーブルを追

加し、ファイルを選択すると写真が表示されるシステムを想定している。現場画像は自

治体が立入検査時などに撮影したものを浄化槽 1 件ごとに取り込む形式を想定してい

る。また、取り込み方法は、ファイル選択やドラッグ＆ドロップなどを想定している。

取り込む写真の枚数とファイルサイズの上限については、特定既存単独処理浄化槽の

判断に用いるため、1 枚当たり 1MB 程度、1 基当たり 10 枚程度、1 基当たり 10MB 程

と想定している。[教育センター] 
⇒ 提案のとおりで良いと考える。[環境省] 

 アドレスマッチングを行った報告データを取り込むとき、自治体が補正した緯度経度

情報が上書きされない方法として、任意でロックをかけるシステムを想定している。[教
育センター] 

 浄化槽台帳で地番から緯度経度情報を取得することは可能であるとのことから、地番

の入力欄の横などに変換するボタンを置き、変換が出来たら緯度経度情報が入力され

る機能を想定している。[教育センター] 
 指導文書の出力機能について、絞り込んだ一覧表の中でチェックをつけ、指導文書の選

択画面に移行した後、様式を選択して Word データで出力される流れを想定している。

また、行政機関名や県知事名など自治体独自の情報を予め設定し、様式内に自動で埋め

込む機能を想定している。[教育センター] 
⇒ 提案のとおりでよいと考える。[環境省] 

 
(2) 保守点検・清掃情報の報告収集 Web プラットフォームについて 

保守点検・清掃情報の報告収集 Web プラットフォームについて、以下の意見が出された。 
 再委任先より、事業者が過去の実績を検索、閲覧できる機能について、検索項目の内容

や数によって作業工数が変動し、保存期間によってストレージ容量やコストも変動す
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るため、明確にする必要があるということであった。Web プラットフォーム上で収集

する項目は前年度の議論にて絞り込んでおり、項目数も少ないため、全項目を検索・閲

覧することを想定している。保存期間については、収集内容に基づき指導を行う場合、

報告回数が年 1 回の自治体もあるため、単年度では履歴の参照が難しい一方、プ Web
ラットフォームをシンプルに作るため、3 年程度が適当と考える。 [教育センター]
⇒ 当該機能は行政機関の利用が多いと想定され、行政機関の利便性を確保しつつ、簡

易で工数がかからない仕組みとしたい。よって、提案のとおりでよいと考える。[環
境省]

 再委任先により、自治体のみ二段階認証を不要とする機能は、G ビズ ID を利用するか

否かにより作業工数が変化すると見解が示された。[教育センター]
 再委任先より、G ビズ ID を利用する場合としない場合の両方を要件定義することは、

時間とコストの観点から難しいため、要件定義前に G ビズ ID を利用するか否か決め

ていただきたいとのことであった。[教育センター]
 G ビズ ID を使用する場合、ログイン段階では G ビズ ID でログイン後、浄化槽関係の

事業者や自治体か否かのふるい分けを行い、該当者のみプラットフォームにログイン

可能となるなど、工数の増加が想定される。[教育センター]
 G ビズ ID の仕様が変更された場合、都度対応する必要があり、保守コストが高くなる

ことに加え、利用不可能な期間を生じる恐れがある。[教育センター]
⇒ 独自 ID 利用の場合も、何らかのアップデートは生じると考える。[環境省]
⇒ その通りだが、独自 ID 利用の場合は利用不可能な期間が生じないよう、こちら側

でアップデート対応期間を調整可能と考える。[教育センター]
⇒ G ビズ ID を利用する場合と独自 ID を利用する場合では、コストがどのように変

化するか。[環境省]
⇒ G ビズ ID を使用する場合、開発コストは独自 ID を利用する場合の 3.5 倍程度と

の試算であった。これより、G ビズ ID の利用は必ずしもメリットが大きいとは言

えないと考える。[教育センター]
 G ビズ ID の利用によるメリットとして、事業者のアカウント発行に関する行政機関の

負担軽減や、セキュリティ確保の負担軽減があげられる。独自 ID の場合はセキュリテ

ィ確保を Web プラットフォーム側で担う必要があり、そうした設計とする予定である。

[教育センター]
 アカウント取得の難易度、開発コスト、維持管理性等の観点から、独自 ID を利用する

メリットは理解できる。一方で、政府が用意するシステムであることから、デジタル庁

に意見を求める必要があり、G ビズ ID の利用を求められる可能性がある。年度内の業

務完了に向け、G ビズ ID の利用を決める必要があることは理解したが、一度室内で協

議し、遅くとも年明け 1 週間以内に回答する。[環境省]
 都道府県と市町村で相互に報告データを閲覧可能とする機能について、都道府県が管
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下の市区町村の維持管理情報を確認する機能は、原則は閲覧不可能とし、許可を得られ

た市区町村のデータのみを閲覧可能とする運用を想定している。[教育センター] 
⇒ この機能は、閲覧許可を可能とする仕組みは作り、利用するか否かは任意とする機

能であるという認識で良いか。[環境省]
⇒ そのとおりである。[教育センター]

(3) R7 維持管理強化における全国会議の内容及びタイムスケジュール案について

R7 維持管理強化における全国会議の内容及びタイムスケジュールについて、請負先より

提案内容の説明を行い、以下の意見が出された。

 本案について、室内で一度確認を行う。[環境省]
 議事 1 について、浄化槽法の施行に伴う個人情報の保護に関する法律に係る解釈につ

いては必要と考えているが、環境省がそのとき周知すべきと考える内容で良いか。

⇒ 認識のとおりである。[教育センター]
 議事 2 において、浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析結果を報告し、関連情報と

して、議事 3,4 の浄化槽使用料の改定事例を考えている。[教育センター]
 議事 3,4 について、外部との調整を伴う都合上、年内、若しくは年明けの早い段階で連

絡したいと考えている。 [教育センター]
⇒ 3 市町の選定理由は何か。[環境省]
⇒ 浄化槽使用料の改定事例について、月刊浄化槽にて報告頂いた市町から選定した。

当日は月刊浄化槽の原稿を基に紹介していただくことを検討している。[教育セン

ター]
⇒ 3 つの市町の内、都合が合う 2 つの市町が発表するという認識で良いか。[環境省]
⇒ そのとおりである。[教育センター]

＜打合せ配布資料＞

【資料 1-1】WEB プラットフォームについて、コストイメージを大中小で追記したもの 
【資料 2】環境省版浄化槽台帳の改修イメージ 
【資料 3】G ビズ ID の使用についてメリットデメリットの比較 
【資料 4】確認事項の一覧表
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